
 04　総務省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

構想
(プロ
ジェ
クト)
管理
番号

規制特
例提案
事項管
理番号

規制の特例事項の内容
提案主
体名

構想(プ
ロジェク
ト)の名
称

040010

県議会議
長への県
議会招集
権の付与

地方自治法
第１０１条第１
項

普通地方公共団体の議
会は、普通地方公共団体
の長がこれを招集する

C Ⅰ

代議制民主主義における議会と執行機関の関係は地方自治制度の根
幹をなす重要な事項であり、そのあり方は首長・議会など関係者によっ
て意見も様々であり、制度設計の再構築にあたっては、制度のあるべき
改革の方向について地方公共団体の代表者や各分野の有識者の意見
を聴きながら幅広く議論して頂くことが適当であり、慎重な検討が求めら
れるものである。

議会の招集権限は地方公
共団体の長に専属しており、
一定数（定数の４分の１）以
上の議員が招集請求できる
ものの、議長を含め議会に
自主的な招集権限がないこ
とについて、その理由を明ら
かにされたい。
また、提案の実現について
具体的な検討を予定してい
るのであれば、そのスケ
ジュール等を明確にされた
い。

C Ⅰ

　貴府が平成１６年１２月２４日の経済財政
諮問会議に提出した資料にあるように、地
方議会の制度は、地方公共団体の統治機
構の根幹に関わる問題であり、その在り方
は地方制度調査会で慎重に議論されるべ
きものである。

　提案の内容に関しては、
第28次地方制度調査会にお
いて議論されることになるの
か、明らかにされたい。
　また、右の提案主体から
の意見を踏まえ、再度検討
し、回答されたい。

貴省回答には、提案内容に対する考え方
が示されていない。「特区として対応不可」
である理由を提案内容に即して示された
い。また、貴省回答に「地方公共団体の統
治機構の根幹に関わる問題」とあるが、根
幹に関わる問題であるがゆえ、全国的な
対応ではなく、特区によって実験的な取組
を可能とすることを要望するものである。

C Ⅰ

　先の回答のとおり、地方議会の制度は、
地方公共団体の統治機構の根幹に関わる
問題であることから、全国的な制度の問題
として、検討が求められるものであり、地方
制度調査会において慎重に議論されるべ
きものである。
　なお、地方議会の制度のあり方について
は、第28次地方制度調査会において議論
される予定である。

1001 1001010 県議会の招集権を議長にも付与する。

三重県
議会議
会改革
推進会
議

二元代
表制下
の議会
活性化
構想

040020

県議会議
員の複数
常任委員
会への所
属

地方自治法
第１０９条第２
項

議員は、それぞれ一箇の
常任委員となる

C Ⅰ

代議制民主主義における議会制度は地方自治制度の根幹をなす重要
な事項であり、そのあり方は首長・議会など関係者によって意見も様々
であり、制度設計の再構築にあたっては、制度のあるべき改革の方向
について地方公共団体の代表者や各分野の有識者の意見を聴きなが
ら幅広く議論して頂くことが適当であり、慎重な検討が求められるもので
ある。

貴省回答では、議会制度の
あり方については、慎重な
検討が必要であり、対応不
可ということであるが、
まず、法令の規定で地方議
会の議員の常任委員会の
所属を一の常任委員会に限
る必要性について明らかに
されたい。
当該必要性の有無・内容に
照らし、本提案の実現を図
るためにはどうすればいい
かという観点から、常任委員
会への所属については、一
以上の常任委員会とする等
法令の規定は最小限にとど
め、その他は議会の自主性
に委ねることができないか、
再度検討し、回答されたい。

C Ⅰ

　貴府が平成１６年１２月２４日の経済財政
諮問会議に提出した資料にあるように、地
方議会の制度は、地方公共団体の統治機
構の根幹に関わる問題であり、その在り方
は地方制度調査会で慎重に議論されるべ
きものである。

提案の内容に関しては、第
28次地方制度調査会におい
て議論されることになるの
か、明らかにされたい。
　また、右の提案主体から
の意見を踏まえ、再度検討
し、回答されたい。

貴省回答には、提案内容に対する考え方
が示されていない。「特区として対応不可」
である理由を提案内容に即して示された
い。また、貴省回答に「地方公共団体の統
治機構の根幹に関わる問題」とあるが、根
幹に関わる問題であるがゆえ、全国的な
対応ではなく、特区によって実験的な取組
を可能とすることを要望するものである。

C Ⅰ

　先の回答のとおり、地方議会の制度は、
地方公共団体の統治機構の根幹に関わる
問題であることから、全国的な制度の問題
として、検討が求められるものであり、地方
制度調査会において慎重に議論されるべ
きものである。
　なお、地方議会の制度のあり方について
は、第28次地方制度調査会において議論
される予定である。

1001 1001020
県議会議員が複数の常任委員会に所属
することを可能とする。また、議長が常任
委員会に所属しないことを認める。

三重県
議会議
会改革
推進会
議

二元代
表制下
の議会
活性化
構想

040030
県議会へ
の附属機
関の設置

地方自治法
第１３８条の４
第３項

普通地方公共団体は、法
律又は条例の定めるとこ
ろにより、執行機関の附
属機関として自治紛争処
理委員、審査会、審議
会、調査会その他の調
停、審査、諮問又は調査
のための機関を置くこと
ができる

C Ⅰ

代議制民主主義における議会制度は地方自治制度の根幹をなす重要
な事項であり、そのあり方は首長・議会など関係者によって意見も様々
であり、制度設計の再構築にあたっては、制度のあるべき改革の方向
について地方公共団体の代表者や各分野の有識者の意見を聴きなが
ら幅広く議論して頂くことが適当であり、慎重な検討が求められるもので
ある。

本提案の実現について具体
的な検討を予定しているの
であれば、そのスケジュール
等を明確にされたい。

C Ⅰ

　貴府が平成１６年１２月２４日の経済財政
諮問会議に提出した資料にあるように、地
方議会の制度は、地方公共団体の統治機
構の根幹に関わる問題であり、その在り方
は地方制度調査会で慎重に議論されるべ
きものである。

提案の内容に関しては、第
28次地方制度調査会におい
て議論されることになるの
か、明らかにされたい。
　また、右の提案主体から
の意見を踏まえ、再度検討
し、回答されたい。

貴省回答には、提案内容に対する考え方
が示されていない。「特区として対応不可」
である理由を提案内容に即して示された
い。また、貴省回答に「地方公共団体の統
治機構の根幹に関わる問題」とあるが、根
幹に関わる問題であるがゆえ、全国的な
対応ではなく、特区によって実験的な取組
を可能とすることを要望するものである。

C Ⅰ

　先の回答のとおり、地方議会の制度は、
地方公共団体の統治機構の根幹に関わる
問題であることから、全国的な制度の問題
として、検討が求められるものであり、地方
制度調査会において慎重に議論されるべ
きものである。
　なお、地方議会の制度のあり方について
は、第28次地方制度調査会において議論
される予定である。

1001 1001030
県議会に「調査会」等の附属機関を設置
し、専門的な課題について審査することを
可能とする。

三重県
議会議
会改革
推進会
議

二元代
表制下
の議会
活性化
構想

040040

知事が行う
専決処分
の要件の
見直し

地方自治法
第１７９条

普通地方公共団体の議
会が成立しないとき、第
百十三条但書の場合に
おいてなお会議を開くこと
ができないとき、普通地
方公共団体の長において
議会を招集する暇がない
と認めるとき、又は議会
において議決すべき事件
を議決しないときは、当
該普通地方公共団体の
長は、その議決すべき事
件を処分することができ
る。

C Ⅰ

代議制民主主義における議会と執行機関の関係は地方自治制度の根
幹をなす重要な事項であり、そのあり方は首長・議会など関係者によっ
て意見も様々であり、制度設計の再構築にあたっては、制度のあるべき
改革の方向について地方公共団体の代表者や各分野の有識者の意見
を聴きながら幅広く議論して頂くことが適当であり、慎重な検討が求めら
れるものである。

本提案の実現について具体
的な検討を予定しているの
であれば、そのスケジュール
等を明確にされたい。

C Ⅰ

　貴府が平成１６年１２月２４日の経済財政
諮問会議に提出した資料にあるように、地
方議会の制度は、地方公共団体の統治機
構の根幹に関わる問題であり、その在り方
は地方制度調査会で慎重に議論されるべ
きものである。

提案の内容に関しては、第
28次地方制度調査会におい
て議論されることになるの
か、明らかにされたい。
　また、右の提案主体から
の意見を踏まえ、再度検討
し、回答されたい。

貴省回答には、提案内容に対する考え方
が示されていない。「特区として対応不可」
である理由を提案内容に即して示された
い。また、貴省回答に「地方公共団体の統
治機構の根幹に関わる問題」とあるが、根
幹に関わる問題であるがゆえ、全国的な
対応ではなく、特区によって実験的な取組
を可能とすることを要望するものである。

C Ⅰ

　先の回答のとおり、地方議会の制度は、
地方公共団体の統治機構の根幹に関わる
問題であることから、全国的な制度の問題
として、検討が求められるものであり、地方
制度調査会において慎重に議論されるべ
きものである。
　なお、地方議会の制度のあり方について
は、第28次地方制度調査会において議論
される予定である。

1001 1001040
知事が行う専決処分の要件から、「地方公
共団体の長において議会を招集する暇が
ないと認めるとき、」を削除する。

三重県
議会議
会改革
推進会
議

二元代
表制下
の議会
活性化
構想

040050

選挙権年
齢の１８歳
以上への
引き下げ

公職選挙法
第９条第１
項、第２項

・日本国民で年齢満二十
年以上の者は、衆議院議
員及び参議院議員の選
挙権を有する。
・日本国民たる年齢満二
十年以上の者で引き続き
三箇月以上市町村の区
域内に住所を有する者
は、その属する地方公共
団体の議会の議員及び
長の選挙権を有する。

C Ⅰ

　選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど
法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄である。
　いずれにせよ、選挙権年齢のあり方については、選挙の基本に関わ
る問題であるので、国会の各党各会派で十分に議論がなされる必要が
ある（なお国会において、衆議院解散により廃案となったが、議員立法
による法案として審議されているところ）。

貴省回答では、選挙権年齢
の18歳以上への引き下げに
ついては、議員立法による
法案が審議されている経過
があるとのことであるが、当
該法案については、平成15
年に審議未了となっていると
ころ。
それ以後の国会における議
論の状況に鑑み、制度を所
管する省庁として、提案につ
いて「少なくとも特区におい
て実現するためにはどうす
ればいいか」という方向で検
討を進める場を設ける等の
措置ができないか、再度検
討し、回答されたい。

C Ⅰ

　選挙権年齢の問題は、民法上の成人年
齢や刑事法での取扱いなど法律体系全般
との関連も十分に考慮しながら検討すべき
事柄である。
　いずれにせよ、選挙権年齢のあり方につ
いては、選挙の基本に関わる問題である
ので、国会の各党各会派で十分に議論が
なされる必要がある（なお国会において、
議員立法による法案が提出されたこともあ
るところ）。

　提案事項に係る国会にお
ける議論の状況に鑑み、制
度を所管する省庁として、提
案について「少なくとも特区
において実現するためには
どうすればいいか」という方
向で検討を進める場を設け
る等の措置ができないか、
再度検討し、回答されたい。

C Ⅰ

　選挙権年齢の問題は、民法上の成人年
齢や刑事法での取扱いなど法律体系全般
との関連も十分に考慮しながら検討すべき
事柄である。
　いずれにせよ、選挙権年齢のあり方につ
いては、選挙の基本に関わる問題である
ので、国会の各党各会派で十分に議論が
なされる必要がある（なお国会において、
議員立法による法案が提出されたこともあ
るところ）。

1230 1230010
 満１８歳以上の市民へ市政参加のため，
地方参政権を付与する。 三次市

若い力
で“みよ
し”を改
革特区

040050

選挙権年
齢の１８歳
以上への
引き下げ

公職選挙法
第９条第１
項、第２項

・日本国民で年齢満二十
年以上の者は、衆議院議
員及び参議院議員の選
挙権を有する。
・日本国民たる年齢満二
十年以上の者で引き続き
三箇月以上市町村の区
域内に住所を有する者
は、その属する地方公共
団体の議会の議員及び
長の選挙権を有する。

C Ⅰ

　選挙権年齢の問題は、民法上の成人年齢や刑事法での取扱いなど
法律体系全般との関連も十分に考慮しながら検討すべき事柄である。
　いずれにせよ、選挙権年齢のあり方については、選挙の基本に関わ
る問題であるので、国会の各党各会派で十分に議論がなされる必要が
ある（なお国会において、衆議院解散により廃案となったが、議員立法
による法案として審議されているところ）。

貴省回答では、選挙権年齢
の18歳以上への引き下げに
ついては、議員立法による
法案が審議されている経過
があるとのことであるが、当
該法案については、平成15
年に審議未了となっていると
ころ。
それ以後の国会における議
論の状況に鑑み、制度を所
管する省庁として、提案につ
いて「少なくとも特区におい
て実現するためにはどうす
ればいいか」という方向で検
討を進める場を設ける等の
措置ができないか、再度検
討し、回答されたい。

C Ⅰ

　選挙権年齢の問題は、民法上の成人年
齢や刑事法での取扱いなど法律体系全般
との関連も十分に考慮しながら検討すべき
事柄である。
　いずれにせよ、選挙権年齢のあり方につ
いては、選挙の基本に関わる問題である
ので、国会の各党各会派で十分に議論が
なされる必要がある（なお国会において、
議員立法による法案が提出されたこともあ
るところ）。

提案事項に係る国会におけ
る議論の状況に鑑み、制度
を所管する省庁として、提案
について「少なくとも特区に
おいて実現するためにはど
うすればいいか」という方向
で検討を進める場を設ける
等の措置ができないか、再
度検討し、回答されたい。

C Ⅰ

　選挙権年齢の問題は、民法上の成人年
齢や刑事法での取扱いなど法律体系全般
との関連も十分に考慮しながら検討すべき
事柄である。
　いずれにせよ、選挙権年齢のあり方につ
いては、選挙の基本に関わる問題である
ので、国会の各党各会派で十分に議論が
なされる必要がある（なお国会において、
議員立法による法案が提出されたこともあ
るところ）。

5062 5.1E+07
衆議院議員、参議院議員及び地方公共団
体の議会議員、長の選挙権年齢を１８歳
以上に引き下げることとする。

倉吉市
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 04　総務省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

構想
(プロ
ジェ
クト)
管理
番号

規制特
例提案
事項管
理番号

規制の特例事項の内容
提案主
体名

構想(プ
ロジェク
ト)の名
称

040060

最高裁判
所裁判官
の国民審
査と衆議院
議員総選
挙との期日
前・不在者
投票の同
時実施

最高裁判所
裁判官国民
審査法第２６
条

最高裁判所裁判官国民
審査において期日前投票
及び不在者投票ができる
期間は、審査の期日前７
日から審査の期日の前
日までとされている。

C Ⅰ

最高裁判所裁判官国民審査について、衆議院議員総選挙の投票期間
と同様の審査期間を確保するためには、国民審査の期日の告示を早め
る必要があるが、衆議院議員総選挙の公示前に審査の期日を告示す
ることは、衆議院議員総選挙の期日の公示に先立ってその期日を予告
することとなるものであり、提案の実施は困難である。

貴省回答では、最高裁判所
裁判官国民審査について、
衆議院議員総選挙の投票
期間と同様の審査期間を確
保するためには、国民審査
の期日の告示を早める必要
があるとのことであるが、ま
ず、その必要性について理
由等を明らかにされたい。
当該理由等に照らし、本提
案の実現を図るにはどのよ
うにすればいいかという観点
から、審査の期日の告示日
（期日の12日前）と審査に係
る期日前投票の開始日（期
日の7日前）について、これ
らを同日とし、又はその間を
短縮することができないか、
再度検討し、回答されたい。

C Ⅰ

　最高裁判所裁判官国民審査について、
衆議院議員総選挙の投票期間と同様の審
査期間を確保するためには、国民審査の
投票用紙の調製及び送致に日数を要する
ことから、国民審査の期日の告示を早める
必要があるが、衆議院議員総選挙の公示
前に審査の期日を告示することは、衆議院
議員総選挙の期日の公示に先立ってその
期日を予告することとなるものであり、提案
の実施は困難である。
　また、最高裁判所裁判官国民審査に係
る期日前投票ができる期間を現行より長く
することについても、国民審査の投票用紙
の調製及び送致に要する日数を勘案する
に、その実施は困難である。

1105 1105010

宮崎市では、市民サービスの向上や行政
事務の効率化をはかることで市民が求め
る的確な行政サービスを提供することによ
り、市民と行政が共にパートナーとして連
携する市民等との協働によるまちづくりを
推進しており、これが地域の活性化にもつ
ながると考えられる。この市民サービスの
一環として、衆議院議員総選挙の期日に
行われる最高裁判所裁判官の国民審査に
おいて市民からの苦情の多かった、衆院
選の期日前・不在者投票が投票日の11日
前から行えるのに対して、国民審査は審査
日の7日前からでないと行えない現行制度
を宮崎県において次期衆議院議員総選挙
及び最高裁判所裁判官の国民審査から実
施できるようにする。これにより、有権者の
苦情が解消し、選挙事務が簡素化され、業
務の効率化が図られ、事務的ミスの危険
性も低下する。

宮崎県
宮崎市

衆議院
議員総
選挙の
期日に
行われ
る最高
裁判所
裁判官
の国民
審査の
期日前・
不在者
投票の
衆院選
と同時
実施構
想

040070

複数期日
前投票所
における電
気通信回
線（専用回
線）を通じ
ての選挙
人名簿の
対照の可
能化

公職選挙法
第４４条第２
項、
公職選挙法
施行令第４９
条の７により
読み替えて適
用される第２
８条

・選挙人は、選挙人名簿
又は在外選挙人名簿と
の対照を経なければ投票
することができない。
・市町村の選挙管理委員
会は、期日前投票所を設
ける期間の初日において
期日前投票所を開く時刻
までに、投票管理者に、
選挙人名簿又はその抄
本（当該選挙人名簿が磁
気ディスクをもって調製さ
れている場合には、当該
選挙人名簿に記録されて
いる全部若しくは一部の
事項を記録した電磁的記
録媒体若しくは当該事項
を記載した書類）を送付し
なければならない。

C Ⅰ

期日前投票所におけるオンラインによる名簿対照については、期日前
投票が確定投票であることから、ネットワークに支障が生じるおそれが
ないか、本人確認やその記録の保存のあり方として問題がないか等の
観点から慎重に検討すべきである。
　なお、オンラインにより、選挙人名簿に記録される投票用紙の交付に
係る情報を期日前投票所間で交換することは差し支えないところであ
り、現行の制度によっても提案の趣旨を実現できると考える。

期日前投票所におけるオン
ラインによる名簿対照につ
いて、具体的にネットワーク
に生じうる支障その他の問
題があるのであれば、明ら
かにされたい。
また、上記の問題への対処
を含め、本提案の実現に向
けて具体的な検討を進める
よう、再度検討し、回答され
たい。

C Ⅰ

　期日前投票所におけるオンラインによる
名簿対照については、期日前投票が確定
投票であることから、ネットワークに支障が
生じるおそれがないか、本人確認やその記
録の保存のあり方として問題がないか等
の観点から慎重に検討すべきである。
　なお、オンラインにより、選挙人名簿に記
録される投票用紙の交付に係る情報を期
日前投票所間で交換することは差し支えな
いところであり、現行の制度によっても提案
の趣旨を実現できると考える。

貴省回答においてご指摘の
問題点等を含め、本提案の
実現について具体的な検討
を予定しているのであれば、
そのスケジュール等を明ら
かにされたい。

C Ⅰ

　期日前投票所におけるオンラインによる
名簿対照については、期日前投票が確定
投票であることから、ネットワークに支障が
生じるおそれがないか、本人確認やその
記録の保存のあり方として問題がないか
等の観点から慎重に検討すべきである。
　なお、オンラインにより、選挙人名簿に記
録される投票用紙の交付に係る情報を期
日前投票所間で交換することは差し支えな
いところであり、現行の制度によっても提
案の趣旨を実現できると考える。

1106 1106010

宮崎市では、ITを積極的に取り入れ、市民サービ
スの向上や行政事務の効率化を図るとともに市
民や企業の情報活用能力の向上と情報化事業
の広域的な取り組みによる地域の活性化を目的
として「電子市役所」の構築を目指している。市選
挙管理委員会としては、「電子市役所」の構築の
取り組みの中の市民サービスの向上の一環とし
て、宮崎市区域においての複数期日前投票所に
おける名簿対照時間の効率化と二重投票の有
無の確認の省力化を図るために、平成18年1月
（見込み）の宮崎市長選挙から期日前投票所に
おいてオンラインによる名簿対照を行えるように
したい。期日前投票制度（平成15年12月1日施
行）が創設されるまでは、名簿登録地での不在
者投票（現行の期日前投票）について複数不在
者投票所において、電気通信回線を通じて選挙
人名簿を対照することは特に法律の定めがない
ことから、差し支えないというのが総務省自治行
政局選挙部選挙課の見解であった。それが、期
日前投票制度に移行したと同時にできなくなった
ことに疑問を感じている。

宮崎県
宮崎市

宮崎市
区域の
複数期
日前投
票所に
おいて
電気通
信回線
(専用回
線）を通
じての
選挙人
名簿の
対照の
実施構
想

040080

期日前投
票所の閉
鎖時刻の
繰下げ

公職選挙法
第４８条の２
第３項により
読み替えて適
用される第４
０条第１項

期日前投票所は、午前８
時３０分に開き、午後８時
に閉じることとされてい
る。ただし、２以上の期日
前投票所を設ける場合に
あっては、１の期日前投
票所を除き、期日前投票
所を開く時刻を繰り下げ、
又は期日前投票所の閉
じる時刻を繰り上げること
ができる。

C Ⅰ

期日前投票所の閉鎖時刻を午後８時以降に延長することについては、
有権者の権利行使について公平の確保という要請があること、投票事
務に従事する者の負担が過重となり管理執行に支障が生じるおそれが
あること等から、慎重な検討が必要である。
　なお、期日前投票所の開閉時間は、市町村の選挙管理委員会におい
て定めるものであり、県が定める区域を対象として特例措置を講じるこ
とは適当でないと考える。

貴省回答では、本提案に対し、有権
者の権利行使についての公平の確
保及び投票事務への支障等を問題と
しているところであるが、
本提案の趣旨は、投票期日の当日で
はなく、期日前投票の期間における、
遠距離通勤者等の投票機会の確保
や投票率の向上などといった観点か
ら、期日前投票所の閉鎖時刻の延長
を求めるものであり、公平の確保につ
いて特段の問題が生じることはない
のではないか。
この趣旨から地域の実情により特段
の必要性があり、かつ、適正な投票
事務の管理執行を確保できると認め
る場合は、市町村選挙管理委員会の
判断により、期日前投票所の閉鎖時
間の延長を可能とすることができない
か、右の提案主体からの意見も踏ま
え、再度検討し、回答されたい。

「有権者の権利行使について公平の確保という要請が
ある」という点については，特区制度は規制の特例を認
めるものであるので，特区内の有権者とそれ以外の有
権者とで異なる取扱いをされるというのは特区制度の性
質上やむを得ないのではないか。そうでないとすると，
公選法に係る規制の特例を認める余地はないのではな
いか。また，現状でも，特別の事情があれば選挙日当日
の投票所の閉鎖時刻を市町村の判断で繰り上げられる
のであり，市町村間で投票時間が同一とならないことは
公選法上認められているところであり，このこと等からす
ると，期日前投票所の閉鎖時刻を繰り下げることを認め
たとしても不公平には当たらないと考える。「投票事務に
従事する者の負担が過重となり管理執行に支障が生じ
るおそれがある」という点については，投票事務従事者
を日毎に交代させるなど工夫すれば，支障がでるほど
の過重な負担は生じないものと思われる。なお，「県の
定める区域を対象として特例措置を講じることは適当で
ない」という点については，特区構想の提案をするのは
県であるが，特区の認定申請は市町村が行うようにす
れば，問題はないものと思われる。

C Ⅰ

　期日前投票所の閉鎖時刻を午後８時以
降に延長することについては、有権者の権
利行使について公平の確保という要請が
あり、特定の地域にのみ適用される制度を
設けることは望ましくないこと、投票事務に
従事する者の負担が過重となり管理執行
に支障が生じるおそれがあること等から、
慎重な検討が必要である。
　なお、期日前投票所の開閉時間は、市町
村の選挙管理委員会において定めるもの
であり、県が定める区域を対象として特例
措置を講じることは適当でないと考える。

　本提案の趣旨は、遠距離
通勤者等の投票の便宜の
向上などの観点から、期日
前投票所の閉鎖時刻の延
長を求めるものである。当該
地域に特段の事情が認めら
れれば、有権者の権利行使
の公平性が阻害されること
はないのではないか。
　また、県が定める区域を対
象とするのではなく、あくま
でも市町村が主体的に措置
を講じる場合を前提に、提
案の実現を図ることができ
ないか。
　これらの点及び右の提案
主体からの意見を踏まえ、
再度検討し、回答されたい。

特区制度は，地域を限定した規制の特例を設け，弊害
を検証し，全国に波及させることを目的としているもので
ある。貴省回答では「有権者の権利行使について公平
の確保という要請があり，特定の地域にのみ適用される
制度を設けることは望ましくない」とあるが，特区制度
は，「特定の地域にのみ適用される制度を設け」，その
弊害を検証することを目的としているので，明白に弊害
がある場合は別として，それを設けることが望ましいか
「望ましくない」かは，実際に制度を運用して検証してみ
ないと分からないことなのではないか。また，「投票事務
に従事する者の負担が過重となり管理執行に支障が生
じるおそれがある」という点についても，投票事務従事者
を日毎に交替させるなどの工夫をすれば，必ずしも支障
は生じないと思われる。この点についても，明らかに支
障が生じるとはいえない以上，実際に制度を運用して検
証してみる必要があるのではないか。これらの点で，貴
省の回答は特区制度に関して消極的すぎると思われま
す。なお，「県が定める区域を対象として特例措置を講じ
ることは適当でない」という回答については，前回の意
見でも述べましたが，実際の特区の認定申請は，この特
区制度を利用したい市町村が区域を定めて行うもので
あり，この点，貴省には誤解があるものと思われます。

C Ⅰ

 期日前投票所の閉鎖時刻を午後８時以降
に延長することについては、特定の地域に
のみ適用される制度とした場合には、有権
者の権利行使に係る公平の確保という要
請から問題があること、投票事務に従事す
る者の負担が過重となり管理執行に支障
が生じるおそれがあること等から、慎重な
検討が必要である。
　　なお、県が提案を行う場合には、県が
認定申請を行う制度とするのが妥当と思
われるが、一方で、期日前投票所の開閉
時間は、市町村の選挙管理委員会におい
て定めるものであり、県が定める区域を対
象として特例措置を講じることは適当でな
いと考える。

1187 1187010
期日前投票所の閉鎖時刻を2時間の範囲
内で繰り下げることができるようにする。

茨城県

投票率
向上の
ための
期日前
投票所
の閉鎖
時刻繰
下げ構
想

040090

外国人へ
の地方参
政権の付
与

公職選挙法
第９条第２項

日本国民たる年齢満二
十年以上の者で引き続き
三箇月以上市町村の区
域内に住所を有する者
は、その属する地方公共
団体の議会の議員及び
長の選挙権を有する。

C Ⅰ

永住外国人に対する地方参政権付与については、我が国の制度の根
幹に関わる重要な問題でもあり、まずは国会の各党各会派において十
分に議論がなされる必要がある（なお国会において、議員立法による法
案として審議されているところ）。

貴省回答では、国会での十
分な議論が必要とのことで
あるが、提案主体からは、自
治体でのモデルケースを作
るべき、また、地域を限定し
た「特区」として実証していく
ことが有意義であるとの考え
が示されている。
この点を踏まえ、制度を所管
する省庁として、少なくとも
特区として実現するために
はどうすればよいかという方
向で検討できないか、回答さ
れたい。

C Ⅰ

　永住外国人に対する地方参政権付与に
ついては、我が国の制度の根幹に関わる
重要な問題でもあり、まずは国会の各党各
会派において十分に議論がなされる必要
がある（なお国会において、議員立法によ
る法案として審議されているところ）。

提案事項に係る国会におけ
る議論の状況に鑑み、制度
を所管する省庁として、提案
について「少なくとも特区に
おいて実現するためにはど
うすればいいか」という方向
で検討を進める場を設ける
等の措置ができないか、再
度検討し、回答されたい。

C Ⅰ

　永住外国人に対する地方参政権付与に
ついては、我が国の制度の根幹に関わる
重要な問題でもあり、まずは国会の各党各
会派において十分に議論がなされる必要
がある（なお国会において、議員立法によ
る法案として審議されているところ）。

1229 1229010
永住外国籍市民へ市政参加のため，地方
参政権を付与する。 三次市

共生推
進三次
特区

040090

外国人へ
の地方参
政権の付
与

公職選挙法
第９条第２項

日本国民たる年齢満二
十年以上の者で引き続き
三箇月以上市町村の区
域内に住所を有する者
は、その属する地方公共
団体の議会の議員及び
長の選挙権を有する。

C Ⅰ

永住外国人に対する地方参政権付与については、我が国の制度の根
幹に関わる重要な問題でもあり、まずは国会の各党各会派において十
分に議論がなされる必要がある（なお国会において、議員立法による法
案として審議されているところ）。

貴省回答では、国会での十
分な議論が必要とのことで
あるが、提案主体からは、自
治体でのモデルケースを作
るべき、また、地域を限定し
た「特区」として実証していく
ことが有意義であるとの考え
が示されている。
この点及び右の提案主体か
らの意見を踏まえ、制度を
所管する省庁として、少なく
とも特区として実現するため
にはどうすればよいかという
方向で検討できないか、回
答されたい。

　特区の制度は、「特定の地域に限らず全
国一律に制度改革を行うことが難しい課題
について、地域を限って実験的・先行的に
実施させ、その効果をうらなう。そしてその
制度改革を地域を限らず全国共通に展開
するかどうかはその成否をみて改めて判
断する。」との趣旨から設けられた仕組と
承知しております。この趣旨を踏まえ、この
問題に直ちに全国共通に一律に制度改革
を行うことが今なお難しいからこそ、この特
区制度の趣旨を活かす形で、まずは地域
を限った形で特区の創設ができないかと本
件提案を行った次第です。
　十分に議論が必要なことは理解できます
が、このような点を踏まえ、特区として創設
することができないか、引き続き十分なご
検討をいただきたい。

C Ⅰ

　永住外国人に対する地方参政権付与に
ついては、我が国の制度の根幹に関わる
重要な問題でもあり、まずは国会の各党各
会派において十分に議論がなされる必要
がある（なお国会において、議員立法によ
る法案として審議されているところ）。

提案事項に係る国会におけ
る議論の状況に鑑み、制度
を所管する省庁として、提案
について「少なくとも特区に
おいて実現するためにはど
うすればいいか」という方向
で検討を進める場を設ける
等の措置ができないか、右
の提案主体からの意見も踏
まえ、再度検討し、回答され
たい。

　再度申し上げるが、特区の制度は、「特
定の地域に限らず全国一律に制度改革を
行うことが難しい課題について、地域を
限って実験的・先行的に実施させ、その効
果をうらなう。そしてその制度改革を地域を
限らず全国共通に展開するかどうかはそ
の成否をみて改めて判断する。」との趣旨
から設けられた仕組と承知しております。こ
の趣旨を踏まえ、この問題に直ちに全国共
通に一律に制度改革を行うことが今なお難
しいからこそ、この特区制度の趣旨を活か
す形で、まずは地域を限った形で特区の創
設ができないかと本件提案を行った次第で
す。
　十分に議論が必要なことは理解できます
が、このような点を踏まえ、特区として創設
することができないか、引き続き十分なご
検討をいただきたい。

C Ⅰ

　永住外国人に対する地方参政権付与に
ついては、我が国の制度の根幹に関わる
重要な問題でもあり、まずは国会の各党各
会派において十分に議論がなされる必要
がある（なお国会において、議員立法によ
る法案として審議されているところ）。

1005 1005010

公職選挙法第9条第2項で、地方公共団体
の議会の議員及び長の選挙権を有する者
は日本国民に限られているが、本市の議
会の議員及び長の選挙について、国籍要
件を永住外国人にまで拡大するものとす
る。

京都府
京丹後
市

市民と
の共生
によるま
ちづくり
特区
～国境
を越え、
京丹後
市のま
ちづくり
でひとつ
になる
～

040090

外国人へ
の地方参
政権の付
与

公職選挙法
第９条第２項

日本国民たる年齢満二
十年以上の者で引き続き
三箇月以上市町村の区
域内に住所を有する者
は、その属する地方公共
団体の議会の議員及び
長の選挙権を有する。

C Ⅰ

永住外国人に対する地方参政権付与については、我が国の制度の根
幹に関わる重要な問題でもあり、まずは国会の各党各会派において十
分に議論がなされる必要がある（なお国会において、議員立法による法
案として審議されているところ）。

貴省回答では、国会での十
分な議論が必要とのことで
あるが、提案主体からは、自
治体でのモデルケースを作
るべき、また、地域を限定し
た「特区」として実証していく
ことが有意義であるとの考え
が示されている。
この点及び右の提案主体か
らの意見を踏まえ、制度を
所管する省庁として、少なく
とも特区として実現するため
にはどうすればよいかという
方向で検討できないか、回
答されたい。

回答は、従来どおりのものとなっているが、
「わが国の制度の根幹に関わる重要な問
題」こそ特区制度の意義が発揮できるので
あり、そのこと自体は提案を取り上げない
理由とはならないことをご認識いただきた
い。法案審議の方向性が定まらないまま
長期間経過する中で、当提案の意義はさ
らに高まっていると思われることから、従来
に増して、当提案の取扱いについて大局
的な判断をいただきたい。

C Ⅰ

　永住外国人に対する地方参政権付与に
ついては、我が国の制度の根幹に関わる
重要な問題でもあり、まずは国会の各党各
会派において十分に議論がなされる必要
がある（なお国会において、議員立法によ
る法案として審議されているところ）。

提案事項に係る国会におけ
る議論の状況に鑑み、制度
を所管する省庁として、提案
について「少なくとも特区に
おいて実現するためにはど
うすればいいか」という方向
で検討を進める場を設ける
等の措置ができないか、再
度検討し、回答されたい。

C Ⅰ

　永住外国人に対する地方参政権付与に
ついては、我が国の制度の根幹に関わる
重要な問題でもあり、まずは国会の各党各
会派において十分に議論がなされる必要
がある（なお国会において、議員立法によ
る法案として審議されているところ）。

1253 1253010
特区の認定を受けた地方公共団体におい
て、当該地方公共団体に定住している外
国籍住民に参政権（選挙権）を付与する。

埼玉県
草加市

定住外
国籍市
民への
地方参
政権付
与
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 04　総務省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

構想
(プロ
ジェ
クト)
管理
番号

規制特
例提案
事項管
理番号

規制の特例事項の内容
提案主
体名

構想(プ
ロジェク
ト)の名
称

040100

指定管理
者制度の
指定先の
範囲拡大

地方自治法
第２４４条の２
第３項

普通地方公共団体は、公
の施設の設置の目的を
効果的に達成するため必
要があると認めるときは、
条例の定めるところによ
り、法人その他の団体で
あって当該普通地方公共
団体が指定するもの（指
定管理者）に当該公の施
設の管理を行わせること
ができる。

Ｅ Ⅰ

　地方自治法第２４４条の２第３項に規定するとおり、「法人その他の団
体」であれば、指定管理者となることができる。法人格についても必ずし
も必要とされず、法令で指定される者の要件を定めているわけではな
い。
　したがって、御指摘の規制は存在しない。

1213 1213030

普通公共団体が公の施設の管理を行なわ
せる法人その他の団体の範囲を広げ、特
区において設置される学校やNPO法人等
の実績のある教育機関もその範囲に含め
る

特定非
営利活
動
（NPO）
法人
東京賢
治の学
校 自由
ヴァルド
ルフ・
シューレ

教育改
革特区
「廃校を
活用し
ての幼・
小・中・
高一貫
の特色
ある小
規模学
校」の設
置

040110

郵政官署
法で取り扱
う市の事務
範囲の拡
大

地方公共団
体の特定の
事務の郵便
局における取
扱いに関する
法律第２条

日本郵政公
社法第１９条
第２項第１６
号

１　地方公共団体は、日本郵政公
社との協議（規約の制定・議会の
議決必要）により規約を定め、次
に掲げる事務を郵便局において
取り扱わせることができる。
 ○　戸籍の謄本、抄本等
 ○　納税証明書
 ○　外国人登録原票の写し及び
外国人登録原票記載事項証明書
 ○　住民票の写し及び住民票記
載事項証明書
 ○　戸籍の附票の写し
 ○　印鑑登録証明書
の交付の請求の受付及び写し・
証明書の交付事務（本人請求に
係るもの）

２　日本郵政公社は、上記により
取扱う地方公共団体の事務その
他委託を受けた地方公共団体の
事務を取り扱う

Ｃ
・
Ｄ－
１

○　多治見市が郵便局に委託したいとしている５７事務のうち５事務、具体的には、事務番号３（印鑑登録証明書の交付）、４（戸籍・除籍謄抄本、
戸籍・除籍記載事項証明書及び戸籍の附票の写しの交付。身分証明書の交付は除く。）、５（住民票の写し等の交付）、９（外国人登録原票記載事
項証明書の交付）及び２４（納税証明書の交付）については、地方公共団体は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法
律（平成１３年法律第１２０号。以下「郵政官署法」という。）第２条の規定に基づき、日本郵政公社（以下「公社」という。）との協議により規約を定め
て、これらの事務を郵便局に取り扱わせることが可能（ただし、本人（戸籍謄抄本・戸籍の附票の場合は当該戸籍・戸籍の附票に記載されている者
を含み、住民票の写しの場合は同一世帯に属する者を含む。以下同じ。）からの請求に限る。）。
　→　Ｄ－１：現行の規定により対応可能
○　同じく５７事務のうち１２事務、具体的には事務番号８（ＩＣカード（住民基本台帳カードを除く）の受付と引換証による受渡し）、２８（ゴミ袋の販
売）、２９（コンポスタ購入補助金の申請受付）、３０（小動物の火葬の受付）、３１（資源集団回収奨励金の申請受付）、３２（ゴミ収集カレンダーの配
布）、３５（給水（開始、中止、廃止、異動）申請の受付）、３７（汚水枡設置申請書の受付）、３８（井戸水使用世帯の人員変更申請書の受付）、３９
（体育施設の貸し出し）、５６（市民プラザ、文化会館のチケット販売）、５７（各課催し物の案内）については、国の法令等を根拠とする事務ではない
ため、当該事務の実施について責任を有する多治見市において、公権力の行使に当たらない事実行為であり、かつ、住民の個人情報に直結する
等の問題が生じないものとして、一般私人に委託可能と判断できるのであれば、多治見市と日本郵政公社との契約により、郵便局に事務を委託す
ることについて法令上の制約はない。
　→　Ｄ－１：現行の規定により対応可能
○　同じく５７事務のうち１２事務、具体的には、事務番号１１（国民健康保険料の収納）、２３（軽自動車税の収納）、２５（市民税の収納）、２６（固定
資産税の収納）、２７（し尿処理手数料の収納）、３３（市営住宅の家賃及び駐車料金の収納）、３４（上下水道料金の収納）、３６（受益者負担金の収
納）、４０（保育料の収納）、４１（福祉サービス等負担金の収納）及び４６（介護保険料の収納）について
は、地方公共団体は、郵便振替法（昭和２３年法律第６０号）第５８条、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５５条の２
等の規定に基づき、郵便振替の方法によりこれらの事務を公社に取り扱わせることが可能であり、事務番号２２（口座振替依頼書
の受付）については、郵便貯金口座（郵便振替口座）から地方公共団体の公金振替口座への振替依頼書（自動払込利用申込書）
であれば郵便局で受け付けることが可能。
　→　Ｄ－１：現行の規定により対応可能
○　「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律」に列挙する各種証明書の交付事務は、住民の個人情
報に関わり、プライバシーの保護、人権への配慮等の観点から、特に慎重かつ適正な事務処理が求められることから、当該交付
事務の公証行為自体は、地方公共団体の長に留保し、郵便局の窓口では、事実行為のみを行うこととしている。
一方、５７事務のうち残る２８事務についても、住民の個人情報に関わり、プライバシーの保護、人権への配慮等の観点から、特
に慎重かつ適正な事務処理が求められるものであるが、相談に対する対応や、質問により請求者等の実情を把握した上での判
断、場合によっては他の窓口に取り次ぎなど事実行為にとどまらない場合があり、特区として対応することはできない。
　　→　Ｃ：特区として対応不可

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

　「５７事業のうち２８事業については、住民
個人情報に関わり、プライバシーの保護、
人権への配慮等の観点から、特に慎重か
つ適正な事務処理が求められるものであ
るが、相談に対する対応や、質問により請
求者等の実情を把握した上での判断、場
合によっては他の窓口に取り次ぎなど事実
行為にとどまらない場合があり、特区として
対応することはできない。」
　このことについては、第４次提案募集に
関する回答に対し意見を提出し、また、２
月１０日付け再質問で２－①から２－④、５
の回答どうりですので再検討をお願いしま
す。

Ｃ
・
Ｄ－
１

　Cとしている２８事務については、住民の
個人情報に関わり、プライバシーの保護、
人権への配慮等の観点から、特に慎重か
つ適正な事務処理が求められるものであ
るので、公証行為に係る部分については、
地方公共団体自らが実施する必要があ
る。
　したがって、研修の実施やマニュアルの
作成等の努力をすることとしても、公証行
為の一部を含む事務の性格上、郵便局の
職員が実施すべきものではないため、特区
として対応することはできない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

「住民の個人情報に関わり、プライバシー
の保護、人件への配慮等の観点から、特
に慎重かつ適正な事務処理が求められる
ものである。」については、契約事務を行う
特定郵便局員の身分は国家公務員であ
り、国家公務員法第100条において、守秘
義務が定められており、委託契約する事務
の範囲における個人情報保護は確保され
るものと判断している。
　また、「公証行為の一部を含む事務の性
格上、郵便局の職員が実施すべきもので
はない。」については、郵政官署法に規定
する証明書交付事務と差はないものと考え
ており、再検討をお願いするものです。

Ｃ
・
Ｄ－
１

　現行制度上、郵便局の窓口では、証明
書等の交付の請求の受付及びその引渡し
（事実行為）を行うことができるのみであ
り、郵便局職員が国家公務員の身分を有
し守秘義務が課せられていることをもって、
地方公共団体の公証行為を含む事務まで
取り扱うことができるものではない。
　また、現行の法定６事務については、証
明書等の交付の請求の受付及び引渡しと
いう事実行為にとどまるのに対し、Ｃとして
いる２８事務については、相談に対する対
応や、質問により請求者等の実情を把握し
た上での判断、場合によっては他の窓口
に取り次ぎなど事実行為にとどまらない場
合があり、性質の異なるものである。

1279 1279010

平成１３年に成立した「地方公共団体の特
定の事務の郵政官署における取扱いに関
する法律」（以下「郵政官署法」という。)で
は郵政官署で取り扱うことのできる地方公
共団体の事務が限定されている。郵政官
署法第２条を改正し郵政官署において取
扱いできる事務を、市の地区事務所で取り
扱う５７事務に拡大することにより、地区事
務所事務を特定郵便局に委託できるよう
にする。

岐阜県
多治見
市

郵政官
署によ
る市町
村事務
受託特
別区域

040120

住民参加
型の学校
運営委員
会の独立
機関化

地方自治法
第１３８条の４
第１項

普通地方公共団体にそ
の執行機関として普通地
方公共団体の長の外、法
律の定めるところに
より、委員会又は委員を
置く。

C Ⅰ
学校運営委員会の所掌事務は、現行の教育委員会において所掌して
いる事務であり、新たに教育委員会と類似する執行機関を設置すること
については慎重に検討すべき。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

本市が提案する学校運営委員会は、生徒
の保護者、公募市民、地域団体の代表、
校長等で組織されており、各学校ごとに設
置を予定しているものである。所掌事務は
教育委員会の所掌していいるものである
が、地方自治法上の地域自治組織である
地域自治区のように、学校を単位とした小
規模なものであり、類似する或いは教育委
員会に代わるものではない。運営委員会
は地域の学校運営の責任主体として位置
付けるものであり、各地域の特性を活かし
た教育を実施する上で、現行地方自治法
上の執行機関の附属機関ではなく、条例
により議会の議決を経た当学校運営委員
会を執行機能を有した執行機関としての位
置付けることが必要であると考えるもので
ある。

C Ⅰ

　保護者、公募市民、地域団体の代表、校
長等から構成される学校運営委員会なる
ものを学校ごとに設置することは、各地方
公共団体の判断により可能であるが、これ
を地方自治法上の執行機関として位置づ
ける以上は、教育委員会との関係等の課
題を整理する必要があり、慎重に検討す
べき。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

地域がその核である学校の運営権限を持つこと
は、地方教育行政における地域分権の課題であ
ると認識しており、学校運営委員会を法的に位置
付けることは、地方自治の本旨たる住民自治の
推進の観点から必要であると考えている。
「教育委員会との関係等の課題」についてである
が、地方自治法上「地域自治組織」により、首長
の所掌及び権限について地域分権を行うことが
可能となっており、これと同様に、学校運営委員
会を教育執行機関として位置付けることにより、
教育委員会との関係が整理できると考える。
執行機関（本市が提案する学校運営委員会）と
諮問機関（地方教育行政の組織及び運営に関す
る法律（以下「地教行法」という。）第47条の5第1
項に基づく学校運営協議会（以下「学校運営協議
会」という。））とは、当然に、その権限及び責任に
大きな差異があると考えており、建設的な御検討
をお願いしたい。

C Ⅰ

　保護者、公募市民、地域団体の代表、校
長等から構成される学校運営委員会なる
ものを学校ごとに設置することは、各地方
公共団体の判断により可能であるが、これ
を地方自治法上の執行機関として位置づ
ける以上は、教育委員会との関係等の課
題を整理する必要があり、慎重に検討す
べき。
　なお、ご指摘の「地域自治組織」は、地方
自治法第２０２条の４に定める「地域自治
区」にあたるものと思われるが、これは執
行機関ではない。

1276 1276010

学校の管理運営について、学校教育法第
５条に基づく「設置者管理主義」を原則とし
て、地域の保護者、公募市民、校長、教職
員、教育委員会部局職員、市長部局職員
等からなる学校運営委員会(以下「学校運
営委員会」という。）を条例に基づき設置す
る。この委員会は、学校運営に関する決定
権限を有し、執行機関的な独立機関として
位置づけ、地方自治法第138条の4第3項
に基づく附属機関の諮問機関ではなく責
任運営主体とし、地域の自由な発想による
裁量権を有する。教育委員会が有する学
校運営の権限の一部をこの機関に委任
し、市民自治に基づき、地域の財産である
学校を運営し、本市に将来も住み続いても
らう人材育成つまり市民教育を目指す。

岐阜県
多治見
市

住民参
加型の
教育特
区

040130

教育委員
会の権限
である校
長、教職員
の任命権、
人事権を
住民参加
型の学校
運営委員
会に委任

地方公務員
法第６条

地方公共団体の長その
他の任命権者は、法律、
条例、地方公共団体の規
則及び地方公共団体の
機関の定める規程に従
い、任命権を行使する。

E

地方公務員法第６条第１項では法律により任命権者を定めることがで
き（例　地方教育行政の組織及び運営に関する法律第３７条）、任命権
の行使についても特例を定めることができるとされていることや、地方
公務員法第６条第２項で規定されている任命権の委任についても法律
により特例を定めることができることから（例　地方教育行政の組織及
び運営に関する法律第２６条及び第３７条第２項）、地方公務員法が任
命権者や任命権について規制を課していることはなく、「現在任命権者
については教育委員会という地方公務員法上の制約がある」や「現行
法上地方公務員法により、教職員の任命権に制限がある」といった指
摘は事実誤認である。

右の提案主体からの意見に
ついて検討し、回答された
い。

本市が今回再提案した理由は、前回の特
区提案の際の再々検討要請に対する文部
科学省からの回答の中で「地方公共団体
の職員の任命権について、これを他の第
三者機関に移譲することは現行公務員制
度不可能です」とされたことによるもので
す。これを事実誤認とするならば、現行法
上本市が提案する学校運営委員会を執行
機関として位置付け、教育委員会の権限
である校長､教職員の任命権、人事権を当
学校運営委員会に委任できると解してよろ
しいかお伺いしたい。
任命権については、現行公務員制度上不
可能とする、文部科学省と見解を統一して
いいただきたい。

E

　第５次の文部科学省の回答は、職員の
任命権を諮問機関である第三者機関に委
任することはできないという趣旨と聞いてい
る。なお、前回も回答したように地方公務
員法が任命権者や任命権について規制を
課していることはないが、教職員の任命権
を どこに持たせるのが適当であるかは文
部科学省において検討されるべき事柄で
ある。

1276 1276020

現在学校の教職員の人事権は県教育委
員会にあり、学校設置責任主体である市
にはない。地域の学校の教職員は、地域
住民が求むべき人材であるべきであり、学
校運営委員会が任命権者となることが必
要である。校長は、この委員会が公募し、
選考し、教頭を含めた教職員も選考し、任
命することとします。これにより地域に必要
な人材を確保することができ、教職員も地
域に愛着を持ち、市民教育の充実ができ、
特色ある学校づくりが期待できます。その
ために教育委員会の有する任命権、人事
権限を学校運営委員会に委任する。人事
権については教職員の研修実施、勤務評
定も含むものとする。
現在任命権者については教育委員会とい
う地方公務員法上の制約があるので、学
校運営委員会が権利主体となるように規
制緩和を提案します。

岐阜県
多治見
市

住民参
加型の
教育特
区

040140

学校の管
理運営の
予算編成、
執行権限
を住民参
加組織の
学校運営
委員会委
任

地方自治法
第第１４９条、
第１５３条、第
１８０条の２

普通地方公共団体の長
は、予算を調製し、及びこ
れを執行する。

C Ⅰ
学校運営委員会の所掌事務は、現行の教育委員会において所掌して
いる事務であり、新たに教育委員会と類似する執行機関を設置すること
については慎重に検討すべき。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

本市が提案する学校運営委員会は、生徒
の保護者、公募市民、地域団体の代表、
校長等で組織するものであり、学校単位で
運営を行う責任主体として位置付けるもの
であって、規模一つとっても教育委員会に
類似するものではない。学校運営を通じた
住民自治の定着、確立を進める上で、現
行地方自治法上の執行機関の附属機関で
はなく、条例により議会の議決を経た当学
校運営委員会を執行機能を有した執行機
関としての位置付けることが必要であり、
地域性や地域のニーズにあった学校運営
を行うためには、柔軟な予算執行権限を学
校運営委員会に付与することが不可欠で
ある。

C Ⅰ

　保護者、公募市民、地域団体の代表、校
長等から構成される学校運営委員会なる
ものを学校ごとに設置することは、各地方
公共団体の判断により可能であるが、これ
を地方自治法上の執行機関として位置づ
ける以上は、教育委員会との関係等の課
題を整理する必要があり、慎重に検討す
べき。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

地域がその核である学校の運営権限を持つこと
は、地方教育行政における地域分権の課題であ
ると認識しており、学校運営委員会を法的に位置
付けることは、地方自治の本旨たる住民自治の
推進の観点から必要であると考えている。
「教育委員会との関係等の課題」についてである
が、地方自治法上「地域自治組織」により、首長
の所掌及び権限について地域分権を行うことが
可能となっており、これと同様に、学校運営委員
会を教育執行機関として位置付けることにより、
教育委員会との関係が整理できると考える。
執行機関（本市が提案する学校運営委員会）と
諮問機関（地方教育行政の組織及び運営に関す
る法律（以下「地教行法」という。）第47条の5第1
項に基づく学校運営協議会（以下「学校運営協議
会」という。））とは、当然に、その権限及び責任に
大きな差異があると考えており、建設的な御検討
をお願いしたい。

C Ⅰ

　保護者、公募市民、地域団体の代表、校
長等から構成される学校運営委員会なる
ものを学校ごとに設置することは、各地方
公共団体の判断により可能であるが、これ
を地方自治法上の執行機関として位置づ
ける以上は、教育委員会との関係等の課
題を整理する必要があり、慎重に検討す
べき。
　なお、ご指摘の「地域自治組織」は、地方
自治法第２０２条の４に定める「地域自治
区」にあたるものと思われるが、これは執
行機関ではない。

1276 1276030

地域住民参加型の学校運営については、
地域の要望に応じた予算編成、執行が不
可欠である。現行法上学校の予算編成、
執行については市長の権限であり、教育
委員会が地方自治法第180条の2に基づき
補助執行をしている。その権限を条例に基
づく独立機関である学校運営委員会に委
任することにより、与えられた予算枠内で、
地域の需要に応じ学校運営委員会の責任
により柔軟に執行することが必要である。
もちろん、地域への情報公開を含めた説
明責任はこの委員会が有する。

岐阜県
多治見
市

住民参
加型の
教育特
区

040150

市町村長
制の必置
規定の廃
止

地方自治法
第１３９条第２

項

　市町村に市町村長を置
く。

C Ⅰ

　本件提案の内容は、首長と議会の二元代表制という地方自治制度の
基本構造のあり方に関わり、憲法解釈上の疑義も存することから、幅広
い見地から議論を必要とする問題である。
　なお、第２８次地方制度調査会においては、去る10月14日に長と議会
の二元代表制以外の多様な制度を含む地方の自主性・自律性の拡大
のあり方について審議され、今後も引き続き議論を行うこととされたとこ
ろである。
　また、大臣より、首長へのサポート体制、マネジメント機能の強化のた
めの、副知事・助役制度の見直しの指示を受けたところであり、総務省
としては、第２８次地方制度調査会における議論も踏まえて検討を進め
ることとしている。

貴省回答では、第２８次地方
制度調査会において引き続
き議論を行うとのことである
が、提案の趣旨が実現され
る方向で議論が行われるの
か、その他当該議論の内容
及び今後のスケジュール等
を明らかにされたい。

C Ⅰ

　去る１２月１７日においても長と議会の二
元代表制以外の多様な制度を含む地方の
自主性・自律性の拡大のあり方について
議論が行われたところである。
　なお、第２８次地方制度調査会は平成１６
年３月１日に発足し、委員の任期は２年で
ある。

第２８次地方制度調査会に
おける議論を踏まえ、できる
だけ早急に、提案の実現に
ついて検討されたい。

C Ⅰ

　本件提案の内容は、首長と議会の二元
代表制という地方自治制度の基本構造の
あり方に関わり、憲法解釈上の疑義も存す
ることから、幅広い見地から議論を必要と
する問題であるが、首長へのサポート体
制、マネジメント機能の強化のための、副
知事・助役制度の見直しについては、第２
８次地方制度調査会における議論も踏ま
えて検討してまいりたい。

1262 1262010

　地方自治法で必置とされている市町村長
について、地域の実情に応じて、当該普通
地方公共団体の議会の議員により行政事
務の執行を担当する委員会を組織し、そ
の中から代表者を選出し、その者を当該普
通地方公共団体の統括代表者とし、その
者が行政事務を執行する。その際、地方
自治法上、「普通地方公共団体の長」に適
用される行政事務の執行に関する規定
は、原則適用されることとする。このため、
地方自治法第１３９条に「市町村は、第２項
の規定にかかわらず、市町村長を置か
ず、当該地方公共団体を統轄し、これを代
表するとともに、事務を管理し、及びこれを
執行する者として、当該普通地方公共団
体の議会の議員の中から選任された代表
者をあてることができる。」との改正を求め
る。

埼玉県
志木市

地方自
治解放
特区
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「措
置の
分
類」
の見
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「措
置の
内
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の見
直し
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置の
内
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例提案
事項管
理番号

規制の特例事項の内容
提案主
体名

構想(プ
ロジェク
ト)の名
称

040160

教育委員
会の必置
規定の廃
止

地方自治法
第１８０条の５
第１項第１号

　地方公共団体は執行機
関として法律の定めると
ことにより教育委員会を
設置しなければならな
い。

C Ⅰ

　現行地方自治制度は、教育委員会の必置制を前提として、長・委員
会・委員それぞれの権限配分や相互関係等を規定しており、教育委員
会を任意設置とするかどうかは、教育行政のあり方・地方自治制度全
般をめぐる議論の中で検討されるべき課題であるが、必置規制につい
ては、地方公共団体の自主組織権の尊重及び行政の総合化・効率化
の観点から不断にその見直しを検討すべきものである。
　なお、第２８次地方制度調査会においては、去る10月14日に行政委員
会制度の見直しについて審議され、引き続き議論を行うこととされたとこ
ろである。

貴省回答では、第２８次地方
制度調査会において引き続
き議論を行うとのことである
が、提案の趣旨が実現され
る方向で議論が行われるの
か、その他当該議論の内容
及び今後のスケジュール等
を明らかにされたい。

C Ⅰ

　第２８次地方制度調査会では、地方自治
の一層の推進の観点から、行政委員会制
度の見直しについても議論が行われるも
のである。
　また、去る１２月１７日においても行政委
員会制度について種々の議論が行われた
ところである。
　なお、第２８次地方制度調査会は平成１６
年３月１日に発足し、委員の任期は２年で
あるが、本件もこの間に議論されるもので
ある。

第２８次地方制度調査会に
おける議論を踏まえ、できる
だけ早急に、提案の実現に
ついて検討されたい。

C Ⅰ
　第２８次地方制度調査会における議論も
踏まえ、行政委員会制度の見直しについ
て検討してまいりたい。

1262 1262020

　地方自治法で必置とされている教育委員
会について、地域の実情に応じて廃止し、
教育長の権限を強化する。このため、地方
自治法第１８０条の５第１項第１号を「置くこ
とができる。」と改正する。

埼玉県
志木市

地方自
治解放
特区

040170
基本構想
の策定義
務の廃止

地方自治法
第２条第４項

市町村はその事務を処
理するに当たっては、議
会の議決を経てその地域
における総合的かつ計画
的な行政の運営を図るた
めの基本構想を定め、こ
れに即して行うようにしな
ければならない。

Ｃ Ⅰ

基本構想の策定義務の廃止を求める当該提案の本来の趣旨は「民意
を反映しながら、社会経済環境の変化に柔軟に対応した行政運営を展
開する」ことであり、基本構想において「市町村そのものが将来を見通し
た長期にわたる経営の基本」を具体的にどのように記述するかについ
ては、地域の実情に応じた、市町村の自主的な判断に委ねられている
ことから、現状においても当該提案の趣旨を十分に達成することができ
ると考えられる。

都道府県には基本構想の策定
義務がなく、市町村についての
み策定及び議会の議決が義務
付けられているが、市町村につ
いても都道府県と同様に自主的
な判断で行えばよいのではない
か。
また、貴省の回答では、「基本構
想において『市町村そのものが
将来を見通した長期にわたる経
営の基本』を具体的にどのよう
に記述するかについては、地域
の実情に応じた、市町村の自主
的な判断に委ねられている」との
ことだが、それならば、あえて義
務付けまでは必要ないのではな
いか。
以上の点を踏まえ、再度検討
し、回答されたい。

Ｃ Ⅰ

市町村は住民の日常生活に直結し、地
域社会の経営について基礎的な責任を有
する行政主体であることにかんがみ、急激
な地域経済社会の変動の中にあって市町
村が真に住民の付託に応え適切な地域社
会の経営の任を果たすためには、市町村
そのものが将来を見通した長期にわたる
経営の基本を確立することが必要となり、
基本構想を策定することとされているところ
である。
また、各個別法において、福祉やまちづく
りに関する計画については、各省庁の判断
により、それぞれの策定義務が課されてい
るものであるが、これらの計画の策定にあ
たっては、地方自治法に基づく基本構想に
即することとされており、このことにより市
町村が主体的かつ総合的・統一的に対応
することが可能となっている。

1262 1262030
　地方自治法で市町村のみ策定が義務付
けされている基本構想を、地域の実情に応
じて策定義務を廃止する。

埼玉県
志木市

地方自
治解放
特区

040180

都道府県
に置く行政
委員会の
自由化

地方自治法
第138条の4
第1項、第180
条の5第1項、
第2項

普通地方公共団体にそ
の執行機関として普通地
方公共団体の長の外、法
律の定めるところにより、
委員会又は委員を置く。

Ｃ Ⅰ

　現行制度上、地方公共団体は法律に定められた委員会・委員以外の
独自の執行機関を条例により設置することはできないこととされてい
る。
  憲法上地方公共団体の組織及び運営に関する事項は法律で定める
こととされ、また、執行機関としての長の権限の大半を他の執行機関に
委ねることとすることは憲法上の疑義があることから、地方公共団体の
執行機関に関する基本的な事項は、法律で定める必要がある。
一方で、地方自治の本旨の実現に資するとの観点から、地方公共団体
の組織編制に関する自主性の拡大の必要性も認識しているところであ
る。
　こうしたことから、地方自治法で定められていない独自の執行機関を
地方公共団体の判断で条例により設置しうる途をひらくこととするかどう
かにつき、現時点において結論を出すことはできないが、早急に検討を
行い、方向性を見いだしていきたい。

貴省回答でお示しの地方公
共団体の条例による独自の
執行機関の設置について、
提案の趣旨が実現される方
向で早急に検討を進めると
ともに、今後の検討スケ
ジュール等を明らかにされた
い。

  見直しの具体的な手順、スケジュール等
を示していただきたい。

Ｃ Ⅰ

　現行制度上、地方公共団体は法律に定められた委員
会・委員以外の独自の執行機関を条例により設置する
ことはできないこととされている。
　憲法上地方公共団体の組織及び運営に関する事項は
法律で定めることとされ、また、執行機関としての長の
権限の大半を他の執行機関に委ねることとすることは
憲法上の疑義があることから、地方公共団体の執行機
関に関する基本的な事項は、法律で定める必要があ
る。
　一方で、地方自治の本旨の実現に資するとの観点か
ら、地方公共団体の組織編制に関する自主性の拡大の
必要性も認識しているところである。
　こうしたことから、地方自治法で定められていない独自
の執行機関を地方公共団体の判断で条例により設置し
うる途をひらくこととするかどうかについて、現在第２８次
地方制度調査会において議論が行われており、去る１２
月１７日に開催された第１３回専門小委員会において
も、種々の議論が行われたところである。
　なお、第２８次地方制度調査会は平成１６年３月１日に
発足し、委員の任期が２年であるので、上記課題もこの
間に結論が見いだしうるものと考えている。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

地方制度調査会においては本県の意見を
十分に踏まえた議論を行い、委員の任期
にとらわれることなく可能な限り早急に結
論を出していただきたい。

Ｃ Ⅰ

　地方自治法で定められていない独自の
執行機関を地方公共団体の判断で条例に
より設置しうる途をひらくこととするかどう
かにつき、第２８次地方制度調査会におけ
る議論も踏まえ、鋭意検討してまいりた
い。

1210 1210010

県条例で設置検討中の鳥取県人権救済
推進委員会（仮称）について、知事の附属
機関ではなく行政委員会として位置づける
ため、現行地方自治法で設置の種類が限
定的に定められている行政委員会以外
に、県が独自に条例で行政委員会を設置
することができるものとする。

鳥取県

独立行
政委員
会自由
化特区

040190

公立大学
法人による
高専設置
制限の緩
和

地方独立行
政法人法第
21条

地方独立行政法人の業
務として、高等専門学校
は掲げられていない。

Ｃ
Ⅰ・
Ⅱ

　本提案は、公立高等専門学校の所管を教育委員会とする地方教育行
政の組織及び運営に関する法律などにおける検討をまず要するところ
であるため、その検討状況を踏まえた上で対応したい。

文部科学省の本提案に対す
る回答では、「構造改革特区
内において公立大学法人が
高等専門学校を設置及び管
理できるようにすべきとのご
提案の趣旨は十分に理解し
ており、真摯に検討を進めさ
せていただきます。」としてい
るが、この点及び右の提案
主体からの意見を踏まえ、
貴省における対応を再度検
討し、回答されたい。

・都立高専の組織管理及び事業運営の弾
力化、活性化を図るため、国立高専と同様
に独立行政法人化する必要がある。
　また、高専本科からの高度専門技術者
教育をより有効に機能させるため、都立高
専を平成17年に設立予定の公立大学法人
首都大学東京に移管し、同公立大学法人
により設置される産業技術大学院と一体
的な運営を行う必要がある。
　このためには、現行の地教行法、地方独
立行政法人法及び学校教育法の規定に抵
触することから、特例措置を要する。

・本構想は東京都の「平成17年度重点事
業」（平成16年11月策定）に位置付けられ
ており、着実な実施を図るため、再度提案
を行う。

Ｃ
Ⅰ・
Ⅱ

　本提案は、公立高等専門学校の所管を
教育委員会とする地方教育行政の組織及
び運営に関する法律などにおける検討を
まず要するところであるため、その検討状
況を踏まえた上で真摯に対応してまいりた
い。

1231 1231010

  現行法上、公立大学法人が高等専門学
校を設置及び管理することはできない。
　このため、特例措置として都立高専の所
管を教育委員会から移し、公立大学法人
首都大学東京が都立高専を設置及び管理
できるようにする。

東京都

「首都東
京・高度
専門技
術者育
成特区」
構想

040200

公益法人
による株式
保有の禁
止の緩和

「公益法人の
設立許可及
び指導監督
基準」（平成８
年９月20日閣
議決定）、「公
益法人の設
立許可及び
指導監督基
準の運用指
針」について
（平成８年12
月19日公益
法人等の指
導監督等に関
する関係閣僚
会議幹事会
申合せ）

公益法人は証券会社と
の通常の取引を通じて取
得した株式の運用財産と
しての運用又は財団法人
が基本財産として寄付を
受けた場合を除き、株式
保有を行ってはならな
い。

Ｃ Ⅰ
立法的措置がある場合にはこれまでも例外として認められてきており、
まずはそうした方策を検討するべきであって、すべての公益法人が遵守
すべき指導監督基準等を改正することは不適当。

公益法人において、ベン
チャー企業の育成・支援を
目的とした株式の保有を制
限している理由を明らかにさ
れたい。
また、右の提案主体からの
意見を踏まえ、貴省としての
対応を再度検討し、回答さ
れたい。

　法制度の維持存続については、従前から
所管省庁に要望してきたところである。
　本提案は創業期にあるベンチャー企業な
どを支援する県が認める公益法人がその
事業に必要な範囲で株式の保有を認める
ものであり、公益法人の指導監督基準等
が目指す公益法人の経営の安定に反する
ものではなく、また、全公益法人に一律に
株式保有を認めようとするものでもない。
　創業等の支援を目的とする事業を実施
する公益法人に限り、株式の保有が可能
となるような仕組みの整備を目指すもので
あることから、再度の検討を要望するもの
である。

Ｃ Ⅰ

　公益法人が積極的に不特定多数の者の
利益の実現を目的とする非営利の法人で
あることから、公益法人の株式保有は原則
禁止とし、運用財産としての管理運用、財
団法人の基本財産への寄付、法制上の措
置が講じられている場合等の一定の場合
に限って保有を認めている。こうしたことか
ら、まずは立法的措置が採られるべきもの
と考える。なお、処分が困難である等のや
むを得ない理由から認められる形態以外
の株式を保有している公益法人について
は、「公益法人の設立許可及び指導監督
基準」の「8経過措置等」(4)及び「公益法人
の設立許可及び指導監督基準の運用指
針」の上記基準の該当部分に従い、所管
官庁から総務省に必要な資料を提出し、
毎年度の「公益法人に関する年次報告」に
おいて公表することが必要である。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

  不特定多数の者の利益の実現についてであるが、本
特区制度は、地域におけるベンチャー企業の育成・発展
の支援を図るという政策目的に合致した保有であり、広
く公益性を有すると考える。また、株式保有の禁止につ
いては、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」で
は、運用財産としての管理運用においてポートフォリオ
のための市場公募による株式保有は認められている
が、これは、財団の経営に一定の効果があり、また、経
営に負の効果を与えないことから認められると考えられ
る。本特区制度は、ベンチャー企業の支援・育成のため
の一定の範囲内でその保有を認めるものであること、そ
の財源も財団の財産ではあるが一定の範囲において一
定の手続きにより区別・措置されるものを想定している
ことから、財団等の公益法人の経営への負の影響は十
分配慮・回避できるものと思慮する。
  また、従来、「公益法人の許可及び指導監督基準」及
びその通達により制限をうけている株式の保有の制限
について、基準等への追加又は改正により措置が可能
なものに対して、法律制定を求めることは手続き上、非
常に厳しい制限といえる。

  このようなことから、再度の検討を求めるものである。

Ｃ Ⅰ

　公益法人が積極的に不特定多数の者の利益の実現
を目的とする非営利の法人であることから、公益法人の
株式保有は原則禁止とし、運用財産としての管理運用、
財団法人の基本財産への寄付、法制上の措置が講じら
れている場合等の一定の場合に限って保有を認めてい
るところ。こうしたことから、提案の事項については、ま
ず法制上の措置が講じられることが適当であると考え
る。なお、所管官庁において特定の公益法人について
指導監督基準上保有が認められる形態以外の株式を
保有することに特段の理由があると考えられる場合に
ついては、指導監督基準及び運用指針にのっとり、処分
のための努力を行わせつつ、その保有状況等について
総務省まで報告の上、毎年度の「公益法人に関する年
次報告」において公表することが必要となっている。した
がって、提案のような形態での公益法人の株式保有は
一般的な指導監督上適当なものとはいえないが、所管
官庁の判断において、上記のような措置を講じることに
より、株式保有が行われることもやむを得ない。また、他
の都道府県の所管する公益法人においてもこうした措
置を講じることにより提案の形態と同様の株式保有を
行っているケースがある。

1224 1224010

平成17年4月以降、県内全域において特
定の公益法人※によるベンチャー企業の
育成・支援を目的とした株式の保有を可能
とする。（※ベンチャー企業の育成・支援を
目的とした事業を行う県が認めた公益法
人）

静岡県

ベン
チャー
支援財
団等投
資特区
構想

040210
プライバ
シー保護
特区

住民基本台
帳法第１１条

何人も、市町村長に対し
て、当該市町村が備える
住民基本台帳のうち第７
条第１号から第３号まで
及び第７号に掲げる事項
に係る部分の写しの閲覧
を請求することができる。

C Ⅰ

住民基本台帳は、世論調査、学術調査、市場調査、住所確認等公益上
の目的や社会経済上の活動目的などのために広く活用されている。市
川市の要望を認めると、これらの目的が達成できないこととなり、閲覧
制度の存在を前提としている公益性や経済性が阻害されることとなる。
また、閲覧制度を活用する者は市川市のエリアに限られるものではな
いから、直ちに全国に影響が及び、特区制度になじまない。

1125 1125010

　住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、
公開の原則により、何人でも請求できると
なっており、単に不当な目的のおそれがあ
る場合に拒むことができるということだけ
で、ダイレクトメール等に利用されている。
しかし、近年、市民のプライバシーの意識
の向上の中で、個人情報の保護、住民基
本台帳ネットワークの稼動等の環境の変
化により、個人情報の流出の防止等のた
めには、閲覧請求についても、一定の制限
が必要と考えられる。そこで、閲覧の請求
は、公的機関が職務上必要とする場合に
限定するものである。

千葉県
市川市

プライバ
シー保
護特区
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 04　総務省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

構想
(プロ
ジェ
クト)
管理
番号

規制特
例提案
事項管
理番号

規制の特例事項の内容
提案主
体名

構想(プ
ロジェク
ト)の名
称

040220

条例に違
反したもの
に対する公
益作業を
伴なう罰則
規定の新
設

地方自治法
第１４条第３
項

普通地方公共団体は、法
令に特別の定めがあるも
のを除くほか、その条例
中に、条例に違反した者
に対し、二年以下の懲役
若しくは禁錮、百万円以
下の罰金、拘留、科料若
しくは没収の刑又は五万
円以下の過料を科する旨
の規定を設けることがで
きる。

C Ⅰ

ご指摘の公益作業への従事という法律に規定がない罰則を条例により
新設することについては、刑罰体系等に重大な変更を生じさせるもので
あり、慎重な検討を要すべきである。
なお、憲法１８条等との関係においても慎重な考慮を要する。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

本市が提案する公益作業従事の対象とな
る者は、地域の美化環境を損なう行為をし
た者です。ごみのポイ捨て等は、「廃棄物
の処理及び清掃に関する法律」等でも罰
則の対象となっており、犯罪に当たるので
はないかと考えます。また、社会通念上、
自らが汚した場所は、汚した者が回復させ
るべきであり、公益作業の従事は苦役では
なく、清掃奉仕作業と同じで、当然の行為
であると考えます。公益作業の従事は、美
化環境を担う者のモラルの改善のための
教育や更生の効果は大きいと考えます。

C Ⅰ

  公益作業への従事という法律に規定がな
い罰則を条例により新設することについて
は、刑罰体系等に重大な変更を生じさせる
ものであり、慎重な検討を要すべきであ
る。
　なお、公益作業への従事は身体的拘束
を伴うものであり、一般的に苦役にあたる
と考えられるところ。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

地方自治法により、地方自治体が条例で、本市
の提案である公益作業への従事を規定すること
はできません。しかし、まち美化を推進していくた
めには、モラルの向上が不可欠と考えるため、今
回、特区の提案をし、条例に規定し実施しようと
するものです。また、本市が提案する公益作業従
事による美化推進のまちづくりは、まち全体でま
ち美化を推進するため、地域の美化環境を損な
う行為をしたものに対し、モラルの向上を促すた
め、地域美化の大切さを身をもって学習する等の
教育効果を期待するもので、苦役により再犯を防
ぐことを目的としていません。自ら出したごみは、
自らの責任において、ルールに従い処理されて
いる中、ポイ捨て等を行った者が、その美化環境
を回復させることは、ごみをルールに従い処理し
ている人々が行っている行為と同じで、当然の行
為であると考えます。美化環境を回復させるため
の清掃奉仕活動を、罰則により行い、美化環境
を改善させる大切さを感じてもらうことが、まち美
化の推進に必要であると考えます。

C Ⅰ

　公益作業への従事という法律に規定が
ない罰則を条例により新設することについ
ては、刑罰体系等に重大な変更を生じさせ
るものであり、慎重な検討を要すべきであ
る。
　また、公益作業への従事は身体的拘束
を伴うものであり、一般的に苦役にあたる
と考えられるところ。
　なお、条例違反をした者に対して、その者
が捨てたゴミの回収を命じ、これに従わな
い場合に罰金等を課すことが、現行におい
ても可能である。

1278 1278010

普通地方公共団体の条例を違反したもの
に対しては、「二年以下の懲役若しくは禁
錮、百万円以下の罰金，拘留、過料若しく
は没収の刑又は五万円以下の過料を科す
る旨の規定を設けることができる。」とされ
ていますが、地域美化環境を害したものに
対し、条例で地域美化に関する公益作業
に従事させることができる罰則規定を設け
ることができるようにする。

岐阜県
多治見
市

公益作
業従事
による
美化推
進のま
ちづくり

040230

土地開発
公社の事
業用地、代
替用地の
売却等処
分にかか
る制限の
撤廃

「公有地の拡大の
推進に関する法
律」第九条
「公有地の拡大の
推進に関する法律
施行令」第五条
「公有地の拡大の
推進に関する法律
の施行について
（土地開発公社関
係）（昭和47年８月
28日付け建設省
都市局長及び自
治大臣官房長通
達）四（九）
「公有地の拡大の
推進に関する法律
の施行について
（土地の先買い制
度関係）（昭和47
年11月11日付け
建設省都市局長
及び自治大臣官
房長通達）四（一）

公有地の拡大の推進に
関する法律第９条の規定
により、同法第６条の土
地の買取り協議手続によ
り先買いされた土地は、
都市施設に関する事業
や収用適格事業及びこ
れらに準ずる事業（公的
主体が行う住宅用宅地の
譲渡に関する事業等）又
はこれらの事業に係る代
替地の用に供されなけれ
ばならない。

Ｃ Ⅰ

「規制改革・民間開放推進３か年計画」（平成16年３月19日閣議決定）
において、平成17年度末までに、「土地開発公社の長期保有土地のう
ち、公有地の拡大の推進に関する法律の先買い制度により取得したも
のについて、土地取得の経緯、これまでの土地処分に向けた取り組み
状況、土地の有効活用に向けた計画内容等について各土地開発公社
及び地方公共団体の状況を把握した上で、先買い制度の趣旨を踏まえ
つつ、土地の用途制限の緩和について、その是非を含めて検討し、結
論を得る」こととされており、現在、これに基づき検討を行っているところ
である。

貴省回答では、現在、土地
開発公社の長期保有土地に
係る用途制限の緩和につい
て検討を行っているとのこと
であるが、当該検討におい
て提案の実現に当たっての
課題とされている内容及び
今後のスケジュール等につ
いて明らかにされたい。

Ｃ Ⅰ

　これまでの検討状況としては、まず本年７月に、土地開発公社が公拡
法の先買い制度により取得した土地について、用途変更・民間処分等の
現状を把握するため、道府県、政令市等あてにアンケート調査を実施し
たところ。
　現在は、上記アンケート調査結果を踏まえ、用途範囲の拡大の要望度
が高い自治体等に対し、個別ヒアリングを開始したところ。
　検討過程において現時点で把握している主な問題点としては、次のも
のがある。
①　長期保有土地の大半は、買取り目的を定めた上で、地域の秩序あ
る発展に資するとして設立地方公共団体等と十分に協議・検討し、設立
地方公共団体の意向を受けて取得されたものであり、元来、地方公共団
体の責任において再取得されるのが原則であること。
②　届出規制、譲渡制限といった私的取引の抑制や税の特例（１５００万
円の特別控除）を含む先買制度により取得された土地の用途について
は、極めて公共性の高い事業に限定する必要があることから、公拡法第
９条において都市施設に関する事業、収用適格事業及びこれらに準ずる
事業に使途を限っているところであり、当該土地を公共性の観点からの
制限をかけずに民間に売却処分することは、法の趣旨を逸脱するおそれ
があり、制度の根本に関わる問題であること。
③　税制上の優遇措置を受けて公益目的で取得した土地を民間に売却
処分することは税法上の問題が生じるおそれがあること。
　当省としては、上記の問題点が制度の根本に関わる問題であることを
踏まえると、先買い制度を所管する立場として、幅広い観点からの詳細
な検討が必要と考えており、このため、閣議決定においても平成17年度
末までに結論を得ることとされているところである。
　したがって、閣議決定の既定方針に従って慎重かつ十分な検討を行う
ことなく、特区による先行実施という結論を現時点において出すことは時
期尚早であり、現時点においては対応困難であると考える。

　税の特例や優遇措置につ
いて、地方自治体が処分の
際の制限となるとのことであ
るが、地権者に対する取得
の際の優遇措置と地方自治
体の処分制限は切り離して
考えるべきではないか。　地
方自治体の負担を軽減する
地域再生の観点から検討の
上回答されたい。

C

　特区推進室からの再々検討要請を受
け、要望の実現に向け検討を行ってきたと
ころであるが、先買い制度により取得され
た土地は私権制限（届出の義務、譲渡の
制限）の下に買い取られたものであり、そ
の用途は極めて高い公共性・公益性を有
する必要があるため現行の用途の拡大は
困難である等の理由により、今回の本部
決定に際しての要望の実現は困難である
と考えている。
　今後においては、「規制改革・民間開放
推進３か年計画」（平成16年３月19日閣議
決定）の既定方針に従い、先買い制度を所
管する立場として、先買い土地の用途制限
緩和の是非について、幅広い観点からの
詳細な検討を行った上で、平成17年度末
までに結論を得ることとしたい。

1092 1092010

　土地開発公社が先行取得した土地につ
いては、道路、公園、学校等の都市施設の
事業等や、その代替地としての使用に、用
途が限定されている。
　法律上限定された用途に限らず、事業用
地、代替用地の処分を可能とする。

神奈川
県小田
原市

土地利
用活性
化特区
構想

040240
長期契約
の導入

地方自治法
第２３４条の
３、地方自治
法施行令第１
６７条の１７

　電気・ガス・水の供給若
しくは電気通信役務の提
供契約、不動産を借りる
契約又はその他政令で
定める契約は、債務負担
行為によることなく複数
年度にわたる契約を締結
することができる。

Ｅ Ⅱ

　地方自治法施行令の一部を改正する政令（平成１６年政令第３４４号）
により、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける
契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ
当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例
で定める契約が長期継続契約の対象とされたところである。まずは、提
案主体において提案にあるような契約をこの規定に該当するものとして
位置づけるものか確認されたい。

1096 1096010

現在、公会計制度は単年度独立主義を用
いており、契約もまた単年度契約が原則と
され、ライフサイクルコストを重視するため
に、自治体の判断で他年度契約できるも
のの範囲を定められるよう措置されたい、

稲城市

ライフサ
イクルコ
スト重視
の行財
政経営

040250

一般競争
入札等にＤ
ＣＦ法を利
用しライフ
サイクルコ
スト入札を
可能とする

地方自治法
第２３４条第３
項

　競争入札においては、
原則、予定価格の範囲内
で最高又は最低の価格
をもって申込をした者を
落札者とする。

Ｄ－
１

Ⅰ

　ＤＣＦ法による評価を競争入札時にどのように反映させるのか、提案
内容において明確にされていないが、提案内容に沿う予定価格の作
成、地方自治法施行令第１６７条の５の規定により経営状況や経営の
規模として入札参加資格とすることや、提案にあるような評価を同令第
１６７条の１０の２の規定による総合評価落札方式により行うことは可能
である。

1096 1096020

一般競争入札、指名競争入札では最高ま
たは最低の価格をもって申込をしたものを
契約の相手方にするとあるが、複数年度
のキャッシュフローを重視しDCF法を用い
た現在価値換算後の数値を比較に用いる
ことができるよう措置されたい。

稲城市

ライフサ
イクルコ
スト重視
の行財
政経営

040260

地方公共
団体にお
ける随意
契約の要
件の拡大

地方自治法
第２３４条第２
項、地方自治
法施行令第１
６７条の２第１
項各号

　地方自治法施行令第１
６７条の２第１項各号に掲
げる事由に該当するとき
に限り、随意契約の方法
により契約を締結するこ
とができる。

C Ⅱ
現行制度においても、例えば地元産木林の宣伝を図る施設等の資材と
して、森林組合が独占的に取り扱っている地元産木林を買い入れると
きに、随意契約の方法によることが可能な場合もあり得る。

貴省回答では、現行制度に
おいて提案の趣旨に沿った
随意契約をすることも可能で
あるとのことであるが、本提
案で「提案理由」にあるよう
な、さらに広範囲の随意契
約を森林組合と締結できる
ようにすることを求めている
ものである。
この点を踏まえ、再度検討
し、回答されたい。

D-１ Ⅱ

　提案内容を見ると、森林組合から地元産
木材を購入した場合、他の同類業者から
購入するよりも流通コスト等が軽減される
ため、安価な価格で調達することができる
とあるが、このような場合は、一般的な時
価に比して著しく有利な価格をもって契約
を締結できる見込みがあるものとして、地
方自治法施行令第１６７条の２第１項第７
号に該当するものである。
　また、例えば、地元産木材の宣伝を図る
施設等の資材として、森林組合が独占的
に取り扱っている地元産木材を買い入れる
ときは、自ずから契約の相手方が特定され
るものであり、契約の目的又は性質が競
争入札に適しないものとして、同項第２号
に該当するものである。
　いずれにしても、提案内容を見る限り、現
行制度においても提案内容を実現すること
は可能なものである。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

　鶴岡市が森林組合より木材を購入することについては、安い価格を想定しているだけではなく、
流通経路を改善することでの経費節減の過程を示したもので、コスト削減分を森林所有者に還元
することが森林所有者の林業経営に対する意欲を高め、経済基盤の確立と森林の持続的保全に
つながるものと確信しているものです。
　そのために、森林整備や森林管理の中心的役割を果たしている森林所有者の共同組織である
森林組合へ木材部材について随意契約を可能とすることを求めるものです。
　行政としても、森林は単に経済的側面だけではなく、地域の自然環境保護、治山、治水におけ
る災害防止と生活環境の保全などの機能を担っているものと認識しており、地域産木材の積極的
活用を行うことにより、森林環境循環システムの構築を目指すものです。
　そのためには、鶴岡市の重要施策として森林環境循環システムの構築を目指して地域再生計
画を策定し、より具体的な取り組みを進めるものです。
　鶴岡市が森林組合に木材を分離発注するのは「地元産木材の宣伝を図る」という目的ではな
く、率先して公共建築物に地域材を利用して森林の適正な保全管理を目指した森林環境循環シ
ステムの構築を図るものです。また森林組合が鶴岡市の人工林をすべて独占的に取り扱いして
いるのではなく、森林組合員の山林の割合が８０．３％で、非組合員の森林が１９．７％残ってお
り、これらの非組合員である森林所有者や鶴岡市内で営業している製材業者への理解を求める
仕組みの構築も検討する必要があります。
　前記の仕組みの構築の中の重要な部分について述べさせていただきますと、一つ目として、森
林所有者から製材業者までの流通経路を確立するため、製材業者を森林組合員として取り込み
ながら森林組合の組織改革を行う点については、森林所有者で森林組合の組合員でない者や、
現在市内で製材業を営んでいるが森林組合とは連携をしないで市内で単独で営業している業者
もいる中で、鶴岡市が率先して地域材を利用し、また、森林所有者に利益を還元するための改善
の仕組みを理解していただくことが必須条件と考えています。
　そのためには、第一点として、非森林組合員に対する森林組合への全員加入促進を積極的に
推進し、森林組合による一元的管理を目指すとともに、それでも未加入の森林所有者には行政と
して主旨を理解してもらうための広報活動を徹底する措置を講じます。第二点は、森林所有者・森
林組合・製材業者・有識者（山形大学農学部）・行政からなる検討委員会を開催し、広く意見を求
め、改善方策を定めるものです。
　具体的には、森林所有者代表・森林組合員・製材業者（組合員及び非組合員）・県・市・山形大学
会を1月中に立ち上げる予定です。
二つ目として、鶴岡市としては行政施策として、森林の持つ多面的機能を持続的に発揮するために
保全管理は必要なことと認識しています。平成８年３月議会で議決いただいた鶴岡市の第３次総合
年）の基本構想・基本計画にも記載してありますが、具体的に事業推進を図る意味からも、森林文
検討を進めているところです。特に、今年１０月１日に予定されている市町村の合併では、国有林・
が現在の10,264haから95,986haに増加する予定であり、必要不可欠なことと考えています。
　　上記に明記したことから、鶴岡市が森林組合と地方自治法施行令第１６７条の２に基づく随意契
務省の見解を求めるものです。

D-１ Ⅱ

　提案主体からの意見にあるように、地元
産木材を市内公共施設の建設資材として
活用することが市の施策として位置付けら
れ、かつ、将来的に市の森林組合が市区
域内の森林及び地元産木材を一元管理す
ることとなれば、提案主体が木材を買い入
れるときは、現行の地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号を根拠として随意契
約の方法により契約をすることができる。

1130 1130010 地域産木材について随意契約の承認
山形県
鶴岡市

地域産
木材活
用推進
構想

040270

地方公共
団体発注
公共事業
入札時に
民間参画
方式PU
（ピックアッ
プ）方式

地方自治法
第２３４条第２
項、地方自治
法施行令第１
６７条の２第１
項各号

　地方自治法施行令第１
６７条の２第１項各号に掲
げる事由に該当するとき
に限り、随意契約の方法
により契約を締結するこ
とができる。

C Ⅱ

　機会均等、公正性、競争性及び経済性を確保する観点から、地方公
共団体の契約の方法は一般競争入札によることを原則としており、随
意契約はその例外として位置づけられていることにかんがみると、提案
内容にあるような契約の相手方としようとするものが客観的に見ても特
定されている場合には随意契約の方法によることはできるが、そのよう
な場合でなければ一般競争入札によるべきである。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

この提案方式を実施するにあたって，まず行わなければ
ならない地方公共団体との契約において例外的位置付
けの随意契約を行う必要があります。

従って当提案内容が総務省「措置概要」文中にある「客
観的にみて特定される」という部分が，より高いレベルで
の客観性を有する見地からして当提案が「特定される」
という167条の条文解釈の適合範囲であるという点を求
めるものです。

「措置概要」の文面から，客観的見地から当提案は「特
定」してもいいというニュアンスが読み取れますが「その
様な場合でなければ一般入札によるべきである」という
一般論の部分は折角のこの「提案そのものの特定」の
ニュアンスがぼけてしまう様な気がします。

つまり地方自治法における客観的見地という，いわば観
念的見地でしか判断できない法解釈を「特定」していい
「特区」というお願いをしたいのですが。

C Ⅱ

  提案にあるような元請業者と下請業者の
適切な関係を調整する業務を行うことがで
きる者が限定されるものであれば、現行制
度においても随意契約の方法により契約
をすることは可能である。
　なお、当該者が複数存在するような場合
は、随意契約ではなく、競争入札により契
約を締結すべきであり、このような場合を
随意契約により契約をすることができる場
合として地方自治法施行令に規定すること
は適当ではない。

1025 1025010

民間参画時の地方自治体との契約におけ
る、地方自治法第167条2項の随意契約に
おける明確な認可特例及び慣例的入札形
態に対する国土交通省のPU方式実施時
の認可。

有限会
社アー
バン・デ
ザイン
中川設
計室

地方公
共団体
の慣例
的建築
物発注
形態に
対する
是正提
案
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 04　総務省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

構想
(プロ
ジェ
クト)
管理
番号

規制特
例提案
事項管
理番号

規制の特例事項の内容
提案主
体名

構想(プ
ロジェク
ト)の名
称

040280

クレジット
カードによ
る納付の
容認

地方自治法２
４３条、地方
自治法施行
令第１５８条、
第１５８条の２

地方公共団体の公金に
ついては、法令で特別の
定めがない限り、私人に
公金の取扱いを委任する
ことができない。

C
Ⅰ・
Ⅱ

現時点において実施時期等を示すことはできないが、今後、現行制度
の検証を含め、提案の趣旨を十分踏まえて検討を進めたいと考えてい
る。

本提案の内容については、
第５次提案における再々検
討要請に対する貴省回答に
おいて、今後研究会を開催
するなどして、「提案の趣旨
を十分踏まえ、第三者弁済
によるクレジットカードの導
入について早急に検討を始
めたい」としているところ。
当該回答に沿って、右の提
案主体からの意見にもある
ように、本提案の実現に向
けて早急に検討を進めると
ともに、現在の検討状況及
び今後のスケジュール等を
明らかにされたい。

回答は「現時点において実施時期等を示
すことはできないが、今後、現行制度の検
証を含め、提案の趣旨を十分踏まえて検
討を進めたいと考えている。」とされている
が、本提案については、第５次提案への回
答において「今後、研究会を開催するなど
して、現行制度の検証、関係業界や提案
主体に対するヒアリング等を行った上で、
提案の趣旨を十分踏まえ、第三者弁済に
よるクレジットカードの導入について早急に
検討を始めたいと考えている。」とされてい
たものであるところ、本回答では対応内容
が漠然としており、提案内容が実現できる
のか明確でないため、第５次回答以後、具
体的に先の回答にある研究会での検討経
緯と検討内容について明らかにされるとと
もに、今後どのようなスケジュールで検討
をすすめられるのか提示され、早期の導入
を図られたい。

C
Ⅰ・
Ⅱ

  今後、研究会を開催し、現行制度の検
証、関係業界や提案主体に対するヒアリン
グ等を行った上で、提案の趣旨を十分踏ま
え、第三者弁済によるクレジットカードの導
入について早急に検討を始めたいと考えて
いる。当面、早ければ１月中にも第１回研
究会を開催し、その状況を踏まえ、年度内
にも方向性を出してまいりたい。

提案の実現について、早急
に検討されたい。

C
Ⅰ・
Ⅱ

　今後、研究会を開催し、現行制度の検
証、関係業界や提案主体に対するヒアリン
グ等を行った上で、提案の趣旨を十分踏ま
え、第三者弁済によるクレジットカードの導
入について早急に検討を始めたいと考え
ている。当面、２月中に第１回研究会を開
催し、その状況を踏まえ、年度内にも方向
性を出してまいる予定である。

1264 1264010

電子申請等における手数料等の納付方法
については、現行では銀行口座振替の方
式があるのみであり、これを多様化し、利
用者の利便性を高めるため、使用料・手数
料の支払につき、クレジットカードによる支
払など第三者による納付を認める。

大阪府

高度電
子自治
体構築
特区

040290

チャージャ
ブル方式
の電子証
紙による納
付の容認

地方自治法
第２３１条の２

地方公共団体は、使用料
又は手数料の徴収につ
いては、条例の定めると
ころにより、証紙による収
入の方法によることがで
きる。この場合において
は、証紙の売りさばき代
金をもって歳入とする。

C Ⅰ

「証紙」というためには、紙片（有体物）である必要がある。現行制度下
において、本件の「電子証紙」は、紙片又はカードに記載又は記録して
売りさばき、かつ利用手続（施設の利用申請など）の際に納付済みの証
として当該紙片又はカードが利用できるのであれば可能だが、電子情
報処理組織を使用して納付情報のみやり取りをする形式は認められな
い。納付情報のみやり取りをする形式も可能とするか否かについては、
社会一般での普及状況や公金の安全性が担保されるか否か等を見極
めた上で検討することとしたい。

貴省回答前段について、本
提案にある電磁的記録によ
り納付情報のみやり取りを
するチャージャブル方式の
「証紙」は、現行法令上の
「証紙」には該当せず、これ
を実現するためには新たな
立法措置が必要となるという
趣旨と解してよいか。
また、回答後段に沿って、右
の提案主体からの意見にも
あるように、本提案の実現に
向け早急に検討を進めると
ともに、今後の検討のスケ
ジュール等について明らか
にされたい。

回答では「納付情報のみをやり取りをする形式も可能と
するか否かについては、社会一般での普及状況や公金
の安全性が担保されるか否か等を見極めた上で検討す
ることとしたい。」とされているが、①紙片又はカードに記
載又は記録して売りさばかれた電子証紙であっても、電
子情報処理組織を使用して利用申請などを行う場合の
使用料等の納付にあたっては、紙片又はカードに記載
又は記録された納付情報を電子情報処理組織を使用し
て送信する方法によることから、公金の安全性の担保と
いう点では、電子情報処理組織を使用して納付情報の
みをやりとりする形式と異なるところはないと考えられる
こと、②電子マネーによる決済は、インターネット取引に
おいてクレジットカード決済と並んで一般に普及した方
法であり、その場合には、納付情報のみをやりとりする
電子マネーも併せて提供されているのが通常であること
から、紙片又はカードに記載又は記録した電子証紙と比
べ納付情報のみをやりとりする電子証紙は、公金の安
全性や社会一般での普及状況に違いはないと認識して
いるが、この点を踏まえ検討の時期を明示されたい。

C Ⅰ

  地方自治法第２３１条の２の「証紙」に
は、電磁的記録によるものは含まれないた
め、提案にいう電磁的記録により納付情報
のみをやり取りする方式の「証紙」は、現行
法令上の「証紙」に該当しない。
　今後の検討については、社会一般での
普及状況や公金の安全性が担保されるか
を見極めた上で対応していきたい。

1264 1264020

電子申請等における使用料・手数料の納
付についてチャージャブル方式の「電子証
紙」を使用して納付することができるように
する。

大阪府

高度電
子自治
体構築
特区

040300

地元金融
機関との連
携による民
間事業者
の宝くじ販
売の許可

１．刑法　187
条
２．当せん金
不証票法　4
条
３．地方財政
法　32条
４．宝くじ運営
方針　2　発売
主体

発売主体は、都道府県及
び指定都市となってい
る。

C

当せん金付証票法は、刑法の特例として、地方財政資金の調達を目的
に、都道府県及び指定都市に宝くじの発売を認めているもの。
したがって、当せん金付証票法により、民間事業者による宝くじの発売
を認めることは、その目的から不可能。

1056 1056010

現状では、発売主体は、「都道府県及び指
定都市」となっている。しかし、市町村合併
により、地域のポテンシャルが上がるた
め、発売主体を民間事業者にまで拡大し、
収益金を地域の活性化に活用する。

松江学
園通り
商店街
振興組
合

株式会
社山陰
合同銀
行

松江街
づくり振
興くじ
～ＴＯＷ
Ｎ　ＬＯＴ
Ｏ（トロ）
～

040310

激甚災害
の指定を
受けた災
害の被災
地を行政
区域に含
む市による
宝くじ発売
の実施

地方財政法
附則第32条
当せん金付
証票法第4条

発売主体は、都道府県及
び指定都市となってい
る。

C

宝くじは、地方財政資金を調達し、公共事業等の公益的事業に活用す
ることを目的とするものであり、できるだけ広く一般住民に均てん化でき
るよう、原則として広域的な行政主体である都道府県と指定都市のみ
にその発売権限を認めてきたもの。
宝くじの発売は、昭和２０年代には都道府県等が単独で行っていたが、
単独では小規模な発売額から、収益が上がらない弊害等を生じ、これ
を打開するため、現在は都道府県・政令指定都市が広域的に組織する
協議会を設置して発売することが定着したもの。
市町村が宝くじを発売することについては、上記の宝くじの発売の趣旨
や歴史的な経緯も踏まえ様々な検討が行われた結果、現在は、市町村
振興宝くじ（サマージャンボ、オータムジャンボ）を発売することとし、そ
の収益を全額市町村に配分し、その収益の活用方法等についても、各
県単位で市町村が自ら決定しているところ。したがって、既に市町村が
宝くじを発売するのと同様の結果が得られているもの。
この問題は、限られた宝くじの市場の中で都道府県と市町村との財源
配分をどのように行うかという問題に帰着するものであり、現行の仕組
みによって合理的な配分がなされているもの。

貴省回答では、提案に係る問題は、
限られた宝くじ市場の中で都道府県
と市町村との財源配分をどのように
するかに帰着し、現行の仕組みが合
理的であるとしているが、
提案主体は、「代替措置の内容」にあ
るように、
○限られた宝くじ市場の中、都道府
県と市町村との財源配分の問題で全
国的な混乱につながるというおそれ
があれば、次年度の発売許可申請が
集まった段階で、申請団体の目的に
よる優先順位を付し、限られた市場
の中で効率的な宝くじの発行が確保
できる範囲で認めることとし、この場
合に、災害復旧を優先的に高位に位
置付けるものとしているところである。
この点を踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

Ｃ

　通常発生することが想定されているような災害については、国
庫負担金、特別交付税、地方債等、様々な財政制度が設けられ
ているところであり、基本的にはこれらにより、対応が可能と考え
られるところ。
　ただし、既存の制度では対応ができないような、未曾有の災害
が発生した場合については、都道府県・政令指定都市が発売団
体となり、他の地方公共団体の協力を得て、全国を市場として、
復興くじを発売した実績がある。この場合において、必要があれ
ば宝くじを発行し、収益金を得た都道府県から市町村に対して補
助をすることも考えられるところ。
　宝くじの発売は、昭和２０年代には都道府県等が単独で行って
いたが、単独では小規模な発売額から、収益が上がらない弊害
等を生じ、これを打開するため、現在は都道府県・政令指定都市
が広域的に組織する協議会を設置して発売することが定着したも
の。
　上記のような歴史的な経緯も踏まえ、様々な検討が行われてき
た結果、現在、市町村振興宝くじ（サマージャンボ、オータムジャ
ンボ）を発売しており、特に、サマージャンボの収益については、
災害時における市町村の財源として活用することも念頭に置いて
いるものである。
　この問題は、限られた宝くじの市場の中で都道府県と市町村と
の財源配分をどのように行うかという問題に帰着するものであり、
現行の仕組みによって合理的な配分がなされているもの。

1062 1062010

現在は都道府県と政令指定都市以外には
認められていない宝くじの発売を、激甚災
害（本激）の指定を受けた災害の被災地を
行政区域に含む市も可能とする。

福井県
福井市

不死鳥
福井特
区（よみ
がえれ
不死鳥
のまち
福井）

040320

宝くじの収
益配分方
法の見直し
等

当せん金付
証票法

宝くじの当せん金の金額
の総額は、その発売総額
の５割に相当する額を超
えてはならない。

C

当せん金付証票法は、刑法の特例として、地方財政資金の調達を目的
に、都道府県及び指定都市に宝くじの発売を認めているもの。
宝くじの当せん金の金額の総額は、地方財政資金の調達を目的として
宝くじを発売すること、宝くじの発売に要する諸経費等を勘案し、その発
売総額の５割に相当する額を超えてはならないものとされているもので
ある。

1141 1141010

宝くじの配分の方法の見直しをし、地方自
治体に対する配分法は20～40％の内、
20％をハズレくじに配分し、国民に対して
還元すべきである。

㈱市姫
商事

IT情報
基地特
区

040330
予算単年
度主義の
廃止

地方自治法
第２０８条、第
２１０条、第２
１１条第２項、
第２１２条、第
２１３条、第２
１４条、第２１
５条、第２１６
条、第２２０条
及び第２３３
条

会計年度＝１年間
数年度にわたるものは継
続費、繰越明許費で対応
総計予算主義の原則
債務負担行為は継続費
の総額又は繰越明許費
の金額の範囲内における
ものを除くほか、予算で
定めなければならない。
予算を議会に提出すると
きは、政令で定める予算
にかかる説明書をあわせ
て提出しなければならな
い。
予算の内容、歳入歳出予
算の区分、予算の執行、
決算については政令で具
体的に定めている。

C Ⅰ

　会計年度独立の原則、現金主義をはじめとした地方自治法上の財務
に関する規定は、地方公共団体の財務事務を適正に行うために必要な
ものであり、これらの規定の大部分を条例に委ねることはできない。
　なお、地方自治法上の財務に関する規定は、国の財務会計制度の検
討状況を踏まえつつ、そのあり方について検討を進めているところであ
る。

貴省回答では、地方自治法
上の財務に関する規定のあ
り方について検討を進めて
いるとのことであるが、この
検討において本提案の内容
が反映されるのか、その他
当該検討の内容及び今後
のスケジュール等を明らか
にされたい。

C Ⅰ

　本件については、会計年度独立の原則を
踏まえつつ、財務事務をどう合理化・効率
化していくかという観点から検討を進めて
いるところであり、今後のスケジュール等に
ついて現時点ではお示しできないことをご
理解いただきたい。

本提案に係る検討を、でき
るだけ早急に進めるよう、貴
省において対応されたい。

C Ⅰ

　本件については、会計年度独立の原則
を踏まえつつ、財務事務をどう合理化・効
率化していくかという観点から検討を進め
ているところである。

1262 1262040

　地方自治法で単年度とされている地方自
治体の会計年度を複数年度予算に転換す
るとともに、評価に基づく決算を重視した予
算管理を行う。このため、地方自治法第２
０８条を「市町村の条例で定める。」に改正
し、同法第２１０条に「又は条例の定めると
ころにより、一会計年度に執行した一切の
収入及び支出は、すべて歳入歳出決算に
編入しなければならない。」を加え、同法第
２１１条第２項中「政令で定める」を「条例で
定める」に改め、同法第２１２条及び第２１
３条を削り、同法第２１４条中「、継続費の
総額又は繰越明許費の金額の範囲内に
おけるものを除くほか」を削り、同法第２１５
条、第２１６条、第２２０条及び第２３３条中
「」を「市町村の条例で定める」に改める。

埼玉県
志木市

地方自
治解放
特区
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 04　総務省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

構想
(プロ
ジェ
クト)
管理
番号

規制特
例提案
事項管
理番号

規制の特例事項の内容
提案主
体名

構想(プ
ロジェク
ト)の名
称

040340

ノンストップ
地方行政
特区（複数
年度ローリ
ング予算
制度の導
入）

地方自治法
第２０８条等

地方公共団体の会計年
度は、毎年４月１日から
翌年３月３１日とし、各会
計年度における歳出は、
その年度の歳入をもって
これを充てなければなら
ない。

C Ⅰ

　提案の内容は、債務負担行為等の活用により可能である。しかし、提
案の趣旨は、円滑な事業執行を可能にするため、会計年度独立の原則
の例外を設けることを求められているものと考えている。年度をまたが
る事業の円滑な執行について、国と地方公共団体に共通した予算の原
則である会計年度独立の原則を踏まえつつ、当省において設置してい
る地方財務会計制度研究会において今後とも検討していきたい。

貴省回答では、年度をまた
がる事業の円滑な執行につ
いて地方財務会計制度研究
会で検討しているとのことで
あるが、この検討において
本提案の内容が反映される
のか、その他当該検討の内
容及び今後のスケジュール
等を明らかにされたい。

C Ⅰ

　現在、当該研究会において本提案の内
容を聴取したところである。今後、提案内
容も含め、地方財務会計制度の諸課題に
ついて検討を進めていく予定である。この
ような状況にあるため、検討内容、今後の
スケジュール等について回答できないこと
にご理解いただきたい。

本提案に係る検討を、でき
るだけ早急に進めるよう、貴
省において対応されたい。

C Ⅰ

　今後、提案内容も含め、地方財務会計制
度研究会において地方財務会計制度の諸
課題について検討を進めていく予定であ
る。

1257 1257010

議会の議決を経て策定した基本計画に基
づき、複数年度にまたがる予算を編成し、
これを毎会計年度ごとにローリングしていく
「複数年度ローリング予算制度」を導入す
る。これにより年度区分による切れ目やム
ラ、無駄、無理のない「ノンストップ」の事務
事業執行を実現する。

埼玉県
草加市

ノンス
トップ地
方行政
特区（複
数年度
ローリン
グ予算
制度の
導入）

040350

「古都保存
市債」発行
の広域行
政化によ
る、逗子鎌
倉共同市
債発行

地方財政法

証券発行の方法により地
方債を起こす場合におい
て、二以上の地方公共団
体が議会の議決を経て
連名で証券を発行するこ
とができる。

E
地方財政法第５条の７の規定に基づき、証券発行の方法により地方債
を起こす場合において、二つの市町村が議会の議決を経て連名で証券
を発行することは、現行制度においても可能である。

1274 1274090

地方債の発行に複数の市町村が参加する
ことは、地方債の性格上、これまで認めら
れていないと思われる。しかしながら、世界
遺産登録の対象が二つの市町村に跨るこ
とから、地方債の発行と償還を複数市町村
の共同事業とする特例をつくる。これによ
り、世界遺産登録と観光発展に対する市
町村間の温度差を均一化し、広域で世界
遺産観光に取り組む意欲と素地を醸成す
る。

名越切
通一体
地域／
巡礼古
道保存
と周辺
山林保
全復元
署名の
会

「世界遺
産都市
の観光
とまちづ
くり・・・
古都特
区」構想

040360

地方財政
再建促進
特別措置
法施行令
第１２条の
３第７号の
規定の拡
張

・地方財政再
建促進特別
措置法第２４
条第２項

・地方財政再
建促進特別
措置法施行
令第１２条の
３第７号

地方公共団体は、国等に
対し、地方財政再建促進
特別措置法第24条第2項
の規定により、同法施行
令第12条の3に規定され
ている場合以外、寄附金
等は支出できないこととさ
れている。

Ｃ Ⅰ・Ⅱ

　国と地方団体の間では、各々の役割に応じた経費負担の原則が定め
られ、その負担区分に応じ、適正な財源配分が行われているところ。し
たがって、この負担区分を超えて負担を行うことは、国と地方団体の間
の財政秩序を乱すことにつながるもの（地方財政法等参照）。
　しかしながら、国が、本来自己の負担すべき経費について自発的寄附
として地方団体にその負担を転嫁したり、地方団体が国等の機関や施
設等を誘致するために国が負担すべき経費を自ら進んで拠出したりす
る事例が後を絶たなかったため、国と地方団体の間の財政秩序を維持
する観点から、法令上地方団体に本来支出義務のない国等に対する
出捐行為について、原則禁止することとしたもの。
　学部・学科を設置し学生に教育を行なう等、国立大学法人において通
常行われる研究開発・成果の普及は、国立大学法人の本来的な業務
であり、当該業務に要する経費は国立大学法人、ひいては運営交付金
や施設費を支出する国が負担すべき経費。このような経費に対する出
捐行為は、国と地方団体の間の財政秩序を大きく乱すおそれがある。
　なお、「科学技術」は、人文科学等を広く含むものとして運用している。

貴省回答では、提案にあるように、地
方公共団体が国立大学法人に対し
土地・建物を提供することは、国と地
方団体の間の財政秩序を大きく乱す
おそれがあるとのことであるが、
本提案は、第５次提案に引き続くもの
であり、使命を全うした学校施設を最
小限の費用で再生し、地域連携・地
域貢献といった新しい大学機能の創
出による地域活性化を図ることを目
的としている。また、懸念される財政
秩序の維持に関し、今回の提案で
は、その実現のため「規制の特例措
置の内容」の欄及び右の提案主体か
らの意見にあるように、地方公共団
体の自立性・財政負担の適正の確
保、地域の合意形成等について一定
の厳格なルールに基づくことをその
条件とすることとしているところであ
る。
これらの点を踏まえ、本提案の実現
を図ることができないか、再度検討
し、回答されたい。

平成14年の施行令の追加により、国等に
対する地方公共団体の寄付制限が緩和さ
れた。一方、平成15年施行の国立大学法
人法は、通常の研究開発の分野を大幅に
拡大し、地方公共団体との連携による事業
展開も想定している。このため、以下の条
件を加え、より一層厳格なルールとするこ
とで、令１２の３－７の規定を拡張された
い。①工場等制限法により、大学等の新設
が不可能であった地域で、かつ現時点で
大学等高等教育機関がないこと。②国立
大学法人の実施する教育活動や協働事業
の便益の総体が国立大学法人誘致に支
弁する当該地方公共団体の経費を確実に
こえること、無償貸付により当該地方公共
団体の財政が悪化しないことなどについ
て、議会の承認議決を得ること。

Ｃ Ⅰ・Ⅱ

　国と地方団体の間では、各々の役割に応じた経費負担の原則
が定められ、その負担区分に応じ、適正な財源配分が行われて
いるところ。したがって、この負担区分を超えて負担を行うこと
は、国と地方団体の間の財政秩序を乱すことにつながるもの。
（地方財政法等参照）。
　しかしながら、国が、本来自己の負担すべき経費について自発
的寄附として地方団体にその負担を転嫁したり、地方団体が国
等の機関や施設等を誘致するために国が負担すべき経費を自ら
進んで拠出したりする事例が後を絶たなかったため、国と地方団
体の間の財政秩序を維持する観点から、法令上地方団体に本来
支出義務のない国等に対する出捐行為について、原則禁止する
こととしたもの。
　学部・学科を設置し学生に教育を行なう等、国立大学法人にお
いて通常行われる研究開発・成果の普及は、国立大学法人の本
来的な業務であり、当該業務に要する経費は国立大学法人、ひ
いては運営交付金や施設費を支出する国が負担すべき経費。こ
のような経費に対する出捐行為は、国と地方団体の間の財政秩
序を大きく乱すおそれがある。
　なお、本法の規定の趣旨は、国と地方団体の間の財政秩序の
維持であり、その性格上、特定の地域について、又は、個別の地
方団体の財政運営上の支障の有無等により、国が本来負担すべ
き経費に対する支出について異なる取扱いをすることは適当では
ない。また、国が本来負担すべき経費に係る支出の是非を地方
団体の判断に委ねることとした場合、議会の議決を必要として
も、誘致に係る競争が生じる等により、国と地方団体の間の財政
秩序が大きく乱れるおそれがある。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

地方分権一括法や地方分権推進計画にある基本原則を想起す
ると、国の地方に対する関与は、法律の根拠が必要であり、かつ
必要最低限であること、そして関与の手続きは透明であることが
求められている。関与が必要最低限であるということは、法定で
あっても包括的でないことが求められるということであり、これこそ
が機関委任事務廃止の理論的根拠である。しかし、地財特別措
置法は地方財政に対する国の後見的関与という思想に裏打ちさ
れており、国が自治体に対して包括的制約を行う考えを原則とし
ている。第２４条の規定は「当分の間」という条件付ながら、包括
的禁止の下に個別限定的解除を行っているものである。このこと
は、地方分権一括法において国が自ら定めた地方分権の基本原
則とは、相容れないものである。地方財政の健全化は、財源の移
譲や補助金などの手続きの簡素化や規制緩和（地域再生法）、
起債制限の緩和など、すでに政府において着手されている枠組
みの中で行われるべきである。政府が進める規制改革の動きに
呼応し、地方の自立と地域経済の活性化という方向性を指向す
る自治体にとっては、地財特別措置法第24条第２項が規定する
規制は、すでに特別措置法としての使命を達したものといえる。
この際、一定の条件にある自治体については、当該規定は「当分
の間」が満了し、当該規定の適用すべき必要性がなくなったもの
として、国の関与は地財法本来の領域に退去すべきである。今日
の国や地方を通じた財政状況の課題は、各自治体の特性に応じ
た施策の展開により解決されるべきであり、国が、全国一律に、
その状況を「当分の間」として一括して管理することは、結果とし
て自治体の財政健全化の努力を阻むものでしかない。

Ｃ Ⅰ・Ⅱ

　国と地方団体の間では、各々の役割に応じた
経費負担の原則が定められ、その負担区分に応
じ、適正な財源配分が行われているところ。した
がって、この負担区分を超えて負担を行うこと
は、国と地方団体の間の財政秩序を乱すことに
つながるもの。
（地方財政法等参照）。
　しかしながら、国が、本来自己の負担すべき経
費について自発的寄附として地方団体にその負
担を転嫁したり、地方団体が国等の機関や施設
等を誘致するために国が負担すべき経費を自ら
進んで拠出したりする事例が後を絶たなかったた
め、国と地方団体の間の財政秩序を維持する観
点から、法令上地方団体に本来支出義務のない
国等に対する出捐行為について、原則禁止する
こととしたもの。
　なお、再建法第24条第２項に基づく国の関与
は、地方分権推進委員会の第４次勧告及び地方
分権推進計画においても必要性があるものと位
置付けられており、地方分権一括法で所要の改
正を行ったところ。

1045 1045010

平成１４年１１月１日に施行された地方財政再建促進特別措置法施行令第１
２条の３第７号では、国立大学法人が行う地方公共団体の要請に基づく科学
技術に関する研究で、地域における産業の振興等に寄与する通常行われる
研究開発以外について、総務大臣の同意により、地方公共団体が国立大学
法人への土地建物の寄付等を認めている。しかし、現在各地域で実施されて
いる産・官・学・民の連携は、自然科学や社会科学、人文科学、文化・芸術な
ど広範囲であり、地域活性化に資する研究は、科学技術に限定されたもので
はない。
   また、国立大学は法人化を契機とし、国家的な大規模の研究のみならず、
地方自治体や地域の企業などとの連携による教育研究活動や、公開講座な
ど一般の地域住民や地元で働く社会人などに対する学習機会の提供など、地
域活性化のための教育研究活動に一層積極的に取り組み始めいている。一
方、地方公共団体においても、地域の教育、産業、文化の基盤を支えている
大学、研究機関の知的資源を最大限に活用していくことが地域活力の再活性
化を図る上で不可欠なものになっている。
　このため、現在認められている土地建物の寄付等の範囲を拡大し、総務大
臣の同意を通常行われる研究開発であっても、地域活性化に寄与するものに
ついては、地方公共団体との連携による事業展開も想定されていることなど
以下のような一定の厳格なルールのもと、地方財政再建促進特別措置法施
行令１２条の３第７号の規定を拡張して適用されたい。
①当該地方公共団体において、国立大学法人との連携による地域の活性化
に関する構想または計画を策定しているとともに、それに基づく誘致の申請を
当該地方公共団体が自発的に行っていること。
②無償貸与の対象範囲が明確化されるとともに、組織や設備関連経費、ラン
ニングコスト等の国立大学法人負担が明確になっており、当該地方公共団体
の財政負担が許容範囲内にあって、いやしくも財政再建団体へ転落する引き
金となるような事が全くないこと。
③当該地方公共団体と国立大学法人との間で、協定締結を行うとともに、議
会の議決を得ること。

東京都
足立区

文化産
業・芸術
新都心
構想

040370

地方財政
法に係る
規制緩和
（ミニ公募
債やＰＦＩ法
人の設立
等による適
用の明確
化、合併特
例債の適
用対象に
ついての規
制緩和を
含む）

・地方財政法
第２７条の２
・地方財政法
施行令第16
条の２
・市町村の合
併の特例に関
する法律第１
１条の２

国・都道府県の行う大規
模かつ広域にわたる道
路・砂防等の建設事業等
について、国と都道府県
との負担において事業を
行い、市町村より負担金
を徴収してはならない。

C I

　国・都道府県が行う道路等の公共事業は、単に一地域の利益を中心
にして行われるよりも、むしろ国の産業経済政策の推進や国土保全の
見地から、国家的規模において国の樹立する長期的全体計画に基づ
いて行われるものが多い。
　本条は、市町村に対して不当な負担を課すことを禁じ、国や都道府県
の責任において道路整備を行うこととしている。
　貴市提案のような特区を認めることとした場合、地方財政法による財
政秩序を危うくすることととなり、認められない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

　本提案は、例えば、道路の場合であれば
既に調査を終え“事業化に着手”された案
件についてのみ対象としようとするもので
あり、その点、国・都道府県が行う道路等
の公共事業に関する、国家的規模におい
て国の樹立される長期的全体計画を前提
に行うもので、計画又は計画の整合性を損
なうこととなるものでは全くありません。
　また、財政的にも、国の財政に対しては
全くニュートラル（国は民間等の資金が入
らない場合と同様の支出スケジュールで
もって、支出していただくことを前提として
います。）であり、本提案の実現により、財
政秩序を危うくされることの根拠が全く不
明に思われます。

C I

　国家的規模において整備する道路計画は、利
益を甘受する住民・当該地方公共団体にとって
可能な限り公正・平等に進められるべきものであ
り、当該団体の財源の多寡を理由に進められる
べきものではない。
　貴市再意見は、国の整備計画において事業化
に着手された案件についてのみ貴市資金を拠出
しようとするものであり、計画的な整備のあり方を
ゆがめるものではないとの主張であると見受けら
れる。しかし、貴市提案の特区により、事業化に
着手された区域について貴市の拠出金によっ
て、他の箇所よりも早く事業が完成するのであれ
ば、結果として当該団体の財源の多寡を理由に
道路整備を行っているにすぎない。
　したがって、提案の特区は、地方財政法による
財政秩序そのものを危うくすることとなり、認めら
れない。
　そのような不平等を未然に防ぐためにも、本条
により、市町村に対して不当な負担を課すことを
禁じ、国や都道府県の責任において道路整備を
行うこととしている。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

今回の特区提案は、道路計画全体の中で、事業
化に着手された区域について、道路整備を加速
していただくことを目的としているが、当市が提案
している内容であれば、国の財政の計画的なあ
り方には何ら問題がないと考え、財政秩序を危う
くするとはどういうことなのか理解できない。これ
は、財源の多寡に関わるということではなく、当該
自治体の自主的かつ一時的な負担による資金の
投入は、当該自治体の願いと財源調達（捻出）の
努力の表れと考える。国の財源の有効活用、計
画の効率的な達成の観点からも再度ご検討願い
たい。また、当該計画の早期完成を図ることが、
他の地域の道路整備を遅らせるのであれば問題
であるが、国の全体的な計画のあり方を歪めるも
のではないと考える。京丹後市の市民にとって、
また京都府北部に位置する市や町の住民にとっ
て、提案の道路整備が悲願であるということを真
摯に受け止めていただきご検討願いたい。

C I

　本条は、国家的規模において整備する道
路計画について、国や都道府県の責任に
より道路整備を行うこととし、市町村に対し
て不当な負担を課すことを禁じるものであ
る。
　仮に貴市提案の特区を認めることとした
場合、事業化に着手された区域について
貴市の拠出金によって、他の箇所よりも早
く事業が完成するのであれば、結果として
当該団体の財源の多寡を理由に道路整備
を行っているにすぎない。
　また、一時的に多額の起債を発行するこ
とにより、当該団体の財政状況が悪化する
ことから、当該特区が全国展開すれば、不
健全な財政運営を行う団体を多数認めて
しまうこととなる。
　したがって、貴市提案の特区は認められ
ない。

1004 1004010

　国・府が整備する広域道路建設等の公
共事業については、地方財政法により市
町村にその整備費用を負担させてはなら
ないこととされているが、これを緩和し、市
町村や民間が望む場合は市町村の財源
又は民間資金を広域的な公共事業に投下
できる仕組みをつくることにより、喫緊に整
備が望まれる公共事業の工期短縮、早期
完成をめざし、市域の振興・発展を図る。

京丹後
市

市町村
の参加
又は民
間資金
の募集・
投入に
よる広
域幹線
道路整
備等公
共事業
の自立
的促進
構想

040370

地方財政
法に係る
規制緩和
（ミニ公募
債やＰＦＩ法
人の設立
等による適
用の明確
化、合併特
例債の適
用対象に
ついての規
制緩和を
含む）

・地方財政法
第２７条の２
・地方財政法
施行令第16
条の２
・市町村の合
併の特例に関
する法律第１
１条の２

国・都道府県の行う大規
模かつ広域にわたる道
路・砂防等の建設事業等
について、国と都道府県
との負担において事業を
行い、市町村より負担金
を徴収してはならない。

C I

　国・都道府県が行う道路等の公共事業は、単に一地域の利益を中心
にして行われるよりも、むしろ国の産業経済政策の推進や国土保全の
見地から、国家的規模において国の樹立する長期的全体計画に基づ
いて行われるものが多い。
　本条は、市町村に対して不当な負担を課すことを禁じ、国や都道府県
の責任において道路整備を行うこととしている。
　貴市提案のような特区を認めることとした場合、地方財政法による財
政秩序を危うくすることととなり、認められない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

　本提案は、例えば、道路の場合であれば
既に調査を終え“事業化に着手”された案
件についてのみ対象としようとするもので
あり、その点、国・都道府県が行う道路等
の公共事業に関する、国家的規模におい
て国の樹立される長期的全体計画を前提
に行うもので、計画又は計画の整合性を損
なうこととなるものでは全くありません。
　また、財政的にも、国の財政に対しては
全くニュートラル（国は民間等の資金が入
らない場合と同様の支出スケジュールで
もって、支出していただくことを前提として
います。）であり、本提案の実現により、財
政秩序を危うくされることの根拠が全く不
明に思われます。

C I

　国家的規模において整備する道路計画は、利
益を甘受する住民・当該地方公共団体にとって
可能な限り公正・平等に進められるべきものであ
り、当該団体の財源の多寡を理由に進められる
べきものではない。
　貴市再意見は、国の整備計画において事業化
に着手された案件についてのみ貴市資金を拠出
しようとするものであり、計画的な整備のあり方を
ゆがめるものではないとの主張であると見受けら
れる。しかし、貴市提案の特区により、事業化に
着手された区域について貴市の拠出金によっ
て、他の箇所よりも早く事業が完成するのであれ
ば、結果として当該団体の財源の多寡を理由に
道路整備を行っているにすぎない。
　したがって、提案の特区は、地方財政法による
財政秩序そのものを危うくすることとなり、認めら
れない。
　そのような不平等を未然に防ぐためにも、本条
により、市町村に対して不当な負担を課すことを
禁じ、国や都道府県の責任において道路整備を
行うこととしている。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

今回の特区提案は、道路計画全体の中で、事業
化に着手された区域について、道路整備を加速
していただくことを目的としているが、当市が提案
している内容であれば、国の財政の計画的なあ
り方には何ら問題がないと考え、財政秩序を危う
くするとはどういうことなのか理解できない。これ
は、財源の多寡に関わるということではなく、当該
自治体の自主的かつ一時的な負担による資金の
投入は、当該自治体の願いと財源調達（捻出）の
努力の表れと考える。国の財源の有効活用、計
画の効率的な達成の観点からも再度ご検討願い
たい。また、当該計画の早期完成を図ることが、
他の地域の道路整備を遅らせるのであれば問題
であるが、国の全体的な計画のあり方を歪めるも
のではないと考える。京丹後市の市民にとって、
また京都府北部に位置する市や町の住民にとっ
て、提案の道路整備が悲願であるということを真
摯に受け止めていただきご検討願いたい。

C I

　本条は、国家的規模において整備する道
路計画について、国や都道府県の責任に
より道路整備を行うこととし、市町村に対し
て不当な負担を課すことを禁じるものであ
る。
　仮に貴市提案の特区を認めることとした
場合、事業化に着手された区域について
貴市の拠出金によって、他の箇所よりも早
く事業が完成するのであれば、結果として
当該団体の財源の多寡を理由に道路整備
を行っているにすぎない。
　また、一時的に多額の起債を発行するこ
とにより、当該団体の財政状況が悪化する
ことから、当該特区が全国展開すれば、不
健全な財政運営を行う団体を多数認めて
しまうこととなる。
　したがって、貴市提案の特区は認められ
ない。

5010 5E+07

国・府が整備する広域道路建設等の公共
事業については、地方財政法により市町
村にその整備費用を負担させてはならな
いこととされているが、これを緩和し、市町
村や民間が望む場合は市町村の財源又
は民間資金を広域的な公共事業に投下で
きる仕組みをつくることにより、喫緊に整備
が望まれる公共事業の工期短縮、早期完
成をめざし、市域の振興・発展を図る。

京丹後
市

040380

コミュニ
ティ・ファン
ド創設に係
る自治体
基金活用
の規制緩
和

昭和３９年１２
月９日付け自
治行第１４２
号　福岡県出
納長あて行政
課長回答

出納長が預金先、預金の
種別（定期、普通等）を決
め、預金の手続をする。
この場合において、指定
金融機関以外の金融機
関に預金するものについ
ては、知事に協議する。

Ｅ Ⅳ

  提案にある行政実例においては、単に公金管理の方法について出納
長は長に協議をするべきと述べているだけであって、当該行政実例が
提案内容の妨げになっているものではない。
  地方公共団体が他の地方公共団体に貸付を行うことについて、地方
自治法上の制限はない。

右の提案主体からの意見に
ついて検討し、回答された
い。

１．小泉内閣の重点施策はデフレ経済克
服と地域経済活性化であり、本規制特例
はその立場から提案した。貴職はその立
場で回答されたが、他の２省庁もその理解
の上で回答すべきではなかったか。
２．本コミュニティ・ファンドは、ミニ市場公
募債と債務負担行為を合わせたものであ
る。金融庁等はこれを、資金貸付者に「不
測の損害をもたらす可能性が高」いとした。
では、全国のミニ市場公募債と債務負担行
為の案件で、債務不履行になった事例は
どれほどあるか。
３．当連絡会議は、本ファンドが地方自治
法第214条・同241条により、資金貸付者保
護の担保力があると考えるが、貴職のご見
解を賜りたい。

Ｅ Ⅳ

　地方自治法第２１４条に規定される債務負担行
為は、議会の議決を得た上で決定されるもので
あり、次年度以降の予算を拘束するものであるた
め、債務負担行為に基づき、次年度以降の各年
度の歳入歳出予算に計上しなければならないこ
ととされている。
  また、基金に属する債権については、同法２４１
条第７項の規定により、他の債権と同様に同法
第２３１条の３若しくは第２４０条並びに同条に基
づく地方自治法施行令の規定に基づいて、強制
徴収等の必要な措置を講ずることとされている。

※　全国ミニ市場公募債を含めた地方債につい
ては、制度的に債務不履行になることがないもの
である。また、債務負担行為の関係についても、
そのような事例を把握する調査は実施していない
が、そのような事例はないと考えられる。

1059 1059020

　地方自治法第241条第２項は「基金は、これを前項の条例で定
める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければ
ならない」と規定している。さらに、昭和39年12月９日の行政実例
は、基金について「指定金融機関以外の金融機関に預金するも
のについては知事に協議する」と預金先に制限を加えている。し
かし、2005年４月からのペイオフの実施によって、全国自治体基
金は決済用預金として金融機関に預金せざるを得なくなった。こ
れはゼロ金利であるから果実は生まない。それなら基金を金融
機関ではなく、鉄道基金に預け替えし、他自治体に長期資金とし
て貸付運用を行っても「確実かつ効率な運用」を妨げることには
ならない。
　また同法第241条に、自治体が基金を設置できる規定があるこ
とから、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第２条の「業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定の
ある者」には自治体を含めて解釈運用するべきである。
　以上を実現するために下記３点の規制特例措置を設ける。
(1)金融機関以外への預金を金融機関と同様に行えるよう、行政
実例の制限を緩和する。
(2)金融機関への預金を前提として解釈運用されてきた地方自治
法第241条の規定に関わらず、自治体基金の他自治体への貸付
運用を認める。
(3)出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第２
条の「業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある
者」に自治体を含めるよう規制緩和する。

ふるさと
銀河線
存続運
動連絡
会議

ふるさと
銀河線
ＤＭＶ特
区構想
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 04　総務省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

構想
(プロ
ジェ
クト)
管理
番号

規制特
例提案
事項管
理番号

規制の特例事項の内容
提案主
体名

構想(プ
ロジェク
ト)の名
称

040390

日本郵政
公社を利
用した市外
市税債権
の確保事
業

地方自治法
第２４３条
地方税法第２
０条の４
日本郵政公
社法第１９条
第２項

①私人が公金を取り扱う
ことを原則として禁止した
もの。
②地方団体の徴収金を
納付し、又は納入すべき
者が当該地方団体外に
住所等を有している場合
等においては、当該地方
団体は、その者の住所等
の所在地の地方団体に
その徴収を嘱託すること
ができる。

Ｃ

①について
　公金は、その性格からして、取扱上の責任を明確にし、公正の確保を
期することが要求されるので、私人に公金を取り扱わせることを原則と
して禁じたものであり、この原則を廃することは適当ではない。
また、私人に公金を取り扱わせても責任関係が不明確とならず公正な
公金の取扱いが期待され、かつ、経済性が確保できるならば、法律又
はこれに基づく政令で特別の定めをすることにより、一定の公金につい
て私人の公金取扱いが認められているところである。
②について
　滞納処分の事務代行にどこまでの業務が含まれるのか明確でない
が、地方税の徴収は、滞納者の意に反して強制的に実施される公権力
の行使の中でも国民の権利義務に直結した特に強力な権力行為を含
むものであることから、日本郵政公社に委託することは適切ではない。
③について
　税の徴収は、地方公共団体の公権力の行使に係るものであるので、
日本郵政公社法第１９条に定める日本郵政公社の業務として、税の徴
収を追加することはできない

本提案の趣旨は、市外に住
所を有する者の市税の徴収
事務を円滑かつ確実に行う
ことにある。提案の実現その
他この趣旨を実現するため
の措置を講ずることができな
いか、再度検討し、回答され
たい。

Ｃ

①について
　 公金は、その性格からして、取扱上の責任を明
確にし、公正の確保を期することが要求されるの
で、私人に公金を取り扱わせることを原則として
禁じたものであり、この原則を廃することは適当
ではない。個別の歳入ごとに徴収又は収納の事
務を委託すべきか検討されるべきものである。
②・③について
　 貴市が委託したいと考えている事務は、具体
的には訪問による納付の呼びかけ及び住所地に
実際に滞納者が居住しているかどうかの所在の
確認など、公権力の行使には至らないものとのこ
とであったが、課税団体の外部に対して、滞納者
の住所・氏名や滞納税額についてのリストを提供
することになるため、個人情報保護の面から問題
があると考えられるところであり、郵政事業の民
営化が進められている状況下にある（これまで以
上に民間とのイコールフッティングが進められる
と考えられる。）ことも考慮すれば、日本郵政公社
への委託については、今後の民営化の推移を踏
まえたうえで、検討すべき問題であると考える。

　提案主体の委託対象事務
が訪問による納付の呼びか
け等の公権力の行使には至
らないものということであれ
ば、地方自治法施行令第
158条の２による収納事務の
委託その他契約による業務
委託により、提案の内容を
実現することができるのでは
ないか。
　これについて、日本郵政公
社への委託ということで、特
段の支障が他にあるのか。
　これらの点を踏まえ、再度
検討し、回答されたい。、

Ｃ

  地方税の徴収（広義）については、狭い
意味での徴収にあたる部分と収納にあた
る部分があり、徴収（狭義）についても公権
力の行使にあたるものと至らないものがあ
る。先に回答したとおり、公権力の行使に
至らないものであっても、課税団体の外部
に対して、滞納者の住所・氏名や滞納税額
についてのリストを提供することについて
は、個人情報保護の面から問題があると
考えられるところである。このため、郵政事
業の民営化が進められている状況下にあ
る（これまで以上に民間とのイコールフッ
ティングが進められると考えられる。）こと
も考慮すれば、日本郵政公社への委託に
ついては、今後の民営化の推移を踏まえ
たうえで、検討すべき問題であると考える。
  なお、収納に関する事務の委託について
は、現行法制度上可能である。

1054 1054010

日本郵政公社に対し、市税の徴収委託を
行うことができるよう主に次を提案するも
の。
①地方自治法第２４３条において、私人の
公金取扱いの制限を撤廃する。
②地方税法第２０条の４において、他の地
方団体以外に日本郵政公社に徴収を委託
できるよう規制を緩和する。
③日本郵政公社法第１９条において、業務
の範囲に「地方団体の委託を受けて、税の
徴収を行うこと」を加えること。

新潟県
新井市

日本郵
政公社
を利用
した市
外市税
債権の
確保構
想

040400
徴税業務
の嘱託化

地方税法第１
条第１項第３
号

徴税吏員は、道府県知事
若しくはその委任を受け
た道府県吏員又は市町
村長若しくはその委任を
受けた市町村吏員とされ
ている。

Ｃ

徴税吏員の職務権限は、滞納者の意に反して強制的に実施される公
権力の行使の中でも国民の権利義務に直結した特に強力な権力行為
を含むものであることから、吏員にあたらない補助的な行為を行う非常
勤嘱託職員に、強力な公権力の行使にあたる業務を担当させることは
適切ではない。

徴税に係る事務のうち、そ
の実施が吏員に限られる事
務とは何か、また、吏員以外
も行うことができる事務とは
何か、それぞれの事務の内
容及び当該区分の理由を明
確にされたい。
また、右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検討し、
回答されたい。

　徴税吏員の職務権限は公権力の行使の
中でも強力な権力行為を含むものであるこ
とは認識している。
　しかし、①地方公務員法第３条では吏員
も非常勤嘱託員も地方公務員であることが
示されており、共に地方公共団体の行政
の能率的な運営に携わることを目的とする
職員であること。
②また、税の知識経験等の能力を持ち合
わせた非常勤嘱託員もおり、徴税業務の
効果的な運用が様々な面から今以上に求
められる中、吏員でないという理由でその
能力を活用できないのは行政の能率的運
営に添わないこと。
　これらの点から徴税業務は吏員以外は
行えないという現行の解釈の見直しをお願
いするものである。

Ｃ

非常勤嘱託職員は、特別職であり、罰則で担保された地方公務
員法上の守秘義務を負っていないことから、強力な公権力の行
使を行い、私人の秘密にも深く関わる徴税吏員の業務を担当さ
せることは適切ではない。
一方、一般職の非常勤職員については、守秘義務は課せられる
ことになるが、一般職の非常勤職員は、専ら補助的な業務に従
事するものと位置づけられているため、これを徴税吏員に任命
し、強力な公権力の行使にあたる業務を担当させることはできな
いと解される。
ただし、平成１６年６月に「地方公共団体の一般職の任期付職員
の採用に関する法律」が改正され、本格的業務に従事することが
できる短時間勤務職員を任期を定めて採用することができること
とされたところであり、この任期付短時間勤務職員制度が活用で
きるところである。
なお、地方税法等により、徴税吏員しか行えないこととされている
のは、督促状の名義人になること、滞納者の意に反して滞納者の
自宅等に立ち入り、財産を調査すること、差押え・公売等の強制
処分を自らの名において行うことなどであり、非常勤嘱託員が行
うことができるのは、電話や訪問による自主的納税の呼びかけ・
説得、現金の収納事務などのほか、徴税吏員に同行し、その指
揮下で補助的業務を行うこと等である。（なお、収納事務を担当
するためには、別途、会計職員としての任命が必要である。）

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

今回の回答は、単に現状の解釈と状況の
説明にとどまっていると思われます。
地方分権化が進む今日、その自治体の状
況に応じた行政が求められている。その中
で、地方税法で市吏員に限定されている徴
税吏員を、市長の判断で徴税吏員の業務
を担当するものを任命可能にするために、
地方税法第１条第１項第三号の市吏員を
市吏員等とすることは、地方分権の一翼を
担うものであると考えます。

Ｄ－
１

徴税吏員は、強力な公権力の行使を行
い、私人の秘密にも深く関わる業務を担当
するものであるため、服務規律や罰則で担
保された守秘義務が必要である。その一
方で、フルタイムの常勤職員よりも勤務時
間が短い非常勤の職員に徴税吏員の権
限とされている業務を担当させたいという
ニーズを有する地域もある。こうした両方
のニーズを満たすことができる制度として、
任期付短時間勤務職員制度が昨年導入さ
れたところであるので、当該制度を活用す
ることをご検討いただきたい。

1047 1047010

地方税法第１条第３項に定める徴税吏員
は地方自治法第172条の吏員と解釈され
ているが、嘱託職員が可能となるように見
直すこと。

豊橋市

とよはし
行政
サービ
スアップ
構想

040410
徴税事務
委任拡大
構想

地方税法第１
条第１項第３
号

徴税吏員は、道府県知事
若しくはその委任を受け
た道府県吏員又は市町
村長若しくはその委任を
受けた市町村吏員とされ
ている。

Ｃ

徴税吏員の職務権限は、滞納者の意に反して強制的に行われるもので
あり、納税者のプライバシー（税務上の秘密）にも深く関わる、大きな責
任のある立場にあることから、厳格な服務規律と罰則で担保された守
秘義務を負う職員に担当させるべきであり、特別職の非常勤嘱託員が
行うことは適切ではない。

徴税に係る事務のうち、そ
の実施が吏員に限られる事
務とは何か、また、吏員以外
も行うことができる事務とは
何か、それぞれの事務の内
容及び当該区分の理由を明
確にされたい。
また、右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検討し、
回答されたい。

本件回答では、徴税吏員の職務権限が、
納税者のプライバシー（税務上の秘密）に
関わるため、厳格な服務規律と罰則により
守秘義務を負った職員に担当させるべきと
のことであるが、そもそも、再雇用職員が
徴税吏員として任命できれば、地方税法上
の守秘義務を負うこととなり、当該問題は
解決できると考えられるため、先の回答は
再雇用職員を徴税吏員に任命できない理
由の回答ではない。

Ｃ

非常勤嘱託職員は、特別職であり、罰則で担保された地方公務員法上
の守秘義務を負っていないことから、強力な公権力の行使を行い、私人
の秘密にも深く関わる徴税吏員の業務を担当させることは適切ではな
い。
一方、一般職の非常勤職員については、守秘義務は課せられることにな
るが、一般職の非常勤職員は、専ら補助的な業務に従事するものと位
置づけられているため、これを徴税吏員に任命し、強力な公権力の行使
にあたる業務を担当させることはできないと解される。
ただし、平成１６年６月に「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用
に関する法律」が改正され、本格的業務に従事することができる短時間
勤務職員を任期を定めて採用することができることとされたところであり、
この任期付短時間勤務職員制度が活用できるところである。
なお、地方税法等により、徴税吏員しか行えないこととされているのは、
督促状の名義人になること、滞納者の意に反して滞納者の自宅等に立
ち入り、財産を調査すること、差押え・公売等の強制処分を自らの名にお
いて行うことなどであり、非常勤嘱託員が行うことができるのは、電話や
訪問による自主的納税の呼びかけ・説得、現金の収納事務などのほか、
徴税吏員に同行し、その指揮下で補助的業務を行うこと等である。（な
お、収納事務を担当するためには、別途、会計職員としての任命が必要
である。）
なお、地方税法第２２条の守秘義務は、徴税吏員であるか否かにかかわ
らず、地方税に関する調査に関する事務に従事している者が負うもので
あり、逆に徴税吏員であっても、調査に関する事務に関して知り得た秘
密以外の秘密について、地方税法第２２条の守秘義務の対象に含まれ
ない。従って、徴税吏員は、地方税法第２２条のみではなく、地方公務員
法による一般的な守秘義務が課されている職員から任命することが必要
である。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

再雇用職員等の特別職の非常勤職員は、
その幅広い行政経験や高度な知識の活用
により本格的業務に従事しているものであ
り、、専ら補助的な業務の従事にとどまる
ものではない。先の回答により、非常勤嘱
託員が行うことができるとされている業務
は、臨時職員等で対応可能な業務である。
また、任期付短時間勤務職員制度では本
格的業務に従事できるとの見解が示され
ているが、非常勤職員を徴税吏員に任命
することは適当でないとする見解と矛盾す
るものである。

Ｄ－
１

貴市の再意見のように、特別職の非常勤職員
が、幅広い行政経験や高度な知識等を活用し
て、本格的な業務に従事することも事務の性格
によってはあり得ると認識しているが、特別職で
ある以上、罰則で担保された地方公務員法上の
守秘義務を負っていないことから、強力な公権力
の行使を行い、私人の秘密にも深く関わる徴税
吏員の業務については、特別職の非常勤職員が
担当することは適切ではないものである。
一方、一般職については、従来、一般職の非常
勤職員は、専ら補助的な業務に従事するもので
あり、強力な公権力の行使にあたる業務は担当
できないと解されてきたが、昨年の法改正によ
り、一般職の任期付短時間勤務職員制度が新設
され、これによれば、勤務日数や勤務時間が少
ない職員にも、徴税吏員を含む本格的な業務を
担当させることができることとなった。したがって、
この任期付短時間勤務職員制度によれば、ご要
望の趣旨は実現可能と考えられるので、その活
用をご検討いただきたい。

1120 1120010

町田市においては、地方公務員法第３条第３項
第３号に規定する特別職の非常勤の職員とし
て、町田市の常勤一般職員（いわゆる正規職員）
または再任用職員として任用されていた者（つま
り、町田市職員として勤務していた経験をもつ
者）のうち、一定の要件に該当すると判断される
場合については、退職後に町田市再雇用職員と
して採用されるが、再雇用職員は嘱託員であり、
地方自治法に規定する吏員にあたらないため、
地方税法に規定する徴税吏員として委任（任命）
できず、地方税賦課徴収業務等を行えない。地
方自治法及び地方税法の規定に拘泥されず、再
雇用職員等の嘱託員に対する徴税吏員としての
委任（任命）を可能にさせたい。また、これによ
り、税務事務に関して高度な知識と経験を有する
と考えられる国税や都税出身者を嘱託職員とし
て採用し、市税の賦課徴収業務にその知識と経
験を活用する途も開かれる。

東京都
町田市

徴税事
務委任
拡大構
想

040420

市長が特
に吏員相
当と認めた
市の非常
勤の職員
に徴税吏
員を委任

地方税法第１
条第１項第３
号

徴税吏員は、道府県知事
若しくはその委任を受け
た道府県吏員又は市町
村長若しくはその委任を
受けた市町村吏員とされ
ている。

Ｃ

徴税吏員の職務権限は、滞納者の意に反して強制的に行われるもので
あり、納税者のプライバシー（税務上の秘密）にも深く関わる、大きな責
任のある立場にあることから、厳格な服務規律と罰則で担保された守
秘義務を負う職員に担当させるべきであり、特別職の非常勤嘱託員が
行うことは適切ではない。

徴税に係る事務のうち、そ
の実施が吏員に限られる事
務とは何か、また、吏員以外
も行うことができる事務とは
何か、それぞれの事務の内
容及び当該区分の理由を明
確にされたい。
また、右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検討し、
回答されたい。

総務省の回答は、本市提案“市長が吏員
相当と認めた非常勤職員に徴税吏員を委
任する”ことへの回答とはなっていない。本
市提案は、徴税吏員の職務権限が、総務
省の回答にもある通り、大きな責任のある
立場であるからこそ、税の徴収業務に長年
従事し、豊富で専門的な知識経験、優れた
見識を有する者を、市長が吏員相当と認
め、徴税吏員として委任するというもので
ある。なお、本職員は、特別職ではなく、地
方公務員法上の一般職の非常勤職員とし
て採用し、総務省の言う厳格な服務規律と
罰則で担保された守秘義務を負うものであ
る。

Ｄ－
１

非常勤職員の活用については、特別職の非常勤職員（嘱託職員）を想
定して質問されることが多く、その場合には、前回の回答のとおり、特別
職の非常勤嘱託職員は、罰則で担保された地方公務員法上の守秘義
務を負っていないこと等から、強力な公権力の行使を行い、私人の秘密
にも深く関わる徴税吏員の業務を担当させることは適切ではないと回答
しているところ。
一方、一般職の非常勤職員については、貴市の見解のように守秘義務
は課せられることになるが、一般職の非常勤職員は、専ら補助的な業務
に従事するものと位置づけられているため、これを徴税吏員に任命し、
強力な公権力の行使にあたる業務を担当させることはできないと解され
る。
ただし、平成１６年６月に「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用
に関する法律」が改正され、本格的業務に従事することができる短時間
勤務職員を任期を定めて採用することができることとされたところであり、
この任期付短時間勤務職員制度を活用することにより、貴市の希望（週
３日程度の勤務を行う職員を一般職として採用し、さらに徴税吏員に任
命して、地方税法上の権限を行使させること）を実現することが可能であ
るので、当該制度を活用していただきたい。
なお、地方税法等により、徴税吏員しか行えないこととされているのは、
督促状の名義人になること、滞納者の意に反して滞納者の自宅等に立
ち入り、財産を調査すること、差押え・公売等の強制処分を自らの名にお
いて行うことなどであり、非常勤職員（上述の任期付短時間勤務の職員
で徴税吏員に任命された者を除く。）が行うことができるのは、電話や訪
問による自主的納税の呼びかけ・説得、現金の収納事務などのほか、徴
税吏員に同行し、その指揮下で補助的業務を行うこと等である。（なお、
収納事務を担当するためには、別途、会計職員としての任命が必要であ
る。）

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

任期付短時間勤務職員の活用をとの回答である
が、これについては１１月の第６次提案当初の本
市提案理由に記載した通り、年齢、雇用予定者
の兼業の問題、雇用期間、給与等本市の財政負
担を考慮すると、非常勤職員の活用がもっとも望
ましい。行財政改革推進の観点からも、最も小さ
な負担で大きな効果を得ようと努めるべきであ
る。また、回答には、任期付短時間勤務職員は
徴税吏員に任命することができるが、一般職の
非常勤職員を徴税吏員に任命できない理由とし
て、「一般職の非常勤職員は、専ら補助的な業務
に従事するものと位置づけられているため」とあ
るが、地方公務員法上その位置づけは明確化さ
れておらず回答には疑義がある。一般職の非常
勤職員を徴税吏員に任命するにあたっては、税
の徴収業務に長年従事し、豊富で専門的な知識
を有するものを想定しており、地方税法に規定さ
れている徴税吏員に任命し業務に携わることが
できると考える。提案の実現に向けて再度検討
いただきたい。

Ｄ－
１

任期付短時間勤務職員制度は、ご希望の
ような週３日程度の勤務形態の職員に、徴
税吏員の業務を含む本格的な業務を担当
させることができる仕組みとして、昨年創
設されたものである。
徴税吏員は、強力な公権力の行使を行
い、私人の秘密にも深く関わる業務を担当
するものであるため、服務規律や罰則で担
保された守秘義務が必要である。その一
方で、フルタイムの常勤職員よりも勤務時
間が短い非常勤の職員に徴税吏員の権
限とされている業務を担当させたいという
ニーズを有する地域もある。任期付短時間
勤務職員制度は、こうした両方のニーズを
満たすことができる制度として、昨年導入
されたところであるので、当該制度を活用
することをご検討いただきたい。

1030 1030010

現在地方税法で市吏員に限定されている
徴税吏員を、その他特に市長が吏員相当
と認めた者にも委任できるように規制緩和
を行う。なお、特に市長が吏員相当と認め
た者については、税の徴収業務に長年従
事し、豊富で専門的な知識経験、優れた見
識を有する者（例えば国税徴収官や税務
署長経験者の国税退職者等)を非常勤職
員として採用し、徴税吏員として納税業務
を担当させることを想定している。

大阪府
松原市

多様な
人材活
用によ
る市税
財源確
保構想

040430

固定資産
税の評価
事務の特
例

固定資産評価員等の身分そ
の他の取扱について（昭和２
５年１１月７日地財委税第１５
２号各都道府県知事あて地
方財政委員会事務局長地方
自治庁次長通達）
固定資産税の創設に伴い、
新たに市町村に設置される
固定資産評価員等の身分そ
の他については左記各項に
よることが適当と思われるの
で御了知の上その取扱に遺
憾のないよう管下各市町村に
示達されたい。
記
一　略
二　固定資産評価補助員（以
下「補助員」という。）
　１　補助員は、事務吏員、技
術吏員、警察吏員等と並ぶ
一般職員として取扱うこと。
　２　補助員は、事務吏員と
兼任して差支えないこと。
　３　補助員の給料その他の
給与については、事務吏員と
同等程度に定めることが適当
であること。
三～四　略
（上記条文のほか、地方税法
第３５３条第１項、第４０３条
第２項、第４０５条を回答済）

　固定資産評価補助員は
市町村の一般職員とな
る。

Ｃ

　評価額の決定に際して必要な作業については、その参考となる標準
宅地の鑑定評価、土地比準表等の課税参考資料の作成等、既にその
多くを民間委託している。
　しかしながら、個々の資産の価格については行政不服申立ての対象
事項となるなど課税庁として個々に納税者に対する説明責任が発生す
るものである。評価は地方公共団体の課税権の重要な部分を占めるも
のであり、納税者に対し義務を課することの最終責任を負う行政庁とし
て、評価事務の全てを民間に委託することは適切ではない。
　また、適正な評価を確保するため、実地調査等を行うものとされてい
るが、例えば家屋へ一棟一棟立ち入って調査する等は、納税者のプラ
イバシーにかかわることから、当該調査が円滑に行われるためには、
当該実地調査を行う者に対して納税者からの信頼が醸成されている必
要がある。

固定資産の評価に係る事務
のうち、その実施が吏員に
限られる事務とは何か、ま
た、吏員以外も行うことがで
きる事務とは何か、それぞ
れの事務の内容及び当該
区分の理由を明確にされた
い。
また、右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検討し、
回答されたい。

　今回の提案は、評価事務（調査・評価調
書作成）の外部委託であって、評価額の決
定までを委託するものではない。固定資産
評価額の決定は、委託先より提出された
評価調書を基に、当然に市町村長が行うも
のである。土地については、既に評価事務
の多くを民間に委託しているし、家屋につ
いても、評価調書を市町村職員が再度
チェックすること等は十分可能であり、外部
委託により説明責任が果たせないという回
答には疑義がある。
　また、プライバシーの問題についても、各
市町村からの委託を受ける機関を県単位
で新たに設立し、同機関の職員に対する
守秘義務等の厳格な規定を設けることに
より対応できるのではないかと考えてい
る。

Ｃ ・
Ｄ－
１

固定資産の実地調査及びそれに基づく評価（評
価調書の作成等。地方税法第４０８条、第４０９条
参照。）は、公権力の行使である固定資産税の
賦課処分と一体をなす事務である。さらに、実地
調査については、罰則によって担保された質問
検査権に裏打ちされて実施するものである（例え
ば、家屋内部への強制的な立入調査等。）。
こうした罰則により担保された質問検査権を公務
員以外の者に付与することは適当ではなく、これ
らの事務は、地方公共団体の職員が行う必要が
ある。
一方で、現行法でも、民間の専門的知識、経験を
有する者を、評価員、評価補助員に選任すること
は可能である。また、上記に係る補助的事務（例
えば、航空写真の撮影等外観から判別できる現
況把握や土地取引事例の分析等に基づく価格比
準表など各種の課税参考資料の作成）を民間に
委託することも可能である。
これらの民間委託の活用等により、課税の適正
の確保や事務の効率化等提案の趣旨は実現可
能と考える。

1104 1104010

　現在、一般の地方公務員でなければなら
ないとされている固定資産評価補助員制
度に特例を設け、一定の基準を満たせば
公務員以外の者に「評価補助員に準ずる
権限」を付与し、固定資産税の評価実務に
従事することを可能とする。それに伴い、
徴税吏員、固定資産評価員、および固定
資産評価補助員にしか認められていない
課税基礎の把握のための「質問検査権」も
付与する。

宮崎県
宮崎市

固定資
産評価
事務の
外部委
託

040440
寄附金特
区

地方税法第３
２３条

所得控除として寄附金控
除制度を設けている

Ｃ
単に税の減免や特例措置を求めるものであることから、要望として不適
当である。

1124 1124010

減免に関して従来では、天災貧困等特別
の事情によって担税能力が真に薄弱なる
ものについてのみ適用されていたが、昭和
60年の判決において、減免することが公益
上必要であると認められる者も含まれると
されたところである。そこで、この「強い公
益性、公共性」という事由に着目し、個人
市民税を減免する。

千葉県
市川市

寄附金
特区
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 04　総務省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

構想
(プロ
ジェ
クト)
管理
番号

規制特
例提案
事項管
理番号

規制の特例事項の内容
提案主
体名

構想(プ
ロジェク
ト)の名
称

040450
課税資料
収集方法
の変更

地方税法第
20条の11、第
73条の18

　徴税吏員は、地方税に
関する調査について必要
があるときは、官公署又
は政府関係機関に、当該
調査に関し参考となるべ
き簿書及び資料の提供
その他の協力を求めるこ
とができる。
　地方税法第７３条の１８
第１項及び第２項に基づ
き不動産の取得者が取
得事実を市町村長経由
で都道府県知事に申告
又は報告、あるいは同条
第３項により市町村長が
自ら取得の事実を発見し
た場合に都道府県知事
に通知することとなってい
る。

Ｅ
不動産取得税の課税に係る資料の電磁的な提供については、現行の
地方税法上、規制が存在しない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、貴省としての対応を
検討し、回答されたい。

本県からの提案は、不動産取得税の課税資料と
して法務局から登記情報を電子データで提供し
てもらうものである。これにより業務省力化と事務
経費節減を図るとともに、現在以上に早期課税を
可能としようとするものである。登記情報を所管し
ている法務省からは「地方税法を所管している総
務省からの協議があれば検討することとなる」と
いう回答を得ていることから、地方税法を所管す
る総務省として、是非この提案趣旨を十分に御
理解いただき、本県の提案を是非とも実現してい
ただくよう法務省への協議をお願いしたい。な
お、平成１３年及び１５年の「関東甲信越地区税
務主管課長会議」で、同内容の要望を総務省に
対して行っているが、同省からは平成１３年には
「事務の効率化に資することであれば検討はや
ぶさかではない。」と、１５年には「法務局の電子
化の作業状況に応じて働きかけることは考えら
れる。」との回答を得ている。

Ｅ

現行の地方税法上の規制は存在しないた
め、特区としての提案は事実誤認である。

なお、本件要望については法務省が都道
府県に対して行う事実上の情報提供のあ
り方に関するものと承知しており、今回、法
務省が「総務省からの協議があれば検討
することとなる」と回答していることを十分
踏まえ、総務省としても今後、適切に対応
する予定。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、貴省としての対応を
検討し、回答されたい。

法務省からの回答は「総務省から協議が
あることを前提に、検討の上、全国措置と
して実現することはあり得ると考える。」と
いうことであり、法務省への協議を要望し
たい。なお、法務省からの回答のとおり全
国対応とすることについては、全ての都道
府県が加入している団体である全国地方
税務協議会、地方自治情報センターある
いは地方税電子化協議会等を通じて各都
道府県へデータの提供を行う方法も不可
能ではないと考える

Ｅ 既に回答したとおり 1216 1216010

　本来、法が予定している不動産取得税課税資料収集
は、法第７３条の１８第１項に基づき不動産の取得者が
取得事実を市町村長経由で都道府県知事に申告するこ
と、あるいは同法同条第３項により市町村長が自ら取得
の事実を発見した場合に都道府県知事に通知すること
により行われることとなっている。
　しかし、不動産取得者が申告しないこと、また、市町村
としても通知事務を行える体制となっていないｌことから、
この規定のとおり行われていない。
　こうしたことから、本県では県税事務所の職員が法務
局で課税資料を収集しているが、この事務は非効率で
あり、人件費等膨大な費用を要すること、また、課税に
要する時間が長いことなどの問題がある。
　現在、県内の不動産登記事務がコンピュータ処理が
行われており、課税資料として収集すべき情報のほとん
どが電子情報化されていることから、法務局から課税情
報を電子データで提供してもらうよう提案し、業務省力
化、事務経費節減を図るとともに今まで以上に早期課
税を可能とする。

埼玉県

不動産
取得税
課税資
料収集
効率化
構想

040460

個人県民
税徴収取
扱費交付
金の算定
方式変更

地方税法第４
７条１項
地方税法施
行令第８条の
３

個人の道府県民税に係
る地方団体の徴収金で
当該道府県に払い込ま
れた金額に百分の七を乗
じて得た金額を徴収取扱
費として市町村に交付。

C

   要望は、単に県と市町村の間の事務経費の配分ルールの変更を求
めるものであり、「規制改革を行うことによって、民間活力を最大限に引
き出し、民業を拡大する」ことを目的とする構造改革特区の趣旨に合致
せず、不適当である。

まず、本提案の実現ができ
ない実質的な理由を明らか
にされたい。（なお、構造改
革特区制度の趣旨は貴省
回答記載の事項に限られる
ものではない。）
また、右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検討し、
回答されたい。

本県の提案は「単に県と市町村の間の事務経費の配分
ルールの変更を求めるもの」ではなく、同一基準で交付
されている「個人県民税徴収取扱費交付金」を市町村の
徴収努力の度合に応じて交付することにより、個人県民
税徴収対策へのより積極的な取組へのインセンティブと
しようとするものである。財政状況の厳しい本県にあって
は、滞納額の約半分を占める個人県民税徴収対策は重
要な課題であり、そのためには、市町村の徴収努力が
不可欠であることから、この提案を有効な方策としたい
と考えている。そもそも、構造改革特区は「地域の活性
化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の発展
に寄与することが目的」（特区法第１条）とされている
が、必ずしも「民間活力を　最大限に引き出し、民業を拡
大する」ことだけを求めているわけではないと考えられて
いる。この構想を実施することにより、結果として税収増
が図られれば、中小企業・ベンチャー企業支援などに取
り組むことができ、地域経済活性化に役立つこととなる。
これは、構造改革特区の趣旨に合致したものである。な
お、この目的達成に向けて、改善すべき規制は、幅広く
特区の特例措置の対象とすべきであり、「構造改革特区
の趣旨に合致せず不適当」との回答は、地域からの自
発的な提案を妨げるものである。本県の提案を是非とも
実現していただくようお願いしたい。

Ｃ

　徴収取扱費は、市町村が個人の道府県
民税の賦課徴収に関する事務を行うため
に要する費用を補償するためのものである
という観点からすると、徴収率等に応じて
差を設けることは適当ではない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

個人県民税徴収取扱費交付金の対象となる「賦
課徴収に要する経費」については、通常行うべき
一連の個人県民税賦課徴収事務を想定して、そ
れに必要な費用を補填するためのものとして定
められたものと認識している。例えば、こうしたこ
とから、通常行うべき滞納整理事務を適切に実
施していないと思われる市町村に対してまでも、
同じ基準で交付すべき合理的な理由はないと考
えられる。本県の提案は、現在、全国一律の基
準で交付されている個人県民税徴収取扱費交付
金を、市町村の徴収努力の度合に応じて交付し
ようとするものである。通常行うべき徴収努力を
行っていないと思われる市町村については交付
額を減額し、一方でその分、より積極的な取組を
行っている市町村については交付額を増額する
ことにより、増額分を徴収努力に対するインセン
ティブとなるようにするものである。この提案が実
現されれば、市町村としても個人県民税徴収に
ついての意識が高まり、より積極的な取組が期
待できるものである。

Ｃ

　都道府県が市町村に対し徴収取扱費を
交付するという現行制度は、地方税法第
41条第１項の規定に基づき、個人の道府
県民税の賦課徴収事務について、選択の
余地を与えず市町村に実施させていること
に伴う経費の補償と位置づけられる。こう
した観点から、交付金の交付基準は、市町
村にとって不足が生じることのないよう定
められるべきものであり、市町村の努力の
程度を都道府県が判定して増減させるとい
う性質のものではない。

1217 1217010

　地方税法第４７条第１項に規定されてい
る「個人県民税徴収取扱費交付金」は、法
定の算定方式により算定された金額の合
計額を県が市町村に交付するものである。
　この算定基礎の一つ「道府県に払い込ま
れた金額に政令で定める率（百分の七）を
乗じて得た金額」について、実際に市町村
が個人県民税の賦課徴収事務に必要な経
費相当として不足が生じない範囲で設定し
た新たな交付率により交付額を算定し、法
定の交付率（百分の七）により算定された
金額との差額分の合計額を原資として、個
人県民税の「徴収率」など、徴収努力の度
合に応じて交付する部分を設ける。

埼玉県

個人県
民税徴
収促進
化構想

040470

公的年金
等支払報
告書の電
子データ提
出

地方税法第
317条の6、地
方税法施行
規則第10条
第１項及び第
２項

   公的年金等の支払をす
る際、源泉徴収の方法に
より所得税を徴収する義
務があるものは、個人住
民税の課税資料となる公
的年金等支払報告書を
市町村長に提出すること
とされている。

Ｄ－
１

　地方税法第317条の6第3項に基づく公的年金等支払報告書の提出に
ついては、現行法制度上、行政手続等における情報通信の技術の利
用に関する法律の適用により、電磁的方法によって行うことが可能であ
る。

右の提案主体からの意見に
ついて、貴省としての対応を
検討し、回答されたい。

　回答については了承する。
但し、「行政手続等における情報通信の技
術の利用に関する法律」平成14年度施行
後も、社会保険庁から紙媒体で報告されて
いる。37万市民の本市の場合、約7万人の
データを氏名・生年月日等を視覚的に照合
し、キーパンチを行っている。電磁→紙→
電磁の変換によるロスのため、2週間の時
間と人的経費を要している。
　公的年金等支払報告書が同法第1条の
「行政手続等に係る申請、届出その他の手
続等」に該当する旨、及び「行政運営の簡
素化及び効率化に資することを目的とす
る」旨を貴省からも社会保険庁に要請され
たい。

Ｄ－
１

　公的年金等支払報告書について電磁的
方法による提出を求めることが市町村税
務当局にとって事務負担の軽減につなが
るであろうことは、当省としてもかねてから
承知しており、これまでも事務レベルでの
打合せを行ってきたところであるが、実現
に向けては、受入れ側の自治体において
統一的な仕様が必要であること等の課題
もあると聞いている。貴市の意見も踏ま
え、今後とも社会保険庁に対し要請を行う
こととする。

1047 1047020

地方税法第317条の６第３項に定める公的
年金等支払報告書の提出については、同
法施行規則第10条第１項に様式が定めら
れているが、第２項には地方税法第317条
の６第１項に定める給与支払報告書の磁
気データ提出を可能とする規定がある。公
的年金等支払報告書の提出についても磁
気データ提出を可能とするよう改正するこ
と。

豊橋市

とよはし
行政
サービ
スアップ
構想

040480
公売制度
の弾力化

地方税法第３
３１条第６項、
第３７３条第７
項、第４５９条
第６項、第４８
５条の３第６
項、第５４１条
第６項、第６１
３条第６項、
第７０１条の６
５第６項
国税徴収法
第１１５条

①地方税の公売の買受
代金の納付期限は、売却
決定の日であり、地方団
体の長が必要と認めると
きは延長することができ
る。
②不動産の公売処分に
よる登記については、不
動産登記法により官庁が
登記所に嘱託しなければ
ならないこととされてい
る。

Ｃ

①租税債権は、その特質から優先権及び自立執行権が与えられてお
り、早期・確実に徴収し、税務行政に対する住民の信頼を確保しなけれ
ばならず、このような観点から、地方税の公売による買受代金の納付期
限の延長についても、公売手続の公正・公平な執行及び滞納者の権利
保護を確保しなければならないと考える。
②不動産の公売処分による登記については、不動産登記法により官庁
が登記所に嘱託しなければならないとされており、地方税の公売処分に
よる権利移転等の登記嘱託について、運用による民事執行法第８２条
の規定に準じた手続を行うことはできない。

貴省回答の①について、提
案主体から、「期間延長によ
る延滞金の増大について
は、売却決定から買受代金
納付期限までの期間につい
ては、市税条例規則の規定
により免除することができ
る」等の反証が示されている
ところである。
また、納付期限の延長によ
り公売市場の拡大が図られ
るメリットは大きいと考えら
れるところ、右の提案主体の
意見も踏まえ、再度検討し、
回答されたい。

①公売手続きの公正・公平な執行及び滞納者の権利保護につい
て
　国税庁制定の換価事務提要によれば公売にあたっては「自己
の財産を売却する心構えで高価有利に売却しなければならな
い･･･」とし、公売市場の拡充についていくつかの方法が示されて
いる。また、裁判所執行の競売においては民事執行法施行規則
第56条による代金納付の時期を売却許可決定確定後１月内の日
とされている。しかも実務上この規定を訓示規定と解し、買い受
け人の資金調達の都合を考慮し、１月以上の日を期限とする取り
扱いもなされているようである。これは、債権確保のため広く不特
定多数の買い受け希望者を募るための配慮と受け止めている。
　代金納付期日の延長により滞納者に課される延滞金は増加す
るが、実務としての公売は滞納処分の執行停止を前提とした最
終処分であり、結果として滞納者に租税滞納に対しての不利益は
生じない。即ち、公売によってすべての滞納が整理される例は稀
であり、一部悪意の滞納者を除き公売処分後の滞納者は、概ね
無財産となるため滞納処分の執行停止となり、その後租税債権
の時効が成立する例が殆どである。よって、民事執行法において
債務者（多くの場合滞納者を兼ねる）の不利益を課しても、買受
人の便宜を図った趣旨を考慮の上、再度公売制度の見直しをお
願いするものである。
② 公売処分による登記手続について
　上記同様民事執行法との整合を図るため、不動産登記法の改
正を念頭に提案したものであり、上記公売手続きの提案が認めら
れた場合には再度要請したい。

Ｃ

公売は、租税債権に係る自力執行権の行
使の中で行われるものであり、滞納者及び
公売に付すべき財産に係る利害関係人に
対する影響が大きいため、早期・確実にそ
の徴収を図り、権利義務関係を安定させる
必要があることから、買受代金の納付期限
の延長が可能な期間を現行制度以上に延
ばすことは適切でないと考える。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

特区提案として適当でないとの判断、国税
徴収法の規定を堅持したいお気持ちは理
解しましたが、回答については具体性が無
く、国税徴収法の規定を堅持する理由が
良く理解できません。国税徴収法の例によ
らないことが、権利の濫用につながるの
か、また、民事執行法による競売処分と比
較し、重大な影響があると判断した理由を
具体的にご教示いただきたいと存じます。
公売が、租税回収の最終手段であり、その
実効性を高めるためには国税徴収法の殻
を破ることも必要と考えております。具体的
には、地方税法に規定されている滞納処
分規定（「･･･国税徴収法に規定する滞納
処分の例による」）を広義に解釈し、違法
性の無い範囲において滞納処分について
の条例制定が可能かご教示いただきたい
と存じます。

Ｃ

同一の物件に対して、国税や他の地方公
共団体が債権を有している可能性がある
ことを考えれば、貴市において条例で延滞
金を免除しても、国税や他の地方公共団
体からは延滞金を徴収されることになるた
め、滞納者に対して不利益となることなど、
税の公売については、国税や他の地方公
共団体との間で大きな違いが生じないよう
な運用が望ましいこともあり、また、早期・
確実にその徴収を図り、権利義務関係を
安定させる必要があることから、買受代金
の納付期限の延長が可能な期間を現行制
度以上に延ばすことは適切でないと考え
る。
なお、「国税徴収法に規定する滞納処分の
例による」とは、国税徴収法の規定内容ど
おりに滞納処分を行う必要があるものであ
り、買受代金の納付期限を１０日を超えて
延長する条例を制定することはできない。

1047 1047030

①国税徴収法第１１５条第２項に定める買
受代金の納付期限の延長が最大１０日と
規定されているのを「３０日程度」に延長す
ること。
②住宅ローン等の資金融資を行った場
合、金融機関の担保権設定と公売執行機
関の行う所有権移転登記の整合性を図る
為、民事執行法８２条の規定に準じた運用
を実現する。

豊橋市

とよはし
行政
サービ
スアップ
構想

040490

国民健康
保険の賦
課（課税）
限度額の
撤廃

国民健康保
険法施行令
第２９条の７
第２項第１０
号、同条第４
項第９号並び
に地方税法第
７０３条の４第
１７項及び同
条第２６項

　保険料（税）について
は、社会保険における受
益可能性という観点から
賦課（課税）限度額を全
国一律で設けている。
医療給付費分　５３万円
介護給付費分　　８万円

Ｃ

　 国民健康保険制度における保険料（税）のあり方については、負担能
力に着目した応能割、受益可能性に着目した応益割の双方を重視し、
被保険者全体の理解を得られるよう、制度の安定的運営に努めている
ところである。
　賦課（課税）限度額については、社会保険における受益可能性という
観点から、これ以上の負担は多大な不公平を生む、と考えられる額とし
て定めているものであり、これを撤廃することは、受益可能性を踏まえ
た保険料（税）の賦課（課税）という社会保険の在り方そのものを揺るが
すことにつながる上、所得が高いゆえに受益以上の負担を強いられる
被保険者の、保険料（税）支払い意欲に悪影響を及ぼすことで、事業の
円滑な運営を阻害するおそれもある。
　また、この賦課（課税）限度額が保険者間で大きく異なることは、国民
健康保険制度内における被保険者間の負担の公平という観点からみ
て適当でないことから、国において一律の額を定める必要がある。
　したがって、賦課（課税）限度額については、国が一律の額を定めた
上で、中間所得者層に対し過大な負担をかけることのないよう、所得の
動向等も勘案しつつ、随時検討を行い、必要に応じて見直しを行い、被
保険者間の負担の公平を維持していくことが適切である。

高所得者層の占める割合が
比較的多いといった地域特
性がある場合でも、提案主
体の提案が認められない
か、再度検討し、回答された
い。

Ｃ

  国民健康保険制度における保険料（税）のあり方につ
いては、負担能力に着目した応能割、受益可能性に着
目した応益割の双方を重視し、被保険者全体の理解を
得られるよう、制度の安定的運営に努めているところで
ある。
　賦課（課税）限度額については、社会保険における受
益可能性という観点から、これ以上の負担は多大な不
公平を生む、と考えられる額として定めているものであ
り、これを撤廃することは、受益可能性を踏まえた保険
料（税）の賦課（課税）という社会保険の在り方そのもの
を揺るがすことにつながる上、所得が高いゆえに受益以
上の負担を強いられる被保険者の、保険料（税）支払い
意欲に悪影響を及ぼすことで、事業の円滑な運営を阻
害するおそれもある。
  また、この賦課（課税）限度額が保険者間で大きく異な
ることは、国民健康保険制度内における被保険者間の
負担の公平という観点からみて適当でないことから、国
において一律の額を定める必要がある。
　したがって、賦課（課税）限度額については、国が一律
の額を定めた上で、中間所得者層に対し過大な負担を
かけることのないよう、所得の動向等も勘案しつつ、随
時検討を行い、必要に応じて見直しを行い、被保険者間
の負担の公平を維持していくことが適切である。

1165 1165010

国民健康保険制度は健全な運営の確保
が困難になってきているが、この制度的要
因として、国保税の限度額が設けられてい
ることによる中位以下の所得層における税
の負担感の増加、納税意欲の減退が挙げ
られる。そこで高所得者層の占める割合が
比較的多い士幌町においては限度額を現
行の１．１倍の範囲内で設定できる特例を
提案したい。町内において、限度額を支
払っている世帯は約３２０世帯あり、全加
入者の２割強を占めており、限度額を上げ
たとしても、この層の納税意欲に悪影響を
及ぼすことは少なく、課税の不公平感を取
り除き、納税意欲を増す効果が期待でき
る。

北海道
河東郡
士幌町

安全・安
心特区

040500

郵便局に
おける地方
公共団体
の特定事
務の取り扱
いに対する
請求者の
制約の緩
和

地方公共団
体の特定の
事務の郵便
局における取
扱いに関する
法律第２条

地方税法第２
０条の１０

１　地方公共団体は、日本郵
政公社との協議（規約の制
定・議会の議決必要）により
規約を定め、次に掲げる事務
を郵便局において取り扱わ
せることができる。
 ○　戸籍の謄本、抄本等
 ○　納税証明書
 ○　外国人登録原票の写し
及び外国人登録原票記載事
項証明書
 ○　住民票の写し及び住民
票記載事項証明書
 ○　戸籍の附票の写し
 ○　印鑑登録証明書
の交付の請求の受付及び写
し・証明書の交付事務（本人
請求に係るもの）

Ｃ

「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律」
に列挙する各種証明書の交付事務は、住民の個人情報に関わり、プラ
イバシーの保護、人権への配慮等の観点から、特に慎重かつ適正な事
務処理が求められる。
　したがって、当該交付事務の公証行為自体は、地方公共団体の長に
留保し、郵便局の窓口では、事実行為のみを行うこととしている。
よって、本人との関係やその真偽など一定の判断が必要となる本人以
外の者による請求は、事実行為の範囲を超えるものであり、本件提案
について特区として対応することは困難である。

貴省回答では、郵便局の窓
口では事実行為のみを行う
こととしているため、本人以
外による請求を認めることは
困難とのことであるが、
本人以外の請求について
は、委任状その他家族であ
ることを証明する資料を添え
て提出し、これを受け付け、
その真偽についての判断及
び公証は地方公共団体の
長に留保することとすれば、
現行の本人請求の場合と同
様の事実行為として事務処
理ができるのではないか。
この点及び右の提案主体か
らの意見を踏まえ、再度検
討し、回答されたい。

　提案の趣旨は、本庁舎で取り扱っている
方法を郵便局にも準用しようとするもので
ある。交付の決定の判断はあくまで市が行
い、郵便局員には事実行為のみを担当し
てもらう。現在、市役所での窓口における
証明書発行に関して、家族からの請求を
本人とみなして交付しているのが通例であ
る。
　郵便局で行える事実行為の範囲を超え
るという回答については、その範囲を逸脱
しないと考える。交付決定の判断はあくま
でも市が行うものであり、郵便局は請求書
をFAXで市に送信し、交付決定を受けた証
明書を請求人に渡すだけであり、一定の判
断を要しない。

Ｃ

　「交付の決定の判断はあくまで市が行
い、郵便局員には事実行為のみを担当し
てもらう」とあるが、委任状を持参した者、
あるいは家族と称する者の真偽を確認し、
交付するか否かを決定するためには、市
町村の職員が住民基本台帳に記載されて
いる事項（家族関係）等を参考に、直接、
挙動等を観察して正当性等を判断する必
要がある（単なる事実行為ではなく、判断
行為を伴う）。郵便局で請求を受ける場合
には、市町村の職員はこのような方法で判
断することができず、書面のみで判断する
ことになるため、本人以外からの請求を認
めることはできない。

　貴省回答は、単なる事実行為
でなく判断を伴う行為について
は郵便局員に行わせることがで
きないとの趣旨と解する。
　本人の確認は単なる事実行為
で、その家族の確認は単なる事
実行為ではなく実質的な判断を
伴うとのことであるが、具体の対
応としては免許証等の証明書類
及び窓口での態度等で判断す
べきは同じであると考えるが、そ
の差異を明らかにされたい。
　この差異及び右の提案主体か
らの意見を踏まえ、提案の内容
を実現することができないか、再
度検討し、回答されたい。

  「挙動等を観察して」とあるが、実際本庁
の窓口では請求者が家族かどうか挙動等
により主観的に判断し難い場合がある。そ
のときは家族でなければ知りえないような
質問をするなどで対応している。
  しかし、郵便局における証明書の交付は
主観で判断せず、客観的な情報を基に交
付の是非を市が判断することとしたい。他
人が家族になりすます虚偽の申請を防止
するために、郵便局における身分確認を写
真付きの官公署の発行する身分証明書等
に基づく方法に限定することで対処できな
いか。

C

　本人の確認においては、請求者が本人
であるか（＝なりすましがないか）の確認を
行うのに対し、家族の確認においては、請
求者が本人であるかの確認だけでなく、住
民基本台帳等を参考に、請求者が配偶者
等の家族であるかを確認することが必要で
あるため、両者で確認対象が同じではな
い。したがって、住民基本台帳等のデータ
を有しない郵便局において、本人確認以外
を行わせることはできない。
　また、提案主体からの「写真付きの官公
署の発行する身分証明書等」を市に送付
する方法による対応においては、市におい
て家族になりすました虚偽の申請を防止す
るには十分とはいえず、特区として対応す
ることはできない。

1127 1127010

郵便局において地方公共団体の特定の事
務を取り扱う場合、納税証明書と印鑑登録
証明書を請求できるのは本人と限定され
ているが、この制約を緩和し本人以外の家
族からの請求でも扱えるものとする。

石川県
羽咋市

家族の
郵便窓
口代理
申請特
区
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 04　総務省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

構想
(プロ
ジェ
クト)
管理
番号

規制特
例提案
事項管
理番号

規制の特例事項の内容
提案主
体名

構想(プ
ロジェク
ト)の名
称

040510

地域自治
組織の自
動車所有
可能化事
業

地方自治法
第２６０条の２

町又は字の区域その他
市町村内の一定の区域
に住所を有する者の地縁
に基づいて形成された団
体は、地域的な共同活動
のための不動産又は不
動産に関する権利等を保
有するため市町村長の
認可を受けたときは、そ
の規約に定める目的の
範囲内において、権利を
有し、義務を負う。

Ｄ－
１

Ⅳ

　認可地縁団体の制度では、自動車の所有のみを目的とする団体は権
利能力を付与する対象とされていない。認可地縁団体の制度は、制定
当時、非公益かつ非営利目的の団体に法人格を付与する一般法がな
かったため、不動産に関する争いを防止する必要性から地方自治法で
個別に対応したものである。しかし、平成１４年に中間法人法が施行さ
れたため、構成員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、営利を
目的としない団体についても法人化が可能となり、不動産又は不動産
に関する権利等を保有しない地縁団体の法人化も認められているとこ
ろである。

右の提案主体からの意見で
は、あくまでも「地縁による
団体」の法人格取得目的を
「不動産の権利保有」のみ
に限定することなく、これを
自動車の保有等にも拡充
（緩和）することを求めている
ことから、この趣旨に沿っ
て、本提案について再度検
討し、回答されたい。
また、貴省回答はＤ－１（現
行の規定により対応可能）
であるが、提案の趣旨・内容
が現行制度（中間法人法）
のもとでも実現可能である
のか、「中間法人」制度は
「地縁による団体」を包含し
うるのか、再度検討し、回答
されたい。

　本提案では、武生市内で不動産を持たない自治振興会が、その活動や組織の管理運
営上法人格（権利能力）が必要となったため、地自法２６０－２にある「地縁による団体」
の取得目的が「不動産に関する権利取得」のみに限定されているのに対し、不動産が無
くても法人格（権利能力）を持つことができるよう要件緩和を求めているものです。
　これに対し、認可地縁団体制度は経過に不動産に関する争議があったことからその防
止のための個別の法整備であることが示された上、本提案は「中間法人」としての法人
化で対処し得ると回答されています。
　最も身近な地縁の自治組織と言える小学校区（旧町村）単位の自治振興会は、現在は
不動産所有という目的に見合わない以外は、地自法２６０－２の「地縁による団体」とし
ての基本的要件を満たす対象団体であると考えています。
　今回、武生市は自動車登録を提案の切り口としていますが、単に回答にある「自動車
所有のみを目的とする団体」として権利能力を求めているものだけでなく、自治振興会
が地域のさまざまな課題解決に貢献できる事業や活動を行っていくうえで、不動産所有
以外の分野において、多々権利能力を求める場面がある中（例えばペイオフによる自治
振興会の預金取扱や契約行為、訴訟など）法人取得の必要性を痛感しています。
　これら地方分権時代への社会変遷上に生じる新たな地域課題やニーズに対応できる
よう、「地縁による団体」の法人格取得目的を「不動産の権利保有」のみに限定せず拡充
（または緩和）するよう求めているわけです。
　「営利法人」と「公益法人」の中間にある「中間法人」は商法を多く準用しており、その性
格上むしろ地縁以外の多種団体に開かれた法人であり、設立・法人登記・基金管理等事
務とその管理運営が煩雑かつ困難であり（社員となる地区住民全員の署名を求めてい
る等）、武生市内の自治振興会の実態にそぐわず、やはり求めるは本来の性格にある地
自法２６０－２の「地縁による団体」の法人格であります。
　　地方自治・住民自治の本旨にたがわない活動環境基盤づくりとして、地域コミュニティ
が、フットワーク（事務管理運営負担）は軽く、自立して自主的に、更には安心して（権利
能力取得）、当該団体の民主的かつ効率的な活動の基盤を確立することができるよう、
地域自治の推進に資する法的条件整備・支援を求めます。
　　しかるに、地方分権一括法が施行され、地方分権がすすんでいる
なか、市町村合併もすすみ、あわせて都市内分権も検討されている
ことから、この地方自治法２６０条の2の改正を検討ください。

Ｄ－
１

Ⅳ

  認可地縁団体の制度は、不動産に関す
る争いを防止する必要性から団体名義で
不動産を所有し、登記ができるようにする
ためのものであり、制定当時は、非公益か
つ非営利目的の団体に法人格を付与する
一般法がなかったため、地方自治法で特
別に規定したものである。
　一方、中間法人法は、非公益かつ非営
利目的の団体（自治会・町内会、同窓会、
サークルなど）に法人格を付与するための
一般法として平成１４年に施行されたもの
であり、地縁による団体にも広く活用され
ているところである。その意味で、中間法
人制度は、地縁による団体を包含しうるも
のである。
　提案の趣旨は、団体の活動や組織の管
理運営上法人格が必要であるとのことであ
るが、これは、中間法人制度の活用により
可能である。

　貴省回答では、中間法人
制度により、提案の実現は
可能とのことであるが、提案
主体は、「地縁による団体」
による場合と「中間法人」に
よる場合とでは、設立、管理
運営等に係る事務に差異が
あることから、「地縁による
団体」により自動車の保有
等をできるようにすることを
求めている。
　この「地縁による団体」に
よる場合のメリットに鑑み、
提案を実現することができな
いか、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討し、
回答されたい。

　地縁の団体に「中間法人」の活用が制度上可能であることについて、理論的には承知いたしま
した。
　しかし、「営利法人」と「公益法人」の中間にある「中間法人」は商法を多く準用しており、その性
格上多種団体に開かれた一般法であるだけに、自治振興会が中間法人制度を活用するには、設
立・法人登記・基金等の管理事務とその運営を自治振興会の事務局が担うには必要以上に煩
雑・厳格かつ困難であり、武生市内の自治振興会の性格・実態にそぐいません。
　求めるは地縁団体として個人と法人の権利義務を明確に区分することであり、その手段として
地自法２６０－２に特記された「地縁による団体」の法人格取得目的に関する法改正（もしくは特
別法の制定）を求めるものです。これは現場で地方自治・住民自治を担う住民が望み待つことで
あり、自治振興会が担う住民サービス事業は、これまで地方公共団体が担ってきた多種部門で
協働・責任分担・役割分担を果たしており、地方公共団体をスリム化し地域を活性化する、公共
サービスに欠かせないもので、特出して活動支援すべき組織です。国がいくら中間法人に包含さ
れるからと可能性を唱えられても、現場では目指す手段の代替措置に過ぎず、逆に自治振興会
の活動の自由さを阻害する足かせとなり組織管理運営の停滞を招く等、限界があります。（下記
の例）
１ 設立、登記、基金（最低３００万円必要）の取扱等に関する厳格困難な事務負担が、自治振興
会活動の自由さを阻害し、組織の停滞を招く
２ 「設立」に社員となる地区住民全員の署名を求められるが、２３００人の住民の署名は困難
３　社員の除名がかなう（地域住民に公平公正なサービス提供をめざす地縁団体には不公平な
得喪の原因となりかねない）
４　個別の特別法の無い社団の集まりであり組織目的や性格が異なる多種多様の法人に対応す
るようつくられた中間法人法制度よりも、地自法２６０－２に特記された認可地縁団体制度が格段
活用しやすく性格に合致するため、この特出を有効活用すべきである。
　後に整備された中間法人制度が地縁団体を包含しうるのであれば、中間法人制定の経緯に見
られ、地自法２６０－２認可地縁団体制定の際その経緯（取得目的）に見られなかった、「不動産
取得以外の紛争の原因（建物の賃借、預貯金、その他の契約行為など）」もおのずと地自法２６０
－２に認められるべき目的事項であると考えます。また、不動産の有無のみで武生市内にある１
３の自治振興会が認可地縁団体と中間法人に分かれては調整がつかない場面が多々想定され
ます。
　　地方自治・住民自治の本旨にたがわない活動環境基盤づくりとして、自治振興会が望む民主的
な活動の基盤を確立することができるよう、地域自治の推進に資する法的整備・支援の特出を求め
分権一括法が施行され、地方分権が進んでいるなか、全国で市町村合併も進み、併せて地域内分
されていることから、地縁団体制度を特別に整備する既存の地方自治法２６０条の2を更に地域ニー
させるような改正をご検討ください。

Ｄ－
１

Ⅳ

　認可地縁団体の制度は、制定当時に非
公益かつ非営利目的の団体（自治会・町
内会、同窓会、サークル等）に法人格を付
与する一般法がなかった状況の中で、地
縁団体の不動産に関する争いを防止する
必要から、地方自治法で特別に規定され
たものである。
　一般法としての性質を有する中間法人法
が施行されている現在においては、特別法
たる地方自治法第２６０条の２の認可地縁
団体の要件に該当しない以上は、中間法
人法の規定に従って法人格を取得するべ
きものである。
　なお、中間法人制度は、地縁による団体
の法人格取得にも広く使われていることか
ら、当該制度が団体の活動の自由を阻害
しているとは考えられない。
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道路運送車両法では、登録にその所有者
の住所を証明する書類を必要としている
が、人格のない社団にあっては当該書類
を取得することができず、事実上自動車を
所有することができないのが現状である。
  地域自治組織が権利能力を有し自動車
を取得するために、不動産を所有しなくて
も地縁による団体の認可を受けられるなど
要件を緩和する。

福井県
武生市

地域自
治振興
特区

040520

交通機関
空白の過
疎地にお
ける有償
運送可能
化事業

地方自治法
第２６０条の２

町又は字の区域その他
市町村内の一定の区域
に住所を有する者の地縁
に基づいて形成された団
体は、地域的な共同活動
のための不動産又は不
動産に関する権利等を保
有するため市町村長の
認可を受けたときは、そ
の規約に定める目的の
範囲内において、権利を
有し、義務を負う。

Ｄ－
１

Ⅳ

　認可地縁団体の制度では、自動車の所有のみを目的とする団体は権
利能力を付与する対象とされていない。認可地縁団体の制度は、制定
当時、非公益かつ非営利目的の団体に法人格を付与する一般法がな
かったため、不動産に関する争いを防止する必要性から地方自治法で
個別に対応したものである。しかし、平成１４年に中間法人法が施行さ
れたため、構成員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、営利を
目的としない団体についても法人化が可能となり、不動産又は不動産
に関する権利等を保有しない地縁団体の法人化も認められているとこ
ろである。

右の提案主体からの意見で
は、あくまでも「地縁による
団体」の法人格取得目的を
「不動産の権利保有」のみ
に限定することなく、これを
自動車の保有等にも拡充
（緩和）することを求めている
ことから、この趣旨に沿っ
て、本提案について再度検
討し、回答されたい。
また、貴省回答はＤ－１（現
行の規定により対応可能）
であるが、提案の趣旨・内容
が現行制度（中間法人法）
のもとでも実現可能である
のか、「中間法人」制度は
「地縁による団体」を包含し
うるのか、再度検討し、回答
されたい。

　本提案では、武生市内で不動産を持たない自治振興会が、その活動や組織の管理運
営上法人格（権利能力）が必要となったため、地自法２６０－２にある「地縁による団体」
の取得目的が「不動産に関する権利取得」のみに限定されているのに対し、不動産が無
くても法人格（権利能力）を持つことができるよう要件緩和を求めているものです。
　これに対し、認可地縁団体制度は経過に不動産に関する争議があったことからその防
止のための個別の法整備であることが示された上、本提案は「中間法人」としての法人
化で対処し得ると回答されています。
　最も身近な地縁の自治組織と言える小学校区（旧町村）単位の自治振興会は、現在は
不動産所有という目的に見合わない以外は、地自法２６０－２の「地縁による団体」とし
ての基本的要件を満たす対象団体であると考えています。
　今回、武生市は自動車登録を提案の切り口としていますが、単に回答にある「自動車
所有のみを目的とする団体」として権利能力を求めているものだけでなく、自治振興会
が地域のさまざまな課題解決に貢献できる事業や活動を行っていくうえで、不動産所有
以外の分野において、多々権利能力を求める場面がある中（例えばペイオフによる自治
振興会の預金取扱や契約行為、訴訟など）法人取得の必要性を痛感しています。
　これら地方分権時代への社会変遷上に生じる新たな地域課題やニーズに対応できる
よう、「地縁による団体」の法人格取得目的を「不動産の権利保有」のみに限定せず拡充
（または緩和）するよう求めているわけです。
　「営利法人」と「公益法人」の中間にある「中間法人」は商法を多く準用しており、その性
格上むしろ地縁以外の多種団体に開かれた法人であり、設立・法人登記・基金管理等事
務とその管理運営が煩雑かつ困難であり（社員となる地区住民全員の署名を求めてい
る等）、武生市内の自治振興会の実態にそぐわず、やはり求めるは本来の性格にある地
自法２６０－２の「地縁による団体」の法人格であります。
　　地方自治・住民自治の本旨にたがわない活動環境基盤づくりとして、地域コミュニティ
が、フットワーク（事務管理運営負担）は軽く、自立して自主的に、更には安心して（権利
能力取得）、当該団体の民主的かつ効率的な活動の基盤を確立することができるよう、
地域自治の推進に資する法的条件整備・支援を求めます。
　　しかるに、地方分権一括法が施行され、地方分権がすすんでいる
なか、市町村合併もすすみ、あわせて都市内分権も検討されている
ことから、この地方自治法２６０条の2の改正を検討ください。

Ｄ－
１

Ⅳ

  認可地縁団体の制度は、不動産に関す
る争いを防止する必要性から団体名義で
不動産を所有し、登記ができるようにする
ためのものであり、制定当時は、非公益か
つ非営利目的の団体に法人格を付与する
一般法がなかったため、地方自治法で特
別に規定したものである。
　一方、中間法人法は、非公益かつ非営
利目的の団体（自治会・町内会、同窓会、
サークルなど）に法人格を付与するための
一般法として平成１４年に施行されたもの
であり、地縁による団体にも広く活用され
ているところである。その意味で、中間法
人制度は、地縁による団体を包含しうるも
のである。
　提案の趣旨は、団体の活動や組織の管
理運営上法人格が必要であるとのことであ
るが、これは、中間法人制度の活用により
可能である。

　貴省回答では、中間法人
制度により、提案の実現は
可能とのことであるが、提案
主体は、「地縁による団体」
による場合と「中間法人」に
よる場合とでは、設立、管理
運営等に係る事務に差異が
あることから、「地縁による
団体」により自動車の保有
等をできるようにすることを
求めている。
　この「地縁による団体」に
よる場合のメリットに鑑み、
提案を実現することができな
いか、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討し、
回答されたい。

  地縁の団体に「中間法人」の活用が制度上可能であることについて、理論的には承知いたしま
した。
　しかし、「営利法人」と「公益法人」の中間にある「中間法人」は商法を多く準用しており、その性
格上多種団体に開かれた一般法であるだけに、自治振興会が中間法人制度を活用するには、設
立・法人登記・基金等の管理事務とその運営を自治振興会の事務局が担うには必要以上に煩
雑・厳格かつ困難であり、武生市内の自治振興会の性格・実態にそぐいません。
　求めるは地縁団体として個人と法人の権利義務を明確に区分することであり、その手段として
地自法２６０－２に特記された「地縁による団体」の法人格取得目的に関する法改正（もしくは特
別法の制定）を求めるものです。これは現場で地方自治・住民自治を担う住民が望み待つことで
あり、自治振興会が担う住民サービス事業は、これまで地方公共団体が担ってきた多種部門で
協働・責任分担・役割分担を果たしており、地方公共団体をスリム化し地域を活性化する、公共
サービスに欠かせないもので、特出して活動支援すべき組織です。国がいくら中間法人に包含さ
れるからと可能性を唱えられても、現場では目指す手段の代替措置に過ぎず、逆に自治振興会
の活動の自由さを阻害する足かせとなり組織管理運営の停滞を招く等、限界があります。（下記
の例）
１ 設立、登記、基金（最低３００万円必要）の取扱等に関する厳格困難な事務負担が、自治振興
会活動の自由さを阻害し、組織の停滞を招く
２ 「設立」に社員となる地区住民全員の署名を求められるが、２３００人の住民の署名は困難
３　社員の除名がかなう（地域住民に公平公正なサービス提供をめざす地縁団体には不公平な
得喪の原因となりかねない）
４　個別の特別法の無い社団の集まりであり組織目的や性格が異なる多種多様の法人に対応す
るようつくられた中間法人法制度よりも、地自法２６０－２に特記された認可地縁団体制度が格段
活用しやすく性格に合致するため、この特出を有効活用すべきである。
　後に整備された中間法人制度が地縁団体を包含しうるのであれば、中間法人制定の経緯に見
られ、地自法２６０－２認可地縁団体制定の際その経緯（取得目的）に見られなかった、「不動産
取得以外の紛争の原因（建物の賃借、預貯金、その他の契約行為など）」もおのずと地自法２６０
－２に認められるべき目的事項であると考えます。また、不動産の有無のみで武生市内にある１
３の自治振興会が認可地縁団体と中間法人に分かれては調整がつかない場面が多々想定され
ます。
　　地方自治・住民自治の本旨にたがわない活動環境基盤づくりとして、自治振興会が望む民主的
な活動の基盤を確立することができるよう、地域自治の推進に資する法的整備・支援の特出を求め
分権一括法が施行され、地方分権が進んでいるなか、全国で市町村合併も進み、併せて地域内分
されていることから、地縁団体制度を特別に整備する既存の地方自治法２６０条の2を更に地域ニー
させるような改正をご検討ください。

Ｄ－
１

Ⅳ

　認可地縁団体の制度は、制定当時に非
公益かつ非営利目的の団体（自治会・町
内会、同窓会、サークル等）に法人格を付
与する一般法がなかった状況の中で、地
縁団体の不動産に関する争いを防止する
必要から、地方自治法で特別に規定され
たものである。
　一般法としての性質を有する中間法人法
が施行されている現在においては、特別法
たる地方自治法第２６０条の２の認可地縁
団体の要件に該当しない以上は、中間法
人法の規定に従って法人格を取得するべ
きものである。
　なお、中間法人制度は、地縁による団体
の法人格取得にも広く使われていることか
ら、当該制度が団体の活動の自由を阻害
しているとは考えられない。
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  道路運送法に定める、「自家用自動車
は、有償で運送の用に供してはならない。」
としているが、今回の構造改革により特定
事業となった「1207交通機関空白の過疎
地における有償運送可能化事業」の運送
主体に、地縁による団体を加え、さらに、地
域自治振興会が不動産を所有しなくても地
縁による団体として認可を受けられるよう
要件を緩和する。

福井県
武生市

里地里
山再生
特区（有
償運送）

040530

「公の施
設」の指定
管理者と
なった民間
事業者に
対する公
益法人等
への派遣
制度の適
用

公益法人へ
の一般職の
地方公務員
の派遣等に関
する法律第２
条第１項

公務員としての身分を保
有したまま職員を派遣す
ることができるのは公益
法人等のうち条例で定め
るものに限られる。

C

　指定管理者制度は、指定管理者の有するノウハウを活用することによ
り、住民サービスの向上を図るものである。
　そのため、地方公共団体が指定管理者に公の施設の管理を行わせ
ようとするときには、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理
の基準等を条例で定めなければならず、また指定管理者の指定をしよ
うとするときには、あらかじめ議会の議決が必要である。
　これらの措置を通じて指定管理者は公の施設を適正に管理する力量
を有する者として指定を受けるものであり、結果的に「公益法人等への
一般職の地方公務員の派遣に関する法律」の対象となる法人が指定さ
れることはあり得るが、職員の派遣を必要とする者を指定管理者として
指定することを想定しているわけではない。

本提案は、地方公共団体がその
公の施設の指定管理者に対し、
当該公の施設の管理業務が地
方公共団体の事務・事業と密接
な関連を有し、施策推進を図る
ため人的援助が必要なもの,（又
はこれに相当するもの）として、
職員の派遣等を可能とすること
を求めるものである。
当該地方公共団体と指定管理
者の関係において、その特段の
必要性があり、かつ、派遣先の
業務を当該公の施設の管理業
務の範囲に限る場合等について
は、当該指定管理者が公益法人
等及び特定法人でなくともこれら
に対する場合と同様、職員の派
遣等を認めることができないか、
右の提案主体からの意見を踏ま
え、再度検討し、回答されたい。

たとえば、博物館等に関して、所蔵資料等
について学芸員である地方公共団体職員
が、より広く専門的知識を有する場合にお
いては、この職員を指定管理者に派遣する
ことで、いっそう効率的、効果的な管理運
営が可能になると想定される。このため、
本提案では、指定管理者制度の主旨を活
かすための、公共と民間の新しい協働の
形として、当該法の第２条第１項の公益法
人等に指定管理者を含めることを求めたも
のである。なお、指定管理者は議会の議決
を経て指定され、一部の行政権限を委任さ
れること、公共団体からの指導や指定解除
があり得ることから、営利企業であっても、
公務員派遣が容認されるべきと考える。

C

　指定管理者制度は、公の施設の管理を適切に
行う能力を有する民間事業者等、公務外の主体
を指定管理者として指定し、公の施設の管理を
指定管理者にアウトソースし、指定管理者の有す
るノウハウを活用することにより住民サービスの
向上を図るものである。
　他方で、「公益法人等への一般職の地方公務
員法の派遣に関する法律」に基づく職員の派遣
は、公益法人等が行う事業のうち地方公共団体
が援助を行う必要があるものについて、地方公
共団体が職員を公益法人等に派遣することによ
り、地方公共団体と公益法人等が連携協力する
制度である。
　このように両制度は趣旨を異としていることか
ら、「公益法人等への一般職の地方公務員法の
派遣に関する法律」においては、制度としての指
定管理者を職員の派遣対象としておらず、例とし
て挙げられている学芸員については、指定管理
者が雇用すべきものである。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

指定管理者制度は、民間事業者の経営ノウハウを「公の施設」の
管理運営に活かすことにより、住民サービスの向上や行政コスト
の削減に資する今後の施設管理のありかたとして大変有効な方
策であると考えます。しかしながら、指定管理者が管理運営する
すべての公の施設が、指定管理者によって直ちに円滑に運営さ
れるとは限らないものもあるのではないかと思われます。本県に
おいては、本年秋の開館を目指し、長崎歴史文化博物館の整備
を進めております。この館の運営については、指定管理者制度の
導入を検討しており、すでに指定管理者の募集も行っております
が、運営などにおいては、これまで既存の博物館で培った知識、
技術について、行政が民間の指定管理者と連携協力することに
より、より充実した質の高い運営が可能となるものと考えておりま
す。ただ学芸員資格、教員免許を所持しているというだけで、直
ちに運営に関わることができるとは言い難く、博物館の運営のコ
ンセプトや方針、収蔵資料の内容について熟知した行政の職員
を派遣をすることにより、より施設の設置目的、政策目標に向け
て質の高い運営が行われるものと思われます。本提案は、民間
による効率的、効果的な事業展開と利用者サービスと経営の視
点を取り入れた総合的なマネジメントによる運営と県からの職員
配置による県民資産である収蔵品の保存、修復、調査研究とこ
れを活かした事業展開への活用による相互補完の相乗的な関係
により大きな事業運営をしようとするものです。よって、指定管理
者制度と職員の派遣に関する法律とは、相反の関係ではなく、連
携協力することにより効果を発揮させるべき関係にあると考える
ものであり、是非、民間の指定管理者に対しても職員の派遣が可
能となるようにしていただきたい。

C

指定管理者は公の施設を適正に管理する
力量を有する者として指定されるものであ
り、「指定管理者が管理運営するすべての
公の施設が、指定管理者によって直ちに
円滑に運営されるとは限らないものもある
のではないかと思われます。」との懸念は
制度的にありえないもの。

1111 1111010

「公益法人等への一般職の地方公務員の
派遣等に関する法律」において、公益法人
等（民法法人、特別の法律により設立され
た一定の法人及び地方六団体）のうち、そ
の業務が地方公共団体の事務・事業と密
接な関連を有し、施策推進を図るため人的
援助が必要なものとして、条例で定めるも
のについては、地方公務員の派遣が認め
られているが、これに指定管理者制度によ
り「公の施設」の管理運営主体となった民
間事業者も含める。

長崎県

公の施
設の指
定管理
者に対
する地
方公務
員の派
遣容認
特区

040540

指定管理
者の指定
を受けた営
利法人等
への地方
公務員の
派遣

公益法人へ
の一般職の
地方公務員
の派遣等に関
する法律第１
０条第１項

民間企業への派遣は、当
該地方公共団体が出資
している株式会社又は有
限会社のうち条例で定め
るものに限られる。

C

　指定管理者制度は、指定管理者の有するノウハウを活用することによ
り、住民サービスの向上を図るものである。
　そのため、地方公共団体が指定管理者に公の施設の管理を行わせ
ようとするときには、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理
の基準等を条例で定めなければならず、また指定管理者の指定をしよ
うとするときには、あらかじめ議会の議決が必要である。
　これらの措置を通じて指定管理者は公の施設を適正に管理する力量
を有する者として指定を受けるものであり、結果的に「公益法人等への
一般職の地方公務員の派遣に関する法律」の対象となる法人が指定さ
れることはあり得るが、職員の派遣を必要とする者を指定管理者として
指定することを想定しているわけではない。

本提案は、公の施設の管理業務
が当該地方公共団体の事務・事
業と密接な関連を有し、施策推
進を図るため人的援助が必要な
もの、又はこれに相当するものと
して、指定管理者に対し職員の
派遣等を可能とすることを求める
ものである。
当該地方公共団体と指定管理
者の関係において、その派遣に
ついて特段の必要性があり、か
つ、派遣先の業務を当該公の施
設の管理業務の範囲に限る場
合等については、当該指定管理
者が公益法人等及び特定法人
でなくともこれらに対する場合と
同様、職員の派遣等を認めるこ
とができないか、右の提案主体
からの意見を踏まえ、再度検討
し、回答されたい。

たとえば、博物館等に関して、所蔵資料等
について学芸員である地方公共団体職員
が、より広く専門的知識を有する場合にお
いては、この職員を指定管理者に派遣する
ことで、いっそう効率的、効果的な管理運
営が可能になると想定される。このため、
本提案では、指定管理者制度の主旨を活
かすための、公共と民間の新しい協働の
形として、当該法の第１０条第１項の特定
法人に指定管理者を含めることを求めたも
のである。なお、指定管理者は議会の議決
を経て指定され、一部の行政権限を委任さ
れること、公共団体からの指導や指定解除
があり得ることから、営利企業であっても、
公務員派遣が容認されるべきと考える。

C

　指定管理者制度は、公の施設の管理を適切に
行う能力を有する民間事業者等、公務外の主体
を指定管理者として指定し、公の施設の管理を
指定管理者にアウトソースし、指定管理者の有す
るノウハウを活用することにより住民サービスの
向上を図るものである。
　他方で、「公益法人等への一般職の地方公務
員法の派遣に関する法律」に基づく職員の派遣
は、公益法人等が行う事業のうち地方公共団体
が援助を行う必要があるものについて、地方公
共団体が職員を公益法人等に派遣することによ
り、地方公共団体と公益法人等が連携協力する
制度である。
　このように両制度は趣旨を異としていることか
ら、「公益法人等への一般職の地方公務員法の
派遣に関する法律」においては、制度としての指
定管理者を職員の派遣対象としておらず、例とし
て挙げられている学芸員については、指定管理
者が雇用すべきものである。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

指定管理者制度は、民間事業者の経営ノウハウを「公の施設」の
管理運営に活かすことにより、住民サービスの向上や行政コスト
の削減に資する今後の施設管理のありかたとして大変有効な方
策であると考えます。しかしながら、指定管理者が管理運営する
すべての公の施設が、指定管理者によって直ちに円滑に運営さ
れるとは限らないものもあるのではないかと思われます。本県に
おいては、本年秋の開館を目指し、長崎歴史文化博物館の整備
を進めております。この館の運営については、指定管理者制度の
導入を検討しており、すでに指定管理者の募集も行っております
が、運営などにおいては、これまで既存の博物館で培った知識、
技術について、行政が民間の指定管理者と連携協力することに
より、より充実した質の高い運営が可能となるものと考えておりま
す。ただ学芸員資格、教員免許を所持しているというだけで、直
ちに運営に関わることができるとは言い難く、博物館の運営のコ
ンセプトや方針、収蔵資料の内容について熟知した行政の職員
を派遣をすることにより、より施設の設置目的、政策目標に向け
て質の高い運営が行われるものと思われます。本提案は、民間
による効率的、効果的な事業展開と利用者サービスと経営の視
点を取り入れた総合的なマネジメントによる運営と県からの職員
配置による県民資産である収蔵品の保存、修復、調査研究とこ
れを活かした事業展開への活用による相互補完の相乗的な関係
により大きな事業運営をしようとするものです。よって、指定管理
者制度と職員の派遣に関する法律とは、相反の関係ではなく、連
携協力することにより効果を発揮させるべき関係にあると考える
ものであり、是非、民間の指定管理者に対しても職員の派遣が可
能となるようにしていただきたい。

C

指定管理者は公の施設を適正に管理する
力量を有する者として指定されるものであ
り、「指定管理者が管理運営するすべての
公の施設が、指定管理者によって直ちに
円滑に運営されるとは限らないものもある
のではないかと思われます。」との懸念は
制度的にありえないもの。

1111 1111020

「公益法人等への一般職の地方公務員の
派遣等に関する法律」において、当該地方
公共団体が出資している株式会社又は有
限会社のうち、その業務が公益の増進に
寄与するとともに、地方公共団体の事務・
事業と密接な関連を有し、施策推進を図る
ため人的援助が必要なものとして、条例で
定めるものについては、地方公務員の退
職派遣が認められているが、これに指定
管理者制度により「公の施設」の管理運営
主体となった民間事業者も含める。

長崎県

公の施
設の指
定管理
者に対
する地
方公務
員の派
遣容認
特区

040550

指定管理
者の指定
を受けた営
利法人等
への地方
公務員の
派遣

公益法人へ
の一般職の
地方公務員
の派遣等に関
する法律第２
条第１項・第１
０条第１項

公務員としての身分を保
有したまま職員を派遣す
ることができるのは公益
法人等のうち条例で定め
るものに限られる。
民間企業への派遣は、当
該地方公共団体が出資
している株式会社又は有
限会社のうち条例で定め
るものに限られる。

C

　指定管理者制度は、指定管理者の有するノウハウを活用することによ
り、住民サービスの向上を図るものである。
　そのため、地方公共団体が指定管理者に公の施設の管理を行わせ
ようとするときには、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理
の基準等を条例で定めなければならず、また指定管理者の指定をしよ
うとするときには、あらかじめ議会の議決が必要である。
　これらの措置を通じて指定管理者は公の施設を適正に管理する力量
を有する者として指定を受けるものであり、結果的に「公益法人等への
一般職の地方公務員の派遣に関する法律」の対象となる法人が指定さ
れることはあり得るが、職員の派遣を必要とする者を指定管理者として
指定することを想定しているわけではない。

本提案は、公の施設の管理業務
が当該地方公共団体の事務・事
業と密接な関連を有し、施策推
進を図るため人的援助が必要な
もの、又はこれに相当するものと
して、指定管理者に対し職員の
派遣等を可能とすることを求める
ものである。
当該地方公共団体と指定管理
者の関係において、その派遣に
ついて特段の必要性があり、か
つ、派遣先の業務を当該公の施
設の管理業務の範囲に限る場
合等については、当該指定管理
者が公益法人等及び特定法人
でなくともこれらに対する場合と
同様、職員の派遣等を認めるこ
とができないか、再度検討し、回
答されたい。

C

　指定管理者制度は、公の施設の管理を適切に
行う能力を有する民間事業者等、公務外の主体
を指定管理者として指定し、公の施設の管理を
指定管理者にアウトソースし、指定管理者の有す
るノウハウを活用することにより住民サービスの
向上を図るものである。
　他方で、「公益法人等への一般職の地方公務
員法の派遣に関する法律」に基づく職員の派遣
は、公益法人等が行う事業のうち地方公共団体
が援助を行う必要があるものについて、地方公
共団体が職員を公益法人等に派遣することによ
り、地方公共団体と公益法人等が連携協力する
制度である。
　このように両制度は趣旨を異としていることか
ら、「公益法人等への一般職の地方公務員法の
派遣に関する法律」においては、制度としての指
定管理者を職員の派遣対象としていないもの。

5056 5.1E+07

　指定管理者の指定を受けた営利法人に
ついても、地方公務員の派遣を認めるべき
である。また、形式的に退職が求められる
営利法人への派遣について、公益法人等
への派遣制度と同様に、退職せずに派遣
できるよう見直しを図るべきである。

(社)日
本経済
団体連
合会

040560
地方公務
員の休職
の特例

ー ー C

 目的を限定せずに職員の希望により取得できる部分休業は、地方公
務員制度に多様な任用・勤務形態を全国的に導入するための研究会
において、地方公務員のみに有利な待遇を認めるものと受け取られ得
るほか、極めて柔軟性をもった制度であることから適切なタイミングで必
要な要員を確保することが難しくなる等人事管理に支障を生じせしめる
恐れもあることから制度化されなかったものであるが、部分的に勤務す
る場合が制度化することが適当ではないのであるから、完全に職務に
従事しない制度を設けることについても当然に適当ではない。

本提案は、部分休業の拡大
ではなく、現行の休職制度
（その者の意に反する処分
としての休職）にはない、目
的を限定しない自主的な休
職制度の創設を求めるもの
である。
この点及び右の提案主体か
らの意見を踏まえ、再度検
討し、回答されたい。

制度の導入に当たっては、条例で基本的
な事項を定める必要があると考えられる
が、「地方公務員のみに有利な待遇を認め
るものと受け取られる」かどうかは、住民の
代表である議会が、当該条例の審議の中
で判断すれば足りる。「人事管理の支障」
については、代替要員の確保の見通し等
を勘案した上で任命権者が休職の可否を
判断すれば足りる。従って、回答について
は再検討を願いたい。

C

　公務員は労働力の全てを公務に提供す
ることを前提として身分保障されているも
のであり、提案にあるように職員の希望に
より公務における勤務時間を割いて、民間
企業等における兼職や自ら起業する職員
に身分保障を付与することは、公務員の本
質に関わる問題であり、また、このように明
らかに職員にとって有利な制度を導入する
ことは適当ではない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

   「公務員は労働力の全てを公務に提供
することを前提として身分保障されている」
との回答をいただいたが、身分保障の目的
は、行政サービスの公正かつ安定的な提
供を担保することにあると考えるところ、当
該目的の達成のためには、必ずしも労働
力の全てを公務に提供しなければならない
とは限らない。また、「職員にとって有利」と
の回答については、住民の代表である議
会による判断が可能である。よって、回答
については再検討をいただきたい。

C

　提案にあるように職員側の都合により公
務における勤務時間を割いて、民間企業
等における兼職や自ら起業する職員に身
分保障する制度は、民間企業においても
一般的な制度ではなく、公務員がその身分
に安住しているとの批判が強い中で、住
民・国民から納得を得ることは到底困難と
考える。
　なお、「行政サービスの公正かつ安定的
な提供」の観点から設けられている制度
は、身分保障だけでなく兼業規制もその重
要な一部であることを付言する。

1089 1089030 職員はその意に反した休職しかできない。 長野県
市民政
府特区
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 04　総務省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

構想
(プロ
ジェ
クト)
管理
番号

規制特
例提案
事項管
理番号

規制の特例事項の内容
提案主
体名

構想(プ
ロジェク
ト)の名
称

040570

　給与・賃
金等の支
給につい
て、「通貨」
払を規定し
ている現行
法（「労働
基準法第
24条第1
項」及び
「地方公務
員法第25
条第2項」）
の適用基
準の緩和

地方公務員
法第25条第2
項
昭和50年4月
8日自治給第
25号

職員の給与は、法律又は
条例により特に認められ
た場合を除き、通貨で、
直接職員に、その全額を
支払わなければならな
い。 （25条②）

C

　地方公務員法第２５条第２項は、現物支給を禁止し、給与の完全、確
実かつ容易な受け取りを保障しようとする通貨払いの原則の趣旨に基
づくものである。使用者たる地方公共団体が、本人の同意を得ずにそ
の給与を口座振込により支給することができることとすれば、当該口座
が本人名義であることのみをもって一方的に給与の支払が完了された
こととされることになり、職員にとって給与の完全、確実かつ容易な受け
取りを保障する地方公務員法第２５条第２項の立法趣旨を没却すること
となると言わざるをえない。また、この点に関して、地方公務員に対して
は、民間労働者の賃金の口座振込には本人の同意を必要と規定して
いる労働基準法施行規則第７条の２第１項と異なる取扱いが許されると
する合理的理由もない。したがって、特区として本人の同意を得ない口
座振込を可能とすることは適当ではない。

1052 1052010

　総務省通達昭和50年4月8日自治給第25
号中「給与の口座振込は、職員の意思に
基づいているものであること」、及び厚生労
働省通達昭和50年2月25日基発第112号
中の「口座振込みは、書面による個々の労
働者の申出又は同意により開始し」を削除
して取扱うことができるものとする。

佐賀市

電子自
治体構
築のた
めの職
員給与
等の支
払い効
率化特
区

040580

NPO法人
立学校へ
の県費負
担教職員
の無期限
派遣

公益法人等
への一般職
の地方公務
員の派遣等に
関する法律
第３条

地方公務員の公益法人
等へ派遣は３年を越えな
い期間（任命権者が特に
必要と認めるときは５年
まで延長可能）

C

公益法人等派遣法において、派遣期間を設けているのは、職員は公務
員として採用された以上、全体の奉仕者として公共の利益の保護のた
めに公務に従事することを前提としている（地方公務員法第３０条）。
派遣される職員が派遣先において従事すべき業務は、公務そのもので
はないことから、期間を定めずに派遣を行うことは職員の身分取扱いと
して不安定であり、派遣の円滑な実施にも配慮して、取決めにおいて派
遣期間を定め、法律に上限を規定したものであるため、派遣期間を無
期限とする派遣は適当ではないものと考える。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

初めから「無期限」とすることで、おっしゃる
ような問題を生じさせる可能性があるとい
うのであれば、第三条 ２の後ろに加える
か、３として新たな項を立てて、次の内容を
加えてください。
「また、派遣先団体と派遣職員の希望によ
り、同じ派遣先団体に同じ職員を繰り返し
派遣することができる。」

これは例えば、自治省行政局公務員部公
務員課が平成12年３月17日に都道府県人
事課地方担当者および指定都市人事担当
課担当者にあてた事務連絡の文書に、「合
理的な理由があり、法の趣旨を逸脱しない
場合には、再度の派遣を行うことも妨げな
いものと考えている」との記述が見られる
ように、何の問題もないと考えられます。

D－１

基本的には地方公共団体の職務に従事す
るものであるため、派遣の期間が満了した
職員について、引き続いて同じ団体に再度
派遣することは一般的には適当でない。し
かしながら、再度の派遣を行わないこととし
た場合には地方公共団体の施策推進が著
しく損なわれる等特別な事情がある場合に
あっては、派遣期間が満了した職員を引き
続いて同じ団体に職員派遣することもあり
うる。ただし、この場合であっても改めて職
員派遣の手続を行う必要があるものである
（平成12年７月12日付け自治公第15号自
治省行政局公務員課長通知）。
　したがって、現行制度においても再度の
派遣は特区によらずとも可能であり、通知
にある特別の事情の有無は、地方公共団
体の判断によるものである。

1079 1079010

公立学校の教職員を期限を設けずにNPO
法人立学校に派遣して、そのNPO法人立
学校の教職員にすることができるようにす
る

NPO法
人 湘南
に新し
い公立
学校を
創り出
す会

民立公
援型の
学校設
立特区

040590

地方公務
員の勤務
条件（勤務
時間）の根
本基準の
特例

ー ー C

 提案にあるような目的を限定せずに職員の希望により取得できる部分
休業は、地方公務員制度に多様な任用・勤務形態を全国的に導入する
ための研究会において、地方公務員のみに有利な待遇を認めるものと
受け取られ得るほか、極めて柔軟性をもった制度であることから適切な
タイミングで必要な要員を確保することが難しくなる等人事管理に支障
を生じせしめる恐れもあることから制度化されなかったものである。
　なお、「地方公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件についての
提案は構造改革特区の提案制度になじまないもの」と回答しているの
は、所属する地方公共団体は異なるが、公共の福祉の増進のために同
様の住民サービスを提供している地方公務員の勤務条件について、地
域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域を設けることはな
じまないと考えるためである。

本提案の趣旨に鑑み、現行
の休業制度（修学、高齢者
等）を、人事管理に支障のな
い範囲で拡大することがで
きないか、右の提案主体か
らの意見を踏まえ、再度検
討し、回答されたい。

条例で基本的な事項を定める必要がある
と考えられるが、「地方公務員のみに有利
な待遇を認めるものと受け取られる」か
は、住民の代表である議会が審議の中で
判断すれば足りる。「人事管理の支障」
は、代替要員の確保の見通し等を勘案し
た上で任命権者が部分休業の可否を判断
すれば足りるので、再検討を願いたい。な
お、同様の住民サービスを提供しているた
め地方公務員の勤務条件には特例はなじ
まないとの回答については、例えば、同一
の運輸サービスを提供する鉄道会社の間
で勤務条件が異なっていても国民は何ら
問題視していないのであり、地方公務員の
勤務条件もまた団体によって異なっている
ことが容認される場合もあるものと考える。

C

　公務員は労働力の全てを公務に提供す
ることを前提として身分保障されているも
のであり、提案にあるように職員の希望に
より公務における勤務時間を割いて、その
時間に応じた給料を減額したとしても、民
間企業等における兼職や自ら起業する職
員に身分保障を付与することは、公務員の
本質に関わる問題であり、また、このように
明らかに職員にとって有利な勤務条件を導
入することは適当ではない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

   「公務員は労働力の全てを公務に提供
することを前提として身分保障されている」
との回答をいただいたが、身分保障の目的
は、行政サービスの公正かつ安定的な提
供を担保することにあると考えるところ、当
該目的の達成のためには、必ずしも労働
力の全てを公務に提供しなければならない
とは限らない。また、「職員にとって有利」と
の回答については、住民の代表である議
会による判断が可能である。よって、回答
については再検討をいただきたい。

C

　提案にあるように職員側の都合により公
務における勤務時間を割いて、民間企業
等における兼職や自ら起業する職員に身
分保障する制度は、民間企業においても
一般的な制度ではなく、公務員がその身分
に安住しているとの批判が強い中で、住
民・国民から納得を得ることは到底困難と
考える。
　なお、「行政サービスの公正かつ安定的
な提供」の観点から設けられている制度
は、身分保障だけでなく兼業規制もその重
要な一部であることを付言する。

1089 1089010

　職員の勤務時間は国及び他の地方公共
団体との権衡を失しないようにすることとさ
れており、結果として国に準拠し１週４０時
間とされている。
　ただし、修学目的及び高齢者については
１週間の勤務時間の一部について勤務し
ないことができるとされている。

長野県
市民政
府特区

040600

職員の任
期を定めた
採用の特
例

地方公共団
体の一般職
の任期付職
員の採用に関
する法律第４
条

一定の期間内に終了す
ることが見込まれる業務
等について、条例で定め
るところにより、職員を任
期を定めて採用すること
ができる。

Ｃ

　地方公務員の任用・勤務形態の多様化を図る場合にあっても、公務
の中立性の確保や職員の長期育成を基礎とする公務の能率性の追求
等の観点から、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務の運営と
いう現行地方公務員制度の原則は維持されるべきものであるとの考え
から、平成16年6月の法改正においては、一定の期間内に終了すること
が見込まれる業務等に限って任期付採用を行うことができることとした
もの。

貴省回答にある「一定の期
間内に終了することが見込
まれる業務等」とは何か、そ
の内容を具体的に明らかに
されたい。
また、右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検討し、
回答されたい。

公務に求められる中立性の確保や能率性
の追求は、公務への参画の入口を狭める
ことによって担保されるものではなく、公務
遂行に当たって公務員を規律する諸制度
等によって担保されるものと考える。万が
一、公務職場への多様な人材の流入が中
立性の確保や能率性の追求を阻害する可
能性があるとしても、それは、任命権者の
判断において、その可能性を排除した形で
の任用を行うことによって手当が可能であ
る。
公務職場への多様な人材の流入が中立性
の確保や能率性の追求を阻害するとする
根拠、また、その阻害要因を任命権者の判
断においては排除できないとする根拠につ
いてご教示願いたい。

Ｃ

　平成１６年６月の法改正に至る検討の過程で
は、有識者による研究会の場で地方公共団体の
具体的な提案内容について議論するなど、任用
形態の多様化の要請を十分に踏まえ、また一方
で現行地方公務員制度の原則にも配慮し、最終
的に、任期付採用の要件を一定の範囲まで拡大
することとしたもの。
　また、同研究会の報告書においては、「任期付
採用を無限定に拡大した場合に、スポイルズシ
ステム的にこの制度が運用され、公務の中立性
が侵されるのではないかとの意見もある」とされ
ており、任期付採用の要件については、そのよう
な観点からも、現行制度の運用状況を十分に踏
まえた検討が必要である。

　なお、前回回答の「一定の期間内に終了するこ
とが見込まれる業務等」の具体例としては、イベ
ントの開催準備を行う業務、ある時点をもって外
部委託することが決定されている業務等が考え
られる。

1089 1089020

　一定期間内に業務終了が見込まれる場
合及び一定の期間に限り業務量増加が見
込まれる場合に限って３年を限度として任
期を定めて採用することができる。

長野県
市民政
府特区

040610

一般職員
の任期付
採用条件
の弾力化

地方公共団
体の一般職
の任期付職
員の採用に関
する法律第４
条

一定の期間内に終了す
ることが見込まれる業務
等に従事させる場合に
は、条例で定めるところ
により、職員を任期を定
めて採用することができ
る。

Ｃ

　地方公務員の任用・勤務形態の多様化を図る場合にあっても、公務
の中立性の確保や職員の長期育成を基礎とする公務の能率性の追求
等の観点から、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務の運営と
いう現行地方公務員制度の原則は維持されるべきものであるとの考え
から、平成16年6月の法改正においては、一定の期間内に終了すること
が見込まれる業務等に限って任期付採用を行うことができることとした
もの。

貴省回答にある「一定の期
間内に終了することが見込
まれる業務等」とは何か、そ
の内容を具体的に明らかに
されたい。

Ｃ

　前回回答の「一定の期間内に終了するこ
とが見込まれる業務等」の具体例として
は、イベントの開催準備を行う業務、ある
時点をもって外部委託することが決定され
ている業務等が考えられる。

1262 1262090

地方公共団体の一般職員の任期付採用
に関する法律第４条第１項中「職員を次の
各号に掲げる業務のいずれかに期間を
限って従事させることが」を削り、同項各号
を削り、同条第２項中「前条第１項各号」と
あるのを「前条第１項」に改める。

埼玉県
志木市

地方自
治解放
特区

040620

派遣職員
の退職金
の取扱い
について、
地方自治
法第252条
の17第３項
（派遣をす
る地方公
共団体の
負担）の適
用除外

地方自治法
第252条の17
第３項

第一項の規定による求め
に応じて派遣される職員
は、派遣を受けた普通地
方公共団体の職員の身
分をあわせ有することと
なるものとし、その給料、
手当（退職手当を除く。）
及び旅費は、当該職員の
派遣を受けた普通地方公
共団体の負担とし、退職
手当及び退職年金又は
退職一時金は、当該職員
の派遣をした普通地方公
共団体の負担とする。
（252条の17③）

C

　地方自治法第２５２条の１７の規定は、一の普通地方公共団体が他の普通地方公共団体の
求めに応じて行う職員派遣の手続を定めるとともに、その場合における派遣される職員の身
分取扱い等に関する規定を整備したものであるが、同条第３項では、給与の負担（財政的負
担）区分に関して、①給料は勤労に対する対価、反対給付であること、②旅費、諸手当はその
勤務に伴うものであること、から派遣を受けた団体が負担するものとし、③退職手当について
は、本人の恒久的身分の終了の場合に支給される性質のものであることから、派遣した団体
が負担するものと整理されているもの。
　また、これ以外の職員の身分取り扱いについては、一応派遣した団体の職員に関する法令
の規定によることとして、当該職員の身分は派遣した地方公共団体に属していることを明らか
にしたものである。
　これらが法定化されているのは、派遣される職員の身分を保障するとともに、職員を派遣す
る場合の普通地方公共団体相互間における当該職員の身分取扱い及び給与の財政負担関
係を明確化し、円滑な職員派遣を促進することにあると考えられるところである。
　本件提案は、県として採用した職員（医師）を、県の人事権のもとに配置、派遣し、県職員と
しての身分を有したまま市町村に派遣することを想定しており、その意義は否定するものでは
ないが、他方で当該派遣された職員に係る退職手当について県の財政負担が大きいという理
由で、これを実質的に市町村に転嫁する道を開きたいとすることは、本条が規定している給
料・諸手当と退職手当の負担区分を変更する合理的理由に乏しいものである。また、当該派
遣に係る職員の身分安定を目指すという一方で、当該職員の給与負担に関してはその実質
的負担を回避せんとすることは矛盾しており、まさに本条の立法趣旨を没却させるものであっ
て、認められないものである。
　退職手当は、勤続報償的な性格をもっていることをも考慮すれば、退職手当の財政負担を、
本来その身分が属するとされている団体（県）が負担することはむしろ当然であると考えられ
る。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

　少人数運営のため過酷な勤務環境にある町村
部中小医療機関の勤務だけでは、医師の確保・
定着が極めて困難であり、市町村単独の努力に
よる医師確保には限界がある。
　このため、本構想は、県が、医師を県職員とし
て採用し、町村部中小医療機関と都市部医療機
関を交互に勤務することを原則とし、医師として
のスキルアップの機会を保障することなどによ
り、10～20年の長期間、広域的かつ計画的に、
複数の市町村立医療機関等に円滑に派遣・配置
し、もって医師の確保・定着を図ろうとするもので
ある。
　地方自治法第252条の17の規定の趣旨は理解
するが、本構想は県と市町村が一体となって実
施するものであり、本構想によって医師確保の利
益を受ける市町村が退職手当の負担区分変更
について同意する場合にあっては、本規定の適
用除外が認められるよう再度検討していただきた
い。

C

　地方自治法第２５２条の１７の規定は、従前の地方公共団体間
の職員による相互援助では職員の身分の関係がはっきりせず、
身分の保障上制度が充分ではない部分があったため規定整備さ
れたものである。具体的には、職員派遣の手続を定め、その場合
における派遣される職員の身分取扱い等に関する規定を整備す
るとともに、第３項で、給与の負担（財政的負担）区分に関して、
①給料は勤労に対する対価、反対給付であること、②旅費、諸手
当はその勤務に伴うものであること、から派遣を受けた団体が負
担するものとし、③退職手当については、任用関係の終了の際に
支給される性質のものであることから、派遣した団体が負担する
ものと整理されたもの。これにより、職員の身分関係とともに給与
の負担責任を明確化し、派遣職員の退職手当の受給の権利を保
障しようとするものである。
　再検討要請によると、市町村が同意する場合に地方自治法第２
５２条の１７に基づいて派遣される職員の退職手当の負担区分を
変更することを要望しているが、ある団体に採用され、本条に基
づいて派遣される職員の給与の負担責任が普通地方公共団体
どうしの協議や同意により左右されることとなれば、結局は派遣さ
れる職員の給与負担責任が不明確となり、適当でない。
　また、本件は、県として医師を採用し、一方的な人事異動の発
令により様々な市町村に派遣するという身分関係を前提としてい
るが、退職手当については「職員としての過去の勤労に対してそ
の勤続を報償する」（内閣法制局意見）趣旨で支給されるもので
あることから、その負担責任を普通地方公共団体どうしの協議や
同意によって変更することはできず、当該職員を採用し、派遣し
た県がその退職手当を一義的に負担すべきものである。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

地方自治法第252条の17の規定に基づく職員派遣は、
一般職の職員が、数年程度の一定期間普通地方公共
団体に派遣され、当該期間終了後には、派遣元（県）に
復帰して業務に従事（貢献）することを想定しているもの
と考えられる。
　本構想に基づく派遣は、医師という特殊な職種にある
者が、10年～20年という長期間にわたり、複数の自治体
医療機関（市町村）を異動し、専ら当該医療機関（市町
村）において医療行為に従事するものであって、派遣期
間終了後に派遣元である県に復帰して業務に従事する
ものではない。このことからすると、そもそも同条の規定
は、本構想のような事例を想定していないのではないか
と考えられる。
  本構想は、市町村単独の努力による医師確保が極め
て困難であることから、県と市町村が一体となって実施
するものであり、医師の身分安定を保障しつつ、広域的
見地からの人事配置を行うことにより、県内自治体医療
機関の医師不足解消を図ろうとするものであって、その
受益は専ら自治体医療機関（市町村）にあるものであ
る。
　本構想によって医師の確保及び定着が図られることが
大いに期待されるものであり、本規定の適用除外が認
められるよう再度検討していただきたい。

C ー

　再検討要請によると、地方自治法第２５２条の１７の規定は、「一般職の職員
が、数年程度の一定期間普通地方公共団体に派遣され、当該期間終了後に
は、派遣元（県）に復帰して業務に従事（貢献）することを想定し」、「同条の規
定は、本構想のような事例を想定していないのではないかと考えられる」との
ことだが、同条は派遣される職員の職種や派遣目的、派遣期間について何ら
前提を置いて規定されていない。本条は、あくまで派遣される職員の身分関係
とその給与の負担責任を整理、明確化しようとしたものであり、この趣旨は、派
遣される職員の職種や派遣目的、派遣期間の長短を問わず妥当するもので
ある。この場合、職員の給与の受給の権利を保護する観点から、勤労に対す
る対価であり、反対給付である給料等については派遣を受けた団体が、職員
の任用関係の終了の際に支給される退職手当については本来の身分が属す
る派遣をした団体がその負担責任を有するとの考え方は、派遣職員の職種や
派遣目的、派遣期間の長短によって何ら左右されるものではない。
　また、「本構想」は「県と市町村が一体となって実施する」とのことだが、その
実質があくまで青森県が採用した職員を、青森県の人事権のもとに配置、派
遣する内容であれば、派遣される医師の退職手当の受給の権利の保障という
趣旨からしても、退職手当についてその本来的な身分が属する青森県が当然
負担すべきものである。さらに、「その受益は専ら自治体医療機関（市町村）に
ある」とのことだが、既に述べたように、勤労に対する対価である給料等につい
ては、その勤労による利益を受ける派遣を受けた団体が負担することになって
いる。退職手当については、職員の本来的な身分の終了の場合に支払われ
るものであり、派遣をした団体の職員として長期間勤続した報償としての性格
を有するものであることから、受益の有無で負担責任を判断するのではなく、
あくまで当該職員を採用し、派遣をした団体が、その負担に責任を持つべきも
のである。
　なお、「本構想」は「県内自治体医療機関の医師不足解消を図ろうとする」と
のことだが、地方自治法第２５２条の１７は、そのような政策の必要性から県の
政策判断として医師を県職員として採用し、県の人事権により県内市町村に
派遣することを何ら制限するものではない。むしろ、県職員として医師を採用
し、県の責任で市町村へ派遣する以上、当該県職員として採用された医師の
退職手当の受給の権利を保障し、県の負担責任を明確にした方が、その政策
目的の達成により資すると考える。

1199 1199010

医師を市町村に長期的に派遣する場合の
退職金の取扱いについては、地方自治法
の規定にかかわらず、派遣を受ける各市
町村の負担とする。

青森県

医師の
新たな
採用配
置機構
創設特
区構想
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 04　総務省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

構想
(プロ
ジェ
クト)
管理
番号

規制特
例提案
事項管
理番号

規制の特例事項の内容
提案主
体名

構想(プ
ロジェク
ト)の名
称

040630

職員リク
ルート特区
（臨時的任
用職員へ
の正式任
用機会の
提供）

地方公務員
法第２２条第
６項

臨時的任用は、正式任用
に際して、いかなる優先
権をも与えるものではな
い。

Ｃ

地方公務員法第２２条第６項は、臨時的任用は厳格な能力実証を経た
ものではないことから正式任用されるためには改めて所定の能力の実
証を競争試験又は選考によって行わなければならないとする趣旨であ
る。臨時的任用を受けていた人が正式任用を受けるに足りる能力を有
するのであれば、他の希望者と同じ競争試験により能力実証を受けて
正式任用されることが可能であり、あえて競争試験を別にすることなく
目的を達成することができる。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

回答は、職務上の能力を実証する方法とし
て「年齢､経験等に関わりなく実施する一律
の競争試験」のみを金科玉条のものとして
いるが、こうした硬直性がどれぼど真に能
力のある人材登用の道を狭め、人材の幅
を狭めているか、ご認識いただきたい。当
市提案は、臨時的任用職員を無試験で随
意に正式任用するものではなく、別枠の、
透明かつ公正な競争試験制度を設けよう
とするものである。国と地方、あるいは地
方それぞれに、人材確保の条件は異なる。
隣接する都区と比べ財源に恵まれず、職
員給与水準も相対的に低い当市の場合、
いかに確実に有為な人材を得るか工夫が
必要となる。それぞれの条件下で人材確
保の工夫がはかれるよう、裁量範囲の拡
大をはかられたい。

Ｃ

地方公共団体は効率的な公務運営を行う
必要があるが、他方で、提案については平
等取扱の原則（地方公務員法第１３条）の
観点から慎重な検討が必要であり、平等な
競争試験は人材登用の幅を狭めるもので
はなくむしろ広げるものである。

1255 1255010

臨時的任用職員のうち、特に勤務成績良
好な者、その他所定の条件を満たす者を
対象に、競争試験による正式任用の機会
を設ける。

埼玉県
草加市

職員リク
ルート特
区（臨時
的任用
職員へ
の正式
任用機
会の提
供）

040640
臨時職員
の期間延
長

構造改革特
別区域法第２
０条第１項

地方公共団体の提案を
踏まえ、特区として特例
を講ずることにより、当該
地域における経済的社会
的効果が認められること
を前提に、例えば特区に
おける人材の需給状況
等に鑑み、更新時におけ
る後任の確保が困難な
場合等の一定の場合に
ついて、一年を超えた臨
時的任用を措置

Ｃ

　構造改革特別地域基本方針にも明記されているように、先ずは現行
の特例措置の実施状況を踏まえ、その効果、影響等を評価する必要が
あるが、その結果が未だ出ていない現時点において検討することは困
難であるため。
　なお、「過疎地や例外的な分野でしか活用ができないこと」を再提案理
由としているが、提案団体は平成１５年１１月２８日の第３回の特区計画
の認定において既に認定を受けており、当該特例の活用が可能となっ
ている。

1262 1262070

 地方公務員に係る臨時的任用事業の特
例措置の第１号中「、当該構造改革特別区
域における人材の需給状況等にかんが
み」を削り、第３号中「の見直しに応じた業
務量の一時的な変化により生ずる職制又
は定数の改廃等」を削る。

埼玉県
志木市

地方自
治解放
特区

040650

地方公務
員の勤務
条件の弾
力化

地方公務員
法第２４条第
５項

地方公務員の勤務条件
を定めるに当たっては、
国及び他の地方公共団
体の職員との間に権衡を
失しないように適当な考
慮が払われなければなら
ない。

Ｄ－１

　地方公務員法第２４条第５項の規定は、現行においても国や他の地
方公共団体と均衡を失しない範囲であれば、「規制の特例事項の内容」
にあるように、地方公共団体が地域の実情に応じ自主性を発揮するこ
とが可能な規定である。

貴省回答はＤ－１（現行の
規定により対応可能）という
ことであるが、「提案理由」に
示されている趣旨・内容が
現行制度のもとでも実現可
能であるのか、再度検討し、
回答されたい。

Ｄ－１

勤務時間の割振りについては、提案にある
ように「月曜日から金曜日までの５日間に
おいて１日８時間の勤務を一律に割り振
る」だけでなく、任命権者が、行政ニーズ等
を考慮して土曜日、日曜日も含めて労働基
準法第３２条の２（１ヶ月の変形労働）の規
定に反しない範囲で、柔軟に対応すること
ができる。

1262 1262080
地方公務員法第２４条第５項中「当たつて
は」の次に「地域の実情に応じた自主性が
発揮されるとともに」を加える。

埼玉県
志木市

地方自
治解放
特区

040660

「京都海外
人材特区」
構想
（ＪＥＴプロ
グラム実施
要領の改
正）

ＪＥＴプログラ
ム募集要項

外国語指導助手は、教育
委員会又は中・高等学校
に配置され、所属長や校
長の指示を受け外国語
担当指導主事又は外国
語担当教員等の助手とし
て職務に従事することと
しており、中・高等学校に
おける日本人教師の外
国語授業の補助等の本
来業務だけでなく、必要
に応じ、地域における国
際交流活動への協力な
どにも携わることができ
る。

Ｄ－
１

Ⅳ

外国語指導助手は、所属長や校長の指示の下、本来業務に支障のな
い範囲内で、在住外国人に対する教育活動等を行うことが可能。
なお、ＪＥＴ青年を在住外国人に対する教育活動等に専従させる必要が
ある場合は、ＪＥＴプログラムの他の職種である国際交流員を配置する
ことにより対応可能。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

新たに国際交流員を招致するのではなく、
現在活動しているＡＬＴの有効活用を目的
としており、より積極的に出身国の子ども
の教育に関わってもらうため、資格外許可
を申請することなく業務に従事できる制度
が有効である。

Ｄ－
１

Ⅳ

外国語指導助手は、所属長や校長の指示
の下、本来業務に支障のない範囲内で、
在住外国人に対する教育活動等を行うこと
が可能。
なお、ＪＥＴ青年を在住外国人に対する教
育活動等に専従させる必要がある場合
は、ＪＥＴプログラムの他の職種である国際
交流員を配置することにより対応可能。

1134 1134014

１　大学等が特に推薦する者に対する在
留資　　格認定証明書に添付する経費支
弁能力資料の簡素化または省略
２　短期滞在の在留資格で入国した学者、
研究者等の資格外活動許可の手続きの簡
素化または省略
３　海外の教員免許資格者（「家族滞在」で
在留）が地域で母国の在住外国人に対す
る教育活動を有償で実施できるよう、資格
要件を緩和英語指導助手については、学
校等での活動に加えて、地域での対在住
外国人向け教育を可能とする実施要領の
改正　　　　　　　　　４　週28時間に限定さ
れている資格外活動許可をインターンとし
て従事する場合に限って週40時間に延長
５　卒業後、180日まで認められている「短
期滞在」での就職活動期間の延長（最長１
年まで）または、新たな在留資格「就職活
動」（仮称）の創設

京都府

「京都海
外人材
特区」構
想

040670

公立小中
学校の管
理を委託
する地方
独立行政
法人への
中期目標
などの規定
の適用除
外

地方独立行
政法人法第２
５条～第３１
条

・　設立団体の長は中期
目標を定め、これに基づ
き地方独立行政法人は
中期計画を作成し、さら
に年度計画を作成する。
・　地方独立行政法人
は、中期目標の期間にお
ける業務の実績につい
て、評価委員会の評価を
受けなければならない。
・　設立団体の長は、中
期目標の期間の終了時
に業務を継続させる必要
性等について検討を行
う。

Ｃ Ⅰ
前回、ご回答のとおり、本提案は、学校教育法上の検討を要するもので
あり、その検討状況を踏まえた上で、地方独立行政法人制度と教育委
員会制度との関係の整理等、必要な検討を行いたい。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

ご指摘の学校教育法の規定があるので、
学校教育法の特例として、設置者以外が
学校を管理することを提案し、その委託先
として、教育の中立性を確保し、地方公共
団体が関与できる地方独立行政法人を想
定しているので、公設民営が特区として可
能となることを前提にしてご回答願いたい。

Ｃ Ⅰ

　本提案は、学校教育法上の検討が必要
であるが、仮にご提案の特例が認められた
としても、そこに至った経緯を踏まえた上
で、さらに、地方独立行政法人制度と教育
委員会制度との関係の整理等の検討を要
するものである。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

文部科学省の検討は検討とし、区からの
委託業務のみで成立する地方独立行政法
人が可能かどうか、という観点から改めて
検討願います。

Ｃ Ⅰ

　既に回答しているとおり、本提案は、学校
教育法上の検討を要するものであり、その
検討状況を踏まえた上で、地方独立行政
法人制度と教育委員会制度との関係の整
理等が必要であるため、現時点での回答
は困難である。

1200 1200050
地方独立行政法人法が規定する中期目標
などの設定は、小中一貫校を委託する地
方独立行政法人には適用しない。

東京都
杉並区

新しいタ
イプの
学校（小
中一貫
校）の創
設

040680

公立小中
学校の地
方独立行
政法人へ
の管理委
託

地方独立行
政法人法第２
１条

　地方独立行政法人は、
次に掲げる業務のうち定
款で定めるものを行う。
　試験研究、大学の設置
及び管理、公営企業の経
営、社会福祉事業の経
営、公共的な施設で政令
で定めるものの設置及び
管理

Ｃ
Ⅰ・
Ⅱ・
Ⅲ

学校教育法第５条の規定により、学校の設置者は、その設置する学校
を管理することとされているが、仮に当該規定の特例が認められるので
あれば、地方独立行政法人が公立小中学校の設置・管理を行うこと自
体に特段の支障はないものと考えられる。

1200 1200030
地方独立行政法人法に定める地方独立行
政法人の業務の範囲に小中一貫校の管
理委託を加える。

東京都
杉並区

新しいタ
イプの
学校（小
中一貫
校）の創
設
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 04　総務省

管理
コード

規制の特
例事項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

構想
(プロ
ジェ
クト)
管理
番号

規制特
例提案
事項管
理番号

規制の特例事項の内容
提案主
体名

構想(プ
ロジェク
ト)の名
称

040690

公立小中
学校の管
理を委託
する地方
独立行政
法人の理
事長の任
命に際して
の設立団
体の教育
委員会の
関与

地方独立行
政法人法第１
４条

地方独立行政法人の理
事長は、設立団体の長が
任命する。

Ｃ
Ⅰ・
Ⅱ・
Ⅲ

前回、ご回答のとおり、本提案は、学校教育法上の検討を要するもので
あり、その検討状況を踏まえた上で、地方独立行政法人制度と教育委
員会制度との関係の整理等、必要な検討を行いたい。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

ご指摘の学校教育法の規定があるので、
学校教育法の特例として、設置者以外が
学校を管理することを提案し、その委託先
として、教育の中立性を確保し、地方公共
団体が関与できる地方独立行政法人を想
定しているので、公設民営が特区として可
能となることを前提にしてご回答願いたい。

Ｃ
Ⅰ・
Ⅱ・
Ⅲ

　本提案は、学校教育法上の検討が必要
であるが、仮にご提案の特例が認められた
としても、そこに至った経緯を踏まえた上
で、さらに、地方独立行政法人制度と教育
委員会制度との関係の整理等の検討を要
するものである。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

文部科学省の検討は検討とし、区からの
委託業務のみで成立する地方独立行政法
人が可能かどうか、という観点から改めて
検討願います。

Ｃ
Ⅰ・
Ⅱ・
Ⅲ

　既に回答しているとおり、本提案は、学校
教育法上の検討を要するものであり、その
検討状況を踏まえた上で、地方独立行政
法人制度と教育委員会制度との関係の整
理等が必要であるため、現時点での回答
は困難である。

1200 1200040
小中一貫校の管理を委託する地方独立行
政法人の理事長の任命に、設立団体の教
育委員会が関与できるようにする。

東京都
杉並区

新しいタ
イプの
学校（小
中一貫
校）の創
設

040700

IC－TAGに
よるクマ自
動放探シス
テム

ー ー C ー
　提案主体においては、現在、具体的なシステムについて検討中である
ことから、今後、提案主体と調整を図りながら、現行電波法の規制の範
囲内での実現も含め、検討を進めたい。

提案の実現が図られるよう、
早急に検討を進められた
い。

C

　提案主体においては、現在、具体的なシ
ステムについて検討中であることから、今
後、提案主体と調整を図りながら、現行電
波法の規制の範囲内での実現も含め、検
討を進めたい。

提案の実現について、早急
に検討されたい。

C

　提案主体においては、現在、具体的なシ
ステムについて検討中であることから、今
後、提案主体と調整を図りながら、現行電
波法の規制の範囲内での実現も含め、検
討を進めたい。

1101 1101050

特区内の人家密度が高い地域（図20;黒区
画内）に限定して、クマの自動放探、情報
管理システムを構築のために、野外でのIC
－TAGを利用したい。今回、利用予定のIC
－TAGは303MHZの電波帯（公共業務【移
動】、航空管制通信）を使用する。また、野
外での野生動物探索のためには、IC－
TAGから発信する電波をより強い出力にす
る必要があるかもしれない（調査中）。その
場合、電波法の規制対象になる可能性が
ある。

特定非
営利活
動法人
ピッキオ

軽井沢
町「人と
クマとの
共存」特
区

040710

18GHｚ帯
の公共業
務用無線
の民間開
放許可

周波数割当
計画
電波法関係
審査基準

周波数割当計画上、
18GHz帯は電気通信業
務用及び公共業務用とし
て認められている。

D-1

　地方公共団体が１８ＧＨｚ帯の電波を利用するＦＷＡ（固定無線アクセ
ス）を用いて、電気通信事業者として電気通信役務を提供することは可
能である。
　また、電気通信役務利用放送事業者は、１８ＧＨｚ帯の電波を利用す
る無線局の周波数の割り当てを受けた電気通信事業者が提供する電
気通信役務を利用する場合であっても、総務省令で定める技術基準に
適合する電気通信役務利用放送設備を権原に基づいて利用できるとき
は、当該電気通信役務を利用して放送を行うことができる。

1194 1194020
自治体が整備を行う18GHz帯無線の一部
を有線テレビジョン放送利用として数ｃｈ程
度CATVにも開放可能とする。

愛媛県
松山
市、愛
媛県温
泉郡中
島町

島文化
あじわ
い特区
構想

040720

コミュニティ
放送の空
中線電力
（出力）の
上限基準
の緩和

放送用周波
数使用計画
（昭和６３年郵
政省告示第６
６１号）第１総
則１０

空中線電力は、原則とし
て２０Ｗ以下で必要最小
限のものとする。

Ｃ

コミュニティ放送は、「商業、業務、行政等の機能の集積した区域、スポーツ、レク
リエーション、教養文化活動等の活動に資するための施設の整備された区域等、
コミュニティ放送の特性が十分発揮されることが見込まれる区域において、その普
及を図ること」を目的とするものであり、コミュニティ放送局は、一般の放送局と異
なり、各市区町村において当該地域に密着したきめ細かな情報の提供を促進する
観点から制度化された小規模な放送局である。
コミュニティ放送局は、使用周波数が限定されるとともに、空中線電力についても
放送区域の広狭にかかわらない一律の上限（20W）が定められ、放送区域が一の
市町村（特別区を含み、地方自治法第２５２条の１９に規定する指定都市にあって
は区）の一部の区域に限定される代わりに、一般の放送局において必要となる競
願処理、比較審査等の手続きを経ることなく、簡易かつ迅速な手続き（先願主義）
で開局を可能としているものである。
　従って、提案のようにコミュニティ放送についての空中線電力の制限を緩和する
ことは、コミュニティ放送の制度目的を逸脱し、一般の放送局と異なる規律を適用
する根拠を失わせることとなり不適当である。
　なお、提案においては、新潟中越地震に係る事例を引くが、これは災害対策放
送を行うため、コミュニティ放送局の施設を利用して、地方公共団体が臨時災害放
送局を開設した事例であり、コミュニティ放送局が空中線電力の増力を行ったもの
ではない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

　コミュニティ放送局は一般の放送局と比
べ開局手続きが簡素化されており、その条
件として20Ｗの制限がある、との指摘であ
るが、今回の要望は一般の放送局と同じ
出力まで認めることを望んでいるのではな
い。50Ｗまでの制限緩和の要望である。こ
の程度であれば、一般局と異なる規律を適
用する根拠を失わせることにはならない
（事実、平成11年3月に10Ｗから20Ｗに制
限緩和している）。また、災害情報や行政
情報は一つの行政区域に広範に伝わるの
が望ましく、合併による行政区域の広域化
への対応も必要であり、地域に密着したき
め細かな情報の提供というコミュニティ放
送の主旨に沿ったものである。

Ｃ

１　コミュニティ放送は、県の全域を放送対象地域とする県域放送と異なり、放送対象地
域を市区町村の一部の区域（放送に関する需要動向、周波数に関する事情等を勘案し
つつ、商業、業務、行政等の機能の集積した区域、スポーツ、レクリエーション、教養文
化活動等の活動に資するための施設の整備された区域等、コミュニティ放送の特性が十
分に発揮されることが見込まれる区域）としており、空中線電力も２０Ｗ以下で必要最小
限のものとすることとしている。このため、一般の放送局において必要となる競願処理、
比較審査等の手続きを経ることなく簡易かつ迅速な手続き（先願主義）で開局を可能と
するとともに、あまねく普及義務も負わない等の特徴を有しているもの。
したがって、提案のように市区町村の全域を放送対象地域とするために空中線電力の
制限を緩和することは、コミュニティ放送の制度目的を逸脱し、県域放送より緩和された
規律を適用する根拠を失わせることとなる。
２　コミュニティ放送において、災害情報や一般的な行政情報を伝達することは否定され
ず、むしろ望ましいことと言えるが、これらの情報は、コミュニティ放送制度が本来想定す
る放送の主たる内容とは言えない。このことは、１で述べたように、コミュニティ放送の放
送対象地域が各種機能の集積や施設の整備状況をメルクマールとしていることから明ら
かであるばかりでなく、仮に災害情報や一般的な行政情報の伝達を主たる目的とする放
送であれば、放送対象地域は原則として市町村の全域とされるべきところであるが、そ
のような制度とはなっていない。
３　新潟県中越地震の際に開局された臨時目的放送局の例を引き、50W程度の出力で
あれば混信の影響はないとするが、当該臨時目的放送局は、当該地域において近隣の
既設無線局（放送局）においても災害対策の放送が行われることを前提に、既設無線局
との混信の可能性と災害対応の緊急性を具体的に検討し、干渉が発生した場合は電波
の使用を認めないとの条件を付した上で開局を認めたもの。また、この放送局は災害対
応に必要な場所に対し放送を行うためのもので、期間限定の放送局であり、コミュニティ
放送の開局には何ら関係しないものである。

上述のとおり提案のようにコミュニティ放送について空中線電力の制限を緩和すること
は、特区という限られた地域であっても実施することは不適当である。
なお、放送区域内の受信状況の改善については、増力によらなくとも、中継局の
設置、アンテナ設置場所の見直し等により技術的に対応することが現行制度下
でも一般的には可能と考えられる。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

１　回答にある県域放送との差別化の必要性や放送対象地域などコミュニティ放送の制
度の主旨は理解できる。しかし、構造改革特区は、地域の特性に応じ、実態に合わない
既存の規制を緩和することであり、既存の制度の解釈の中で可能かどうかを問うている
わけではない。本市では、今年11月に周辺町との合併が行なわれる予定であり、その面
積は602.7平方キロとなり、ほぼ東京23区と同じ面積となる。また、昨年発生した台風被
害や地震などにより、災害情報、行政情報に対する住民のニーズは高まっている。空中
線電力を50Ｗにしたとしても、地理的な条件等で行政区域全域で聴取できるとは思って
いないが、このような地域的、社会的な変化の中で、コミュニティ放送に期待される役割
は大きくなっており、できる限り多くの住民が情報を得られる（聞こえる）ようにすべきと考
えている。これに対応するためには空中線電力の上限出力を緩和する必要がある。
２　コミュニティ放送による災害情報や行政情報の伝達は、様々な情報伝達手段の中の
一つである。これのみでその情報を伝えようというのではなく、住民にとって情報を得る
手段の選択肢を増やそうとするものである。また、回答の中で、災害情報や行政情報の
伝達はコミュニティ放送制度が想定する放送の主たる内容ではない、とのことだが、言う
までもなく、それらの情報は必要がある時に短時間で放送されるものであるため、放送
内容に占める割合は全体からみれば僅かであり、主たる放送内容になる訳ではない。
今日のように、住民の生活習慣が多種多様になっている状況では、できるだけ多くの人
に情報を伝えるためには、一つだけでなく多くの情報伝達手段を持つ必要がある。その
ため、車の中や自宅など、どこででも手軽に聞くことができる（情報を得ることができる）ラ
ジオによるコミュニティ放送は非常に有効な情報伝達手段であると考えている。
３　コミュニティ放送の空中線電力は、この制度の発足当時は1Ｗ、平成7年に10Ｗ、さら
に平成11年に20Ｗに制限が緩和されており、コミュニティ放送の制度目的や主旨を逸脱
することなく出力の上限が緩和されてきた経過がある。前述したように、今日のような急
激な地域的、社会的変化に対応するためには、さらに50Ｗに制限を緩和する必要があ
るし、そうしたとしても制度の主旨を逸脱するものではなく、住民の利益に資するもので
ある。
４　中継局の設置やアンテナ設置場所の見直しについて提案されているが、現在の放送
所の
場所やコストなどを考えれば、空中線電力の出力の制限を緩和し、50Ｗにすることがベス
あると考えている。

Ｃ

　コミュニティ放送は市町村の全域を放送
対象地域とするものではなく、機能の集積
や施設の整備状況等を勘案して、その普
及を図ることとされた市区町村の一部を放
送対象地域とするものであることから、行
政区域の広域化が放送対象地域の広域
化に連動するものではない。
　コミュニティ放送については、空中線電力
の上限の変更を行ってきた事実はあるが、
意見にある「急激な地域的、社会的変化」
が具体的にどのような事実を指すのか明
らかでなく、空中線電力の上限基準を更に
引き上げるべき理由とはならない。

1196 1196010
コミュニティ放送の空中線電力(出力）の上
限２０Ｗを緩和し、５０Ｗにする。

酒田
市、酒
田エフ
エム放
送㈱

災害・行
政情報
伝達強
化コミュ
ニティＦ
Ｍ放送
特区

040730

コミュニティ
放送の空
中線電力
の上限基
準の緩和
(（再提案）

放送用周波
数使用計画
（昭和６３年郵
政省告示第６
６１号）第１総
則１０

空中線電力は、原則とし
て２０Ｗ以下で必要最小
限のものとする。

Ｃ

１　コミュニティ放送は、「一の市町村（特別区を含み、指定都市にあっては区とする。）の一部の区域（当該区域が他の市
町村の一部の区域に隣接する場合には、その区域を併せた区域を含む。）における需要にこたえるための放送」をいうも
のとされており、「商業、業務、行政等の機能の集積した区域、スポーツ、レクリエーション、教養文化活動等の活動に資
するための施設の整備された区域等、コミュニティ放送の特性が十分発揮されることが見込まれる区域において、その普
及を図ること」を目的とするものであって、コミュニティ放送局は、一般の放送局と異なり、各市区町村において当該地域
に密着したきめ細かな情報の提供を促進する観点から制度化された小規模な放送局である。
コミュニティ放送局は、使用周波数が限定されるとともに、空中線電力についても放送区域の広狭にかかわらない一律の
上限（20W）が定められ、放送区域が一の市町村（特別区を含み、地方自治法第２５２条の１９に規定する指定都市にあっ
ては区）の一部の区域に限定される代わりに、一般の放送局において必要となる競願処理、比較審査等の手続きを経る
ことなく、簡易かつ迅速な手続き（先願主義）で開局を可能としているものである。
　従って、提案のようにコミュニティ放送についての空中線電力の制限を緩和することは、コミュニティ放送の制度目的を
逸脱し、一般の放送局と異なる規律を適用する根拠を失わせることとなり不適当である。
２　１でも述べたように、コミュニティ放送は、「商業、業務、行政等の機能の集積した区域、スポーツ、レクリエーション、
教養文化活動等の活動に資するための施設の整備された区域等、コミュニティ放送の特性が十分に発揮されることが見
込まれる区域において、その普及を図る」こととされているが、本件特別区域要望においては、合併後の鳥取市におい
て、どのような区域が上記のようなコミュニティ放送の対象となるべき区域に該当するのか、そして当該区域のうち、実際
に放送の対象としようとする区域（以下「コミュニティ放送対象区域」という。）はどこかが示されていない。
３　本件特別区域要望は、「空中線電力の上限の１００Ｗまでの緩和」及び「主たる放送局と異なる周波数を使用する中
継局の設置」を求めるものであるが、これらの特例の可否を検討するに当たっては、その前提として、２で述べたコミュニ
ティ放送対象区域を適切に想定した上で、当該区域を対象として現在の制度の下で放送を行うことについて、技術的にど
のような限界があるのかを示すことが必要である。
すなわち、想定される具体的なコミュニティ放送対象区域を対象に様々な技術的可能性を検討し、どのような
措置を講じても、現在の「空中線電力の上限基準では、コミュニティ放送対象区域をカバーできないこと。」及
び「同一周波数を用いる中継局では、コミュニティ放送対象区域の全域で良好な受信環境を実現できないこ
と。」が明らかにされてはじめて、特例措置の可否の検討が必要になるものであるが、本件要望においては、
これらのいずれの点についても明らかにされていない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

1.コミュニティ放送の制度趣旨は「放送区域を一の市町村の一部
に限定する代わりに簡易手続きを認める」ということであり、上限
出力20Ｗの制限はあくまでそのための手段である。これまで段階
的に上限出力が緩和されても当初の制度趣旨を逸脱するもので
なかったことからも、上限出力を緩和することが制度趣旨を逸脱
するものでないことは明らかである。
2.「コミュニティ放送は市町村内の一定の区域等において、コミュ
ニティ情報・行政情報等地域に密着した情報を提供することを通
じて、当該地域の振興その他公共の福祉の増進に寄与すること
を目的とする」ものである。また総務省広報誌平成13年12月号に
もあるように、災害情報や選挙情報の報道もコミュニティ放送の
重要な役割である。こうした行政情報を特定機能の集積した地域
の住民、利用者のみが得られるということでは「公共の福祉の増
進に寄与」しない。「コミュニティ放送の対象となるべき地域」も「放
送の対象としようとする地域」も本件においては「鳥取市役所及び
合併後の各支所を含んだできるだけ広い地域」である。
3.上記2のように放送対象区域は「鳥取市役所及び合併後の各支
所を含んだできるだけ広い地域」であり、合併後の765平方kmと
いう広い面積、山が多いという地形上の特徴を鑑みれば、「現在
の空中線電力の上限基準では、コミュニティ放送対象区域をカ
バーできないこと」「同一周波数を用いる中継局では、コミュニティ
放送対象区域の全域で良好な受信環境を実現できないこと」は
地図を見ただけで明らかである。

Ｃ

１　コミュニティ放送は、県の全域を放送対象地域とする県域放送
と異なり、放送対象地域を市区町村の一部の区域（放送に関する
需要動向、周波数に関する事情等を勘案しつつ、商業、業務、行
政等の機能の集積した区域、スポーツ、レクリエーション、教養文
化活動等の活動に資するための施設の整備された区域等、コ
ミュニティ放送の特性が十分に発揮されることが見込まれる区
域）としており、空中線電力も２０Ｗ以下で必要最小限のものとす
ることとしている。このため、一般の放送局において必要となる競
願処理、比較審査等の手続きを経ることなく簡易かつ迅速な手続
き（先願主義）で開局を可能とするとともに、あまねく普及義務も
負わない等の特徴を有しているもの。
コミュニティ放送は、行政情報の伝達を本来の目的とするもので
はなく、従って、提案のように行政情報の伝達の必要性を理由と
して「できるだけ広い地域」を放送対象地域とすることはできない
ものであり、そのために空中線電力の制限を緩和することは、コ
ミュニティ放送の制度目的を逸脱し、県域放送より緩和された規
律を適用する根拠を失わせることとなる。
２　本件の提案においては、コミュニティ放送対象区域を鳥取市
のほぼ全域とし、行政区域の面積と地形の特色のみにより「空中
線電力の上限基準の緩和」及び「異なる周波数を用いた中継局
の設置」の必要性を述べるに止まり、何ら技術的な検討結果を示
しておらず、これらの特例措置の必要性の根拠が明らかにされて
いない。
３　災害・緊急情報等の住民への周知・広報は、コミュニティ放送
のみに頼ることなくなく、県域放送も含む各種の放送や防災行政
無線等、多種多様な手段を用いて行う必要がある。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

　コミュニティ放送は放送対象地域を「市区町村
の一部の区域（コミュニティ放送の特性が十分に
発揮されることが見込まれる区域）」に限定してい
るものであり、「合併により誕生した市役所の各
支所を含む市内の一部の区域」はコミュニティ放
送の特性が十分に発揮されることが見込まれる
地域に該当する。そうでないとするならば、既存
のコミュニティ放送局の出力がどのような機能の
集積や施設の整備状況を理由に上限の20Ｗま
で認められたかお示し頂きたい。
　行政情報の伝達がコミュニティ放送の本来想定
する放送内容であることは総務省広報誌平成13
年12月号で明らかである。また、合併により住民
活動もより広域的になっており、行政情報の伝達
の必要性だけを理由に申請しているものでない。
　技術的な検討結果については、その結果次第
で特区が認められる可能性があるのであればお
示しする。但し「コミュニティ放送の対象となるべ
き地域」についての意見が食い違ったままでは検
証はできない。

Ｃ

１　コミュニティ放送は、市区町村の一部の区域であっ
て、放送に関する需要動向、周波数に関する事情等を
勘案しつつ、商業、業務、行政等の集積した区域、ス
ポーツ、レクリエーション、教養文化活動等に資するた
めの施設の整備された区域等、コミュニティ放送の特性
が十分発揮できることが見込まれる区域において、その
普及を図ることとされており、空中線電力も20Ｗ以下で
必要最小限のものとしているところである。
　なお、「合併により誕生した市役所の各支所を含む市
内の一部の区域」が「コミュニティ放送の特性が十分発
揮できることが見込まれる区域」に該当するとの意見で
あるが、提案者が言う市内の一部の区域の具体的な範
囲及び当該区域が「コミュニティ放送の特性が十分発揮
できることが見込まれる区域」に該当するという根拠が
明らかにされていない。
２　本件の要望では、これまで「空中線電力の上限基準
の緩和」及び「異なる周波数を用いた中継局の設置」の
必要性を述べるにとどまり、現在の制度の下で放送を
行うことについて、技術的な検討結果が示されておら
ず、特例措置を求める根拠が明らかでない。

1021 1021010
コミュニティ放送の空中線電力（出力）は
20w以下と規制されている。同規制の緩和
により100ｗまでの電力を認めて頂きたい。
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コミュニティ
放送の中
継局設置
基準の緩
和（再提
案）

放送用周波
数使用計画
（昭和６３年郵
政省告示第６
６１号）第１総
則１０

空中線電力は、原則とし
て２０Ｗ以下で必要最小
限のものとする。

Ｃ

１　コミュニティ放送は、「一の市町村（特別区を含み、指定都市にあっては区とする。）の一部の区域（当該区域が他の市
町村の一部の区域に隣接する場合には、その区域を併せた区域を含む。）における需要にこたえるための放送」をいうも
のとされており、「商業、業務、行政等の機能の集積した区域、スポーツ、レクリエーション、教養文化活動等の活動に資
するための施設の整備された区域等、コミュニティ放送の特性が十分発揮されることが見込まれる区域において、その普
及を図ること」を目的とするものであって、コミュニティ放送局は、一般の放送局と異なり、各市区町村において当該地域
に密着したきめ細かな情報の提供を促進する観点から制度化された小規模な放送局である。
コミュニティ放送局は、使用周波数が限定されるとともに、空中線電力についても放送区域の広狭にかかわらない一律の
上限（20W）が定められ、放送区域が一の市町村（特別区を含み、地方自治法第２５２条の１９に規定する指定都市にあっ
ては区）の一部の区域に限定される代わりに、一般の放送局において必要となる競願処理、比較審査等の手続きを経る
ことなく、簡易かつ迅速な手続き（先願主義）で開局を可能としているものである。
　従って、提案のようにコミュニティ放送についての空中線電力の制限を緩和することは、コミュニティ放送の制度目的を
逸脱し、一般の放送局と異なる規律を適用する根拠を失わせることとなり不適当である。
２　１でも述べたように、コミュニティ放送は、「商業、業務、行政等の機能の集積した区域、スポーツ、レクリエーション、
教養文化活動等の活動に資するための施設の整備された区域等、コミュニティ放送の特性が十分に発揮されることが見
込まれる区域において、その普及を図る」こととされているが、本件特別区域要望においては、合併後の鳥取市におい
て、どのような区域が上記のようなコミュニティ放送の対象となるべき区域に該当するのか、そして当該区域のうち、実際
に放送の対象としようとする区域（以下「コミュニティ放送対象区域」という。）はどこかが示されていない。
３　本件特別区域要望は、「空中線電力の上限の１００Ｗまでの緩和」及び「主たる放送局と異なる周波数を使用する中
継局の設置」を求めるものであるが、これらの特例の可否を検討するに当たっては、その前提として、２で述べたコミュニ
ティ放送対象区域を適切に想定した上で、当該区域を対象として現在の制度の下で放送を行うことについて、技術的にど
のような限界があるのかを示すことが必要である。
すなわち、想定される具体的なコミュニティ放送対象区域を対象に様々な技術的可能性を検討し、どのような
措置を講じても、現在の「空中線電力の上限基準では、コミュニティ放送対象区域をカバーできないこと。」及
び「同一周波数を用いる中継局では、コミュニティ放送対象区域の全域で良好な受信環境を実現できないこ
と。」が明らかにされてはじめて、特例措置の可否の検討が必要になるものであるが、本件要望においては、
これらのいずれの点についても明らかにされていない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

1.コミュニティ放送の制度趣旨は「放送区域を一の市町村の一部
に限定する代わりに簡易手続きを認める」ということであり、上限
出力20Ｗの制限はあくまでそのための手段である。これまで段階
的に上限出力が緩和されても当初の制度趣旨を逸脱するもので
なかったことからも、上限出力を緩和することが制度趣旨を逸脱
するものでないことは明らかである。
2.「コミュニティ放送は市町村内の一定の区域等において、コミュ
ニティ情報・行政情報等地域に密着した情報を提供することを通
じて、当該地域の振興その他公共の福祉の増進に寄与すること
を目的とする」ものである。また総務省広報誌平成13年12月号に
もあるように、災害情報や選挙情報の報道もコミュニティ放送の
重要な役割である。こうした行政情報を特定機能の集積した地域
の住民、利用者のみが得られるということでは「公共の福祉の増
進に寄与」しない。「コミュニティ放送の対象となるべき地域」も「放
送の対象としようとする地域」も本件においては「鳥取市役所及び
合併後の各支所を含んだできるだけ広い地域」である。
3.上記2のように放送対象区域は「鳥取市役所及び合併後の各支
所を含んだできるだけ広い地域」であり、合併後の765平方kmと
いう広い面積、山が多いという地形上の特徴を鑑みれば、「現在
の空中線電力の上限基準では、コミュニティ放送対象区域をカ
バーできないこと」「同一周波数を用いる中継局では、コミュニティ
放送対象区域の全域で良好な受信環境を実現できないこと」は
地図を見ただけで明らかである。

Ｃ

１　コミュニティ放送は、県の全域を放送対象地域とする県域放送
と異なり、放送対象地域を市区町村の一部の区域（放送に関する
需要動向、周波数に関する事情等を勘案しつつ、商業、業務、行
政等の機能の集積した区域、スポーツ、レクリエーション、教養文
化活動等の活動に資するための施設の整備された区域等、コ
ミュニティ放送の特性が十分に発揮されることが見込まれる区
域）としており、空中線電力も２０Ｗ以下で必要最小限のものとす
ることとしている。このため、一般の放送局において必要となる競
願処理、比較審査等の手続きを経ることなく簡易かつ迅速な手続
き（先願主義）で開局を可能とするとともに、あまねく普及義務も
負わない等の特徴を有しているもの。
コミュニティ放送は、行政情報の伝達を本来の目的とするもので
はなく、従って、提案のように行政情報の伝達の必要性を理由と
して「できるだけ広い地域」を放送対象地域とすることはできない
ものであり、そのために空中線電力の制限を緩和することは、コ
ミュニティ放送の制度目的を逸脱し、県域放送より緩和された規
律を適用する根拠を失わせることとなる。
２　本件の提案においては、コミュニティ放送対象区域を鳥取市
のほぼ全域とし、行政区域の面積と地形の特色のみにより「空中
線電力の上限基準の緩和」及び「異なる周波数を用いた中継局
の設置」の必要性を述べるに止まり、何ら技術的な検討結果を示
しておらず、これらの特例措置の必要性の根拠が明らかにされて
いない。
３　災害・緊急情報等の住民への周知・広報は、コミュニティ放送
のみに頼ることなくなく、県域放送も含む各種の放送や防災行政
無線等、多種多様な手段を用いて行う必要がある。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

　コミュニティ放送は放送対象地域を「市区町村の一部
の区域（コミュニティ放送の特性が十分に発揮されること
が見込まれる区域）」に限定しているものであり、「合併
により誕生した市役所の各支所を含む市内の一部の区
域」はコミュニティ放送の特性が十分に発揮されることが
見込まれる地域に該当する。そうでないとするならば、
既存のコミュニティ放送局の出力がどのような機能の集
積や施設の整備状況を理由に上限の20Ｗまで認められ
たかお示し頂きたい。
　行政情報の伝達がコミュニティ放送の本来想定する放
送内容であることは総務省広報誌平成13年12月号で明
らかである。また、合併により住民活動もより広域的に
なっており、行政情報の伝達の必要性だけを理由に申
請しているものでない。
　技術的な検討結果については、その結果次第で特区
が認められる可能性があるのであればお示しする。但し
「コミュニティ放送の対象となるべき地域」についての意
見が食い違ったままでは検証はできない。
　放送区域内の受信状況の改善については中継局の設
置等で技術的に可能という意見があるが、現状では完
全に隔離された地域以外は混信の発生を理由に同一
周波数を用いた中継局の設置ができない。そのため、異
なる周波数を用いる中継局の設置を申請するものであ
る。

Ｃ

１　コミュニティ放送は、市区町村の一部の区域であっ
て、放送に関する需要動向、周波数に関する事情等を
勘案しつつ、商業、業務、行政等の集積した区域、ス
ポーツ、レクリエーション、教養文化活動等に資するた
めの施設の整備された区域等、コミュニティ放送の特性
が十分発揮できることが見込まれる区域において、その
普及を図ることとされており、空中線電力も20Ｗ以下で
必要最小限のものとしているところである。
　なお、「合併により誕生した市役所の各支所を含む市
内の一部の区域」が「コミュニティ放送の特性が十分発
揮できることが見込まれる区域」に該当するとの意見で
あるが、提案者が言う市内の一部の区域の具体的な範
囲及び当該区域が「コミュニティ放送の特性が十分発揮
できることが見込まれる区域」に該当するという根拠が
明らかにされていない。
２　本件の要望では、これまで「空中線電力の上限基準
の緩和」及び「異なる周波数を用いた中継局の設置」の
必要性を述べるにとどまり、現在の制度の下で放送を
行うことについて、技術的な検討結果が示されておら
ず、特例措置を求める根拠が明らかでない。

1021 1021020

コミュニティ放送が中継局を設置する場合
には、主たる放送局と同一の周波数を使
用し、かつ、妨害が発生しない場合に限り
認めるとされている。同規制を緩和し、主
たる放送局と異なる周波数を使用する中
継局を設置することを認めて頂きたい。
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再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措
置の
分
類」
の見
直し

「措
置の
内
容」
の見
直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回
答

構想
(プロ
ジェ
クト)
管理
番号

規制特
例提案
事項管
理番号

規制の特例事項の内容
提案主
体名

構想(プ
ロジェク
ト)の名
称

040750

地域防災
テレビ特区
（災害時に
おけるテレ
ビ空きチャ
ンネルを利
用した地域
情報の発
信）

電波法第４
条、電波法第
６条第２項

無線局を開設しようとす
る者は、総務大臣の免許
を受けなければならな
い。

Ｃ

１　現在、関東６県を放送対象地域とするＮＨＫ、広域民放５社からの放
送に加え、草加市を含む埼玉県全体を放送対象地域とする県域局から
の放送も確保されているところであり、埼玉県地域の災害情報の提供
は現状においても十分確保されているところ。
２　放送局は、放送法上、災害発生時は、その被害の軽減等に役立つ
放送の実施義務が課せられており、また、災害対策基本法及びこれに
基づく防災計画上も、災害関係情報・警報の伝達機関として重要な役
割を課せられている。
　埼玉県全体を放送対象地域とする県域局においても、現状、埼玉県と
災害対策基本法第５７条に基づき「災害時における放送要請に関する
協定」を締結しているところであり、埼玉県知事からの放送要請に基づ
き、速やかにテレビにおいて災害情報に係る放送を行う体制が整ってい
るところ。
３　また、提案のＶＨＦ帯域については、当該地域において、現在、周波
数事情が極めて逼迫している中、テレビジョン放送に割り当てられてい
る周波数はすべてアナログテレビジョン放送において使用しているた
め、提案のようなＶＨＦ帯域の周波数を新たに割り当てることは物理的
に困難。
 以上の理由から、提案のような制度を導入することはできない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

先の新潟中越地震では、ケーブルテレビを活用した市
単位の情報提供が重要な役割を果たした。災害救助等
の最前線に立つ「市町村」がテレビを活用できるようにす
ることは大きな意義がある。当市提案の意図も「災害発
生後の的確な避難誘導、救助・復旧活動等に必要な情
報提供」にある。この趣旨をご理解いただきつつ、次の
ことについて回答を求めたい。
①　回答は、「放送用割当周波数は全て放送で使用」と
のことであるが、各チャンネルへの割当て周波数のう
ち、少なくとも首都圏エリアで使用されていないものがあ
ると思われるので、この点を明らかにしていただきたい。
②　回答は、「埼玉県レベルでの対応で十分」とのことで
あるが、狭いエリアに市街地が連担し、９０市町村、７百
万人が生活する地域での災害時情報提供活動がそれ
でよいと本当に考えておられるのか、首都圏全体の災
害時地域情報対応という視点もあわせ、ご見解をいただ
きたい。
③　災害発生時における市町村の役割の重要性を直視
すれば、その際の市町村単位の地域情報提供の重要
性は言うまでもないと思われる。当市提案に対して、こ
の点を踏まえた回答をいただきたい。

Ｃ

　いただいたご意見等に対する回答は、以下のとおり。
①について
　　首都圏においては、ＶＨＦ帯のLow Band（90MHz～
108MHz）では１ｃｈ及び３ｃｈ、ＶＨＦ帯のHigh Band
（170MHz  ～222MHz）では４ｃｈ、６ｃｈ、８ｃｈ、１０ｃｈ及び
１２ｃｈが東京タワーから送信されるアナログテレビジョン
放送で使用されている。アナログテレビジョンでは隣接
するチャンネルを使用した場合、受信機の特性上、それ
ぞれのチャンネルの受信に障害が生じてしまうため、１
チャンネル分の間隔を空けて使用しているものである。
提案の地域において、仮に、現在放送しているチャンネ
ルの間で災害放送のための電波を発射した場合には、
現在放送されているアナログ放送の受信に障害を与え
るとともに、災害放送自体の受信についてもアナログ放
送からの障害を受けることから、新たなチャンネルの割
当は物理的に困難である。
②及び③について
　　「県レベルの対応で十分」とのご指摘は誤解であり、
災害発生時における地域住民への避難指示、情報提供
の重要性は十分認識しているところ。
以上の理由から、提案のような制度を導入することはで
きない。

1252 1252010

電波法に基づく放送事業者の免許制度に
特例措置を設け、災害時の対応を目的とし
て、特区の認定を受けた地方公共団体（主
として市町村）がテレビ空きチャンネルを利
用したＶＨＦ放送ができるようにする。

埼玉県
草加市

地域防
災テレ
ビ特区
（災害時
におけ
るテレビ
空きチャ
ンネル
を利用
した地
域情報
の発信）

040760

休止タンク
に対する消
防設備法
定点検の
緩和

消防法第12
条、第14条の
３の２
危険物の規
制に関する政
令第８条の５

製造所、貯蔵所及び取扱
所の所有者、管理者又は
占有者は、これらの製造
所、貯蔵所又は取扱所に
ついて、定期に点検しな
ければならない。

Ｃ

危険物を完全に取り除き、またそのタンクへの危険物流入経路を遮断
する等の措置を施しているタンクにおいても、腐食等の発生危険は同様
にあり、引き続き使用することを前提としている場合には基準を維持す
ることが必要。今後その使用が予定されないものであれば、速やかに
廃止届を提出し危険物施設として廃止すべきである。

貴省回答では、休止中で
あってもタンクには腐食等の
危険があるため対応不可と
いうことであるが、その危険
度については稼動中のもの
と比べると低くなるのではな
いか。この点及び右の提案
主体からの意見を踏まえ、
現行の法定点検項目の一
部でも除外することができな
いか、再度検討し、回答され
たい。

・使用予定がないタンクは早急に廃止すべ
きとの事ですが、過去に設置されたタンク
は廃止すると保有空地等の関係から将来
その場所に設置できない場合があり、当分
使用予定はないものの将来的に使用する
可能性があるタンクについて事業者のコス
ト削減から休止運用としているものです。
　休止タンクについては危険物を排除し、
更に他系統からの危険物流入防止処置に
より、単なる構築物という扱いで消防法定
点検を省略しても問題はないと考えます。
　なお、休止タンクを再使用する場合にお
いては、腐食状況等を含め基準に適合し
ているかを確認し、その結果を添えて所轄
消防へ再使用届けを提出、判断されること
で危惧される問題はないと考えます。

Ｃ

　危険物を完全に取り除き、またそのタンク
への危険物の流入経路を遮断する等の措
置を施しているタンクにおいても、腐食等
の発生危険は同様にあり、引き続き使用
することを前提としている場合には基準を
維持することが必要。
　なお、内部開放点検が義務付けられてい
る昭和５２年以前の旧基準で設置された１
万ｋｌ以上の屋外貯蔵タンクであれば、平成
２１年末までに耐震基準を新基準に適合さ
せる必要があるが、新基準に適合させるこ
とにより内部開放点検の義務はなくなる。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

　再回答はタンク本体の腐食発生を懸念
し、技術基準を維持継続する必要性につ
いて言及しているが、提案主旨はタンクの
消防設備の点検緩和について求めている
ものである。
休止措置（危険物を取り除き、さらに他の
危険物系統との切り離しを実施）を施して
いる屋外タンク貯蔵所自体に発災リスクは
ないこと、また万一再利用する場合には消
防設備について機能の点検・確認を実施
し、必要に応じて修繕を実施する計画であ
ることから、安全面において懸念はないと
考えられる。再利用時の点検、修繕という
当初提案書で述べた安全確保策にどのよ
うな問題があるのでしょうか？

Ｃ

屋外タンク貯蔵所の消火設備に係る定期
点検は、年１回以上、目視等により技術基
準の適合状況を確認するものであり、最近
の事故発生状況に照らしても、その定期的
かつ確実な実施は重要なものといえる。な
お、屋外タンク貯蔵所の消火設備は、通
常、設備のかなりの部分を他の屋外タンク
貯蔵所と兼用している場合が多く、その場
合、兼用部分については１年に１回以上の
点検実施により関係するすべての屋外タ
ンク貯蔵所の点検が実施されることとな
る。

1115 1115010

危険物屋外タンク貯蔵所において、危険物
を完全に取り除きまたそのタンクへの危険
物流入経路を遮断することで休止措置を
施している屋外タンクに対する消防設備法
定点検の免除

関西電
力株式
会社
堺港発
電所

休止タ
ンクに
対する
消防設
備法定
点検緩
和事業

040770

石油コンビ
ナート事業
所における
オイルフェ
ンス等設置
基準の緩
和

石油コンビ
ナート等災害
防止法第１６
条第４項
石油コンビ
ナート等災害
防止法施行
令第１６条第
１項

石油の貯蔵・取扱量が１
万kl以上の第一種事業者
で、事業所の敷地の全部
若しくは一部が海域に接
するもの、又は繋留施設
を使用して石油と取扱う
ものは、オイルフェンス及
びオイルフェンス展張船
を備え付けなければなら
ない。

Ｃ －

オイルフェンス及びオイルフェンス展張船の設置については、石油等が
海上に流出した場合は、海洋汚染等の環境問題、沿岸住民の漁業被
害等、与える影響が非常に大きいことから、防油堤や流出油等防止堤
等により石油の流出を一次的に防止する措置をした上で、それでも海
上に流出してしまった場合に対応するために設置を求めているものであ
る。このことから、オイルフェンス及びオイルフェンス展張船は、屋外貯
蔵タンクの位置や、流出油等防止堤の設置にかかわらず必要なもので
ある。よって提案については認められない。なお、事業者の説明責任に
ついては、事業活動を行う上で当然のことであり、代替措置とはならな
い。

貴省回答では、オイルフェン
ス及びオイルフェンス展張船
は、屋外貯蔵タンクの位置
や、流出油等防止堤の設置
にかかわらず必要なもので
あるとのことであるが、提案
にあるようなケースについて
は、規制対象として通常想
定される場合に比べ危険度
が低くなるのではないか。こ
の点および右の提案主体か
らの意見を踏まえ、現行の
規制の一部でも緩和するこ
とができないか、再度検討
し、回答されたい。

･オイルフェンスは、貯蔵施設・防止堤がど
のような位置にあっても防災上必要とのご
意見でありますが、海域への漏油リスクは
それら設置位置に深く関係するものと考え
ます。
　補足資料において、第１種事業所の配置
が①「海域に面するが貯蔵施設・防止堤は
内陸側に設置」、②「海域には面していな
いが海側に貯蔵施設・防止堤を設置」の2
パターンを見た場合、明らかに①パターン
の方が海域への漏油リスクは少ないと思
えますが、現在の法規制では①パターンの
みにオイルフェンス設置義務があります。
　海域に面する第1種事業所という条件で
はなく、貯蔵施設・防止堤の配置も考慮さ
れオイルフェンス設置基準の緩和について
再考をお願いします。

Ｃ

　オイルフェンス及びオイルフェンス展張船
の設置は、事業所の敷地が海域に接し又
は係留施設を利用して石油を取扱う等、海
域と接点を有し、かつ、多量の石油を貯
蔵・取扱う第一種事業者の海上防災に対
する責務であり、貯蔵施設の設置位置を
理由として緩和を認めることはできない。
　なお、提案者の意見にある②パターンに
よる事業所は全国的にもほとんど例がな
く、また、そのような事業所から石油等の
漏洩があった場合には、法第３条の規定に
より、当該特別防災区域に所在する他の
事業所により（当該事業所が海上共同防
災組織の構成事業所である場合は当該海
上共同防災組織により）必要な措置が講
ぜられるものである。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

　本規制の趣旨は十分理解したうえで、
「オイルフェンス等の設置は海域に接する
第一種事業者の責務」という一律的な適用
ではなく、実際の危険物貯蔵量（約2万ｋｌ）
や流出油等防止堤の効力、海域との離隔
距離（約300m）を総合的に勘案したうえ
で、海上への漏洩リスクが極めて小さいと
いう事情を考慮して柔軟に運用して欲しい
ということが提案趣旨である。海上漏洩リ
スクは全国一律ではないことから、実態に
応じた運用をする手段として「特区制度」を
利用したいという事業者の思いを理解して
いただきたい。

Ｃ

　オイルフェンスを含む防災資機材等の備
え付けは、危険な物質が多量に扱われ、
一旦災害が発生した場合には極めて大規
模な災害に発展する危険性のある石油コ
ンビナート等特別防災区域の特定事業所
に課せられた責務であり、緩和を認めるこ
とはできない。
　なお、海上への漏洩リスクが極めて小さ
いとの意見であるが、貯蔵量は規制数値
の２倍もあり、海域との離隔（約300ｍ）に
ついても、石油コンビナート地域で多量の
石油等を扱う大規模な事業所においては、
特別に離れている距離ではない。また、流
出油等防止堤の設置は保安上最低限必
要な措置であり、他の特定事業所と比較し
て海上漏洩のリスクが小さいとは言えな
い。

1116 1116010

石油を取扱う係留施設を持たず、かつ海
域に接する区域がレイアウト省令に基づく
「事務管理施設地区」「用役施設地区」もし
くは「その他施設地区」であり、さらに流出
油等防止堤が海域に接する箇所に設置さ
れておらず危険物が海上へ流出する恐れ
のない第１種事業所についてのオイルフェ
ンスならびにオイルフェンス展張船備付義
務の免除

関西電
力株式
会社
堺港発
電所

石油コ
ンビ
ナート事
業所に
おける
オイル
フェンス
等備付
基準の
緩和事
業

040780
Ｅ３の製造
に係る特
例措置

消防法第10
条

指定数量以上の危険物
は、貯蔵所以外の場所で
これを貯蔵し、又は製造
所、貯蔵所及び取扱所以
外の場所でこれを取り
扱ってはならない。

Ｃ

給油取扱所は、燃料を給油するための施設として、その取扱いに伴う
危険性に応じた対策を講じて設置されるものであり、危険物の製造等に
よる危険性を前提とした対策が講じられたものではない。
よって給油取扱所において、Ｅ３の製造を行うことは認められない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

①Ｅ３の製造については既にアメリカ等諸
外国で相当の実績があり、ガソリンとの混
合方法や混合時の安全対策等、技術的な
留意点も明らかにされており、現行法令に
よる製造所の位置、構造及び設備の基準
を満たさなければ安全性が確保できないと
断じることはできない②Ｅ３の品質保持に
は水分混入の防止が不可欠であり、その
ためには、給油する場所に極力近い所で
製造するのが望ましい③ガソリンの流通経
路に沿って、地域でのＥ３製造を円滑に進
め、また品質を保持するためには、給油所
において製造することが最も安価かつ効率
的である、等のことから、十分な安全設備
を整備することを条件に、製造所としての
新たな許可を受けることなく、給油所にお
いてＥ３の製造を行うことを、特区により認
めていただきたい。

Ｃ

　給油取扱所は、燃料を給油するための施
設として、その取扱いに伴う危険性に応じ
た対策を講じて設置されるものであり、危
険物の製造等による危険性を前提とした
対策が講じられたものではない。
　よって給油取扱所において、E３の製造を
行うことは認められない。
　なお、E３の製造に伴う危険物の取扱量
が指定数量未満の場合には、市町村の火
災予防条例の規定に基づき少量危険物取
扱場所において取扱いを行うこととなる。

1147 1147020

消防法上、又、消防庁通知「エタノール３％
含有ガソリン(Ｅ３)を扱う給油所に関する運
用上の指針」に示されたＥ３製造の特例
（製造所に関する規制の撤廃）

岡山
県、勝
山町、
久世町

「地産地
消型の
Ｅ３ガソ
リン」社
会実験
事業

040790

季節使用
型宿泊施
設における
簡易な消
防設備等
の容認事
業

消防法第１７
条第１項消防
法施行令別
表第一

消防用設備等について
は、消防法第１７条に基
づき、消防法施行令第６
条及び別表第一に規定
する防火対象物ごとに設
置し、維持しなければな
らないこととされている。

C

　特区として対応不可。
　消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物については、同表に掲げ
る防火対象物又はその部分について、用途、構造、内装、階又は内容
物の別ごとに、その出火危険、火災拡大危険、延焼危険及び人命危険
を考慮して危険度の段階を判定し、また、各消防用設備等について、そ
の性能や火災発生時における使用時期等を考慮して、一定の防火対
象物又はその部分に一定の消防用設備等を設置することを定めてい
る。
　宿泊施設が利用、営業される時期が特定の季節に限られる場合で
あっても、必要とされる防火安全性能は、通常の宿泊施設と同じ水準で
あるべきであることから、消防用設備等の技術上の基準の特例措置を
設けることはできない。

提案主体のいう「季節使用
型宿泊施設」に関して、規
模・構造等、一定の要件（小
規模であり、近隣家屋等と
相当の距離がある宿泊施設
であること等）に限ったもの
について提案を実現できな
いか再度検討し、回答され
たい。

C

　特区として対応不可。
　農家民宿特区は、農山漁村滞在型余暇
活動のための基盤整備の促進に関する法
律（平成６年法律第４６号）第１４条等に基
づき、政府としてグリーンツーリズムを推進
する方針を踏まえつつ、一般的に農家は
隣接防火対象物と一定の距離が隔離して
おり、また避難が容易な家屋構造を有して
いる点に着目して特別に講じた措置であ
り、ご提案の季節使用型宿泊施設はその
ようなものに該当しないと考える。
　なお、個別の宿泊施設について、その位
置、構造又は設備の状況から判断して、市
町村の消防長等が、消防法施行令第３２
条の規定に基づき、消防用設備等に関す
る法令の適用除外を行うという運用は可能
である。

1194 1194010

特区地域内において「季節使用型宿泊施
設（※）」を営む者に対し、消防法施行令第
２章第３節の消防用設備等の設置及び技
術上の基準の特例措置を設ける。

特例措置を適用できる消防用設備の範囲
１．誘導標識、誘導灯や消防機関へ通報
する火災報知設備
（「農家民宿における簡易な消防設備等の
容認事業（407）」の要件を準用する）

※キャンプ場、海水浴場等において、特定
の季節に限り主に利用、営業される宿泊
施設

愛媛県
松山
市、愛
媛県温
泉郡中
島町

島文化
あじわ
い特区
構想

040800

一般の事
務棟を大
学のキャン
パスとして
利用する
場合につ
いての消
防法の緩
和

消防法第１７
条第１項消防
法施行令別
表第一

消防用設備等について
は、消防法第１７条に基
づき、消防法施行令第６
条及び別表第一に規定
する防火対象物ごとに設
置し、維持しなければな
らないこととされている。

C

　特区として対応不可。
　消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物については、同表に掲げ
る防火対象物又はその部分について、用途、構造、内装、階又は内容
物の別ごとに、その出火危険、火災拡大危険、延焼危険及び人命危険
を考慮して危険度の段階を判定し、また、各消防用設備等について、そ
の性能や火災発生時における使用時期等を考慮して、一定の防火対
象物又はその部分に一定の消防用設備等を設置することを定めてい
る。
　また、大学等については、防火管理業務に携わることのできない学生
がその利用の過半を占めること等から、事業場の使用実態とは、基本
的に大きく異なるものである。
　このため、一般の事務棟をキャンパスとして利用する大学について、
消防法施行令別表第一（十五）の「その他の事業場」に含まれることと
することはできない。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

貴省のご回答では、一般の事業場と大学
では消防設備の設置基準が異なる理由
は、防火管理業務に携わることのできない
学生が利用者の大半を占めることとしてい
ます。しかし最近では一般のオフィスでも、
防火管理業務を外部委託する例が多く、
防火管理業務に携わることのできない利
用者が大半を占めるのは同じといえます。
また消火作業の性格上、消火設備基準は
設置される建物の類型に従って定められ
ることが適当であり、建物の利用者により
その基準が決定されることが適当とは考え
られません。従って、総務省の回答は本件
規制を維持する理由にはならないと考えま
す。

C

　特区として対応不可。
　防火管理業務の外部委託については、消防法施行令
第３条第２項により、共同住宅その他総務省令で定める
防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のい
ずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由に
より防火管理上必要な業務を適切に遂行することがで
きないと消防長又は消防署長が認めるものについての
み行うことができるとされており、外部委託は一般的に
全ての防火対象物において行うことができることとはさ
れていない。
　また、大学等については、消防法施行規則第４６条に
規定する応急消火義務者とされていない学生が多数を
占めるのに対し、事業場においては消防法施行規則第
４６条第３号の規定により応急消火義務者とされている
勤務者が多数を占めており、大学と事業場は異なる規
制をする必要がある。
　なお、防火対象物における消防用設備等に係る規制
は、防火対象物の利用形態、面積、階、構造等や収容
人員等に応じた火災危険性から決定されるものである。

右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し、回答さ
れたい。

消防法施行規則46条により多数の勤務者
が応急消火義務者とされているというご回
答ですが、かかる事実は殆ど周知されてお
らず、その点に差異を認めた上で規制をし
ても、防火対策の見地からは意味がないと
思われます。上記義務者の有無は規制の
根拠とはなりえないと思われます。

Ｃ

　特区として対応不可。
　防火対象物における消防用設備等に係
る規制は、単に建物の面積、高さ、構造等
や収容人員等により決されるものではな
く、防火対象物の利用形態に伴って発生す
る火災危険性等を総合的に考慮し決定さ
れるものであり、大学について区分して規
制する必要がある。

1246 1246020

一般の事務棟をキャンパスとして利用する
大学については、消防法施行令別表第一
（七）の規定の「大学」から除外し、消防法
施行令別表第一（十五）の「その他の事業
場」に含まれることとします。
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